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研究要旨 

本研究では、最新の全国食事調査データを用いて加工食品からの有害な化学物質の

摂取量（特に残留農薬の摂取量）を精密に推定できる新たな手法の開発を目的とする。

食品中の残留農薬は、科学的根拠と国際整合性を踏まえ、リスク分析がなされ、残留

基準が設けられ厳しく規制されている。そのような中で、人が日々の食事から残留農

薬の摂取量を精密に推計し、人へのリスク分析に生かすことは健康を護るための安全

な食品を確保する上で極めて重要である。食は時代によって常に変化しているため、

我が国の喫食の実態に合わせて最新の情報を取り入れ推計することが求められる。食

の安全に対する関心は国内のみならず、海外でも高い。したがって、我が国の最新の

食事調査データを用いて、残留農薬の摂取量の推定を行い、科学的エビデンスに基づ

いた精密なばく露評価を行うことは、安心安全な日本産食品の輸出拡大にもつなが

る。本研究では、①わが国の食品の摂取量、②調理加工係数、③国際機関で残留農薬

の評価に用いられる加工係数を調査し、それらのデータを統合することで、わが国の

実態に合致した食事を通じた残留農薬の摂取量を精密に推計する手法を開発した。 

Ａ．研究目的 

本研究では、近年行われた全国食事調

査データを活用し、加工食品からの化学

物質の摂取量を精密に推定できる新たな

手法の開発を目的とする。食の安全を確

保していく上では、日々の食事を通じて、

残留農薬、動物用医薬品、放射性物質等の

有害な化学物質の摂取量を精密に推計し、

人へのリスク分析に生かし、食の安全性

を確保することが求められる。現在、加工

食品からの化学物質の摂取量を推計する

際には、平成 17～19 年度に行われた食品

摂取頻度・摂取量調査データを基に平成

22 年度に集計されたデータが考慮された

手法が用いられている。しかしながら、食

は時代によって変化するため、我が国の

加工食品の喫食の実態に合わせて推計す

る必要がある。食の安全に対する関心は

国内のみならず海外でも高い。有害な化

学物質の摂取量を推定し安全性を確認す
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ることは、日本の食の安全性に関する輸

出先国の評価、ひいては輸出拡大につな

がることが期待される。本研究では、わが

国の輸出重点品目とされる作物と加工食

品に対して、輸出先国の残留農薬の規格

基準の設定に関する調査、ならびに、これ

までに未対応であった①わが国の最新の

食品の摂取量、②調理加工係数、③加工係

数に関する調査を実施し得られたデータ

を取り纏めデータベース化し、さらには

これまでに作物に検出された残留農薬を

例に取り上げ、残留農薬の摂取量を精密

に算出して、食事による短期ならびに長

期ばく露量を推計するツールを開発する。

令和 2 年度は、わが国の最新の食品の摂

取量、調理加工係数、加工係数に関する調

の設定に必要な情報の調査、データの取

集、整理ならびに解析を行った。令和 3 年

度は、１．令和 2 年度厚生労働省委託事

業「食品摂取頻度・摂取量調査」において

取り纏められた食事調査データから、食

事記録をもとに食品を加工レベルに応じ

て分類するシステムを構築し、日本人に

おける加工食品の摂取状況、ならびに、国

内外の食事調査法の相違点を調査、２．日

本食品標準成分表 2015 年版（七訂）に掲

載されている加工食品について、原材料

的食品の配合割合を推測する方法につい

て整理、３．輸出拡大が期待されている日

本産農作物のうち、りんご、ぶどう及びト

マトに着目し、これらの加工食品におけ

る加工係数の予測法の検討を行った。令

和 4 年度は、１．超加工食品の摂取量と、

食事の質、食品選択の価値観およびフー

ドリテラシー、ならびに年齢、性別、喫煙

状況等の個人的特性との関連を調査、２．

日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）に

掲載されている加工食品 2,428 食品につ

いて、原材料的作物への分解係数（調理加

工係数）を推定し、データベース化、３．

生鮮食品から加工食品への加工過程にお

ける残留濃度の変化率（加工係数）の予測

モデルを開発した。本研究で収集した①

～③の情報をもとに、残留農薬等の長期

ならびに短期ばく露量を推計可能なツー

ルを開発し、算出されたばく露量と国内

外の基準値と比較して考察した。 

 
Ｂ．研究方法 

①加工食品の摂取状況を把握するための

全国食事調査のデータ解析（佐々木分担

報告）  
（研究 1）全国食事調査の実施とデータ集計 

平成 30 年度までの全国食事調査（食品

摂取頻度・摂取量調査）では 1 歳以上 79
歳以下の日本人 4032人の調査をすること

とし、2016～17 年に参加者の約 6 割の食

事記録調査を行い（第 1 ラウンド）、2017
～18 年に残りの参加者の調査を行った

（第 2 ラウンド）。さらに、幼小児の食事

データを収集するため、2019 年 11 月から

2020 年 8 月にかけて 1～6 歳児を対象と

した追加の食事調査を実施した（小児の

追加調査）。参加者はほぼ健康と見なしう

る 1 歳以上 6 歳以下の日本人 432 人とし

た。予定参加者数は、平成 28～30 年度に

実施した調査（東京大学倫理委員会 No. 
11397）における参加者数（約 400 人）に

推定脱落率（8％）を考慮して設定した。 

第 1・第 2 ラウンドと同様に、全国 32
都道府県（北海道、岩手県、宮城県、山形

県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東
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京都、神奈川県、新潟県、富山県、山梨県、

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、

大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、

福岡県、熊本県、大分県、沖縄県）に在住

する栄養士（以下、調査担当栄養士と呼

ぶ：159 人）が実施可能性を考慮して選ん

だ者（同僚、その近隣住民など）を対象と

した。なお、調査担当栄養士からは事前に

文書による承諾を得た。参加者に対して

は調査担当栄養士から本調査の目的を説

明し、文書による調査参加への同意を得

た。 

 2019 年 10～11 月に、属性ならびに通

常の食事習慣を含む生活習慣ならびに健

康状態等に関する基本質問票、簡易型自

記式食事歴法質問票（BDHQ3y）による調

査を実施した。また、身長と体重を測定し

た。 

半秤量式食事記録は、2019 年 11 月（秋

季）、2020 年 2 月（冬季）、6 月（春季）、

8 月（夏季）に不連続の 2 日間ずつ、合計

8 日間）にわたって実施した（以下、食事

記録と呼ぶ）。砂糖および甘味類・油・調

味料・副材料として用いる小麦粉（揚げ衣

など）は、1 回の摂取量が少ない割に摂取

頻度が高く、秤量に伴う負担が大きい。こ

れらの食品の秤量を義務化すると、食事

記録全体の丁寧さに悪影響を及ぼすと考

えられるため、秤量せずに名称だけを記

録すればよいこととした。参加者は記録

が終了し次第、調査担当栄養士に食事記

録用紙を提出し、その後、調査担当栄養士、

または、調査事務局にて、記録内容の確認

を行い、記録内容に不明な点などがあれ

ば、調査担当栄養士を通じて、参加者に記

録内容に関する質問を口頭・電話・メール

などにより行い、参加者の可能な範囲で、

不明確な記録内容についてはより具体的

な回答をしていただくよう再調査を行っ

た。砂糖および甘味類・油・調味料・小麦

粉の摂取重量が記録されていない場合に

は、調査事務局にて一般的なレシピや各

種資料をもとに摂取量を推定した。 
この方法で収集した小児の追加調査の

データを第 1・第 2 ラウンドのデータと統

合し、摂取量の集計を行った。食事データ

集計から電子データ化までの概要を図 1
に示す。集計の参加者は食事調査の第 1ラ
ウンド・第 2 ラウンド・小児の追加調査

の各 8 日間の食事記録調査のうち、少な

くとも 1 日に参加した者とした。年齢区

分ごと（1～6 歳、7～64 歳、65 歳以上、

14～50 歳の妊娠可能年齢の女性）と参加

者全体（1 歳以上）における全 2228 食品

の摂取状況について、参加者全体の摂取

量（g/人・日）の分布（平均値と標準偏差）、

各食品の登場回数（人・日）、摂取者内に

おける摂取量（g/人・日）の分布（平均値

と標準偏差、および 0・50・95・97.5・99・
100 パーセンタイル値）、摂取者の平均体

重（kg/人・日）を集計し、表にまとめた。

同様の集計を 128 食品群に対しても実施

した。食品群摂取量の算出にあたっては、

重量換算係数を用いて各食品を生重量に

変換してから食品群の摂取量に合算した。 
 
（研究 2）加工食品の定義と分類に関する先

行研究のレビュー 

食事調査のデータから加工食品の摂取

量を算出するためには、何を加工食品と

するか定義・分類する必要がある。そこで、
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諸外国における加工食品の分類システム

について PubMed と Web of Science を用い

た先行研究の調査を行った。検索語には

processed food、classification、definition、お
よびそれらに関連する用語を組み合わせ

て使用した。その結果、分類システムとし

て最も広く用いられていることが明らか

になった NOVA の食品分類を和訳した。

また、先行研究で示された NOVA の食品

分類では、加工レベルごとに食品の例が

まとめて羅列されていたため、各食品が

加工レベルに応じてどのように分類され

ているのかわかりにくかった。そこで、

NOVA で例示された各加工レベルに属す

る食品を日本標準食品成分表に記載され

ている食品群ごとに分けて分類し整理し

た。 

また、近年、食品加工の程度が高い ultra-
processed foods（超加工食品）の摂取量と

健康影響について注目が高まっているた

め、研究状況を把握することを目的とし

た先行研究のレビューを行った。2021 年

3 月 2 日に PubMed を用いて以下の検索語

で検索を行った：(ultra-process*[TIAB] or 
ultra 
process*[TIAB] or ultraprocess*[TIAB] ) 
AND (food[TIAB] OR foods[TIAB]) AND 
NOVA。検索フィルターを用いて、対象論

文の言語を英語と日本語に限定した。得

られた論文について、タイトル、著者名、

雑誌や発行年などの書誌情報に加え、研

究が実施された国、研究デザイン、参加者

（子供、大人など）、調査名、食事アセス

メント方法、解析における ultra-processed 
foods の変数としての取り扱い（総エネル

ギー摂取量に対するエネルギー寄与率や

総食品摂取重量に対する重量寄与率な

ど）、加工食品との関連をみた因子などに

ついて表にまとめ、考察した。 

 

（研究 3） 日本人の食事記録に基づく加工

食品の摂取状況の把握 

日本人の加工食品の摂取状況を把握す

るためには、食品を加工レベルに応じて

分類するシステムを構築する必要がある。

そのため、まずは過去に行われた比較的

小規模かつ詳細な食事記録調査のデータ

を用いて、分類システムの構築を試みる

こととした。調査は 2013 年 2～3 月にか

けて 23 都道府県で実施された。参加者は

20～69 歳の健康な女性 196 人と男性 196
人である。参加者の中に管理栄養士や医

療従事者、医師や管理栄養士による食事

療法を受けたことがある人、糖尿病によ

る教育入院歴がある人、妊娠中・授乳中の

人は含まれなかった。参加者は非連続の 4
日間（夜勤の日とその前後の日を除く勤

務日 3 日および非勤務日 1 日）に、摂取

したすべての食品と飲料を食事記録用紙

に記録した。各地域の調査担当管理栄養

士が食事記録のつけ方とデジタルスケー

ル（KD-812WH、タニタ）の使い方を説明

した。食事記録用紙は 4 つの食事場面（朝

食・昼食・夕食・間食）に分かれており、

各場面で以下の項目を記録するよう求め

た：①料理名、②食品名（飲み物や料理に

含まれる食材を含む）、③料理が手作りか、

既製品か、あるいはその他（新鮮な野菜や

果物など生の状態で食べる食品）か、④食

べた食品のおおよその量または測定重量、

⑤食事をとった場所。また、市販の商品に

ついては商品名とメーカー名、外食につ
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いてはメニュー名と店舗名を記録しても

らった。包装食品については、パッケージ

をとっておくようお願いした。 

食事記録用紙とパッケージは、記録後

すぐに各施設の調査担当栄養士に提出さ

れた。調査担当栄養士はできるだけ早く

記録用紙を確認し、必要に応じて参加者

に問い合わせを行った。各施設の管理栄

養士は、日本食品標準成分表を用いて、統

一された手順で各食品に食品番号を付与

した。包装食品と惣菜に含まれる食材の

摂取重量は、おおよその分量、レストラン

やメーカーのホームページ、料理本、原材

料表示、栄養成分表示などから、できるだ

け正確に推定した。 

食事記録用紙の食品名の欄に記録され

たすべての食品を、調査担当栄養士が以

下の 3 つに分類した。（1）自家製食品：家

庭で調理された食品（例：炊いた飯、家庭

で焼いたパン）、（2）市販食品：惣菜に含

まれる食材や、製造業者によって加工さ

れた食品（例：レトルトカレー、加工肉、

チョコレート）、（3）その他の食品：家庭

で調理する前の未加工の食材（新鮮な野

菜、肉、魚、牛乳など）や、家庭での調理

時や食卓で加える調味料（サンドイッチ

を作るときに使うマヨネーズなど）。これ

らの食品分類と食品番号、重量は、研究事

務局の 2 人の管理栄養士が再確認した。 

体重（0.1 kg 単位）と身長（0.1 cm 単
位）は、軽装かつ裸足の状態で調査担当栄

養士または医療従事者が標準的な手順で

測定した。BMI（body mass index）は体重

（kg）÷身長（m）の二乗として算出した。

また、性、年齢、喫煙状況に関する情報を

自記式質問票により収集した。 

次に、食事記録用紙の料理名の欄に登

場する、サプリメントを除く延べ 25,989
個の料理を、ノースカロライナ大学チャ

ペルヒル校（UNC）の研究者が開発した分

類システムに基づき、食品の工業的加工

のレベルに応じて分類した。 
ステップ 1：加工されていない食品や自

家製の作られた料理は、各食材に対し

て分類を行う（例：家庭で作る味噌汁

の味噌、水、ほうれん草、卵など）。 

ステップ 2：単一の食材から構成される

既製の料理（例：インスタントラーメ

ン）については、食材に対して分類を

行う。 
ステップ 3：複数の食材を使用し、パッ

ケージ食品の商品名、ブランド名、メ

ーカー名、ファーストフード店のチェ

ーン名などがある既成の料理は、料理

に対して分類を行う。（マクドナルドで

買ったハンバーガーは、その食品成分

に分解せず、1 つの商品として分類す

る） 

ステップ 4：その他、ブランドやメーカ

ーを特定する情報がない既製の料理

（例：ブランド名のわからない調理済

みのハンバーガー）については、以下

の 2 つの方法で分類する。[方法 A] 全
品目を工業的に製造された食品とみな

す（すなわち、料理を食材に分解せず、

料理ごと分類する）、または [方法 B] 
全品目を職人によって手作りされた食

品とみなす（よって、料理を食材まで

分解し、食材ごとに分類を適用する）。 

ステップ 1 と 2、およびステップ 4 の方

法 B では、日本食品標準成分表の食品番

号をもとに、各食品が市販食品か否かを
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考慮して分類を行った。例えば、食品コー

ド 16042「ウーロン茶／浸出液」の場合、

自家製の食品は「未加工、最小限の加工」

のカテゴリーに、市販の食品は「基本的な

加工」のカテゴリーに分類した。既製品に

「自家製」または「その他」の食品が含ま

れている場合（例：市販の中華餃子に家庭

で調味料を加えて食べた場合）、「自家製」

または「その他」の食品を市販品から分離

し、食品番号に基づいて個別に分類した。

ステップ 4 の方法 A では、すべての料理

が、UNC の分類体系において、冷凍食品

や保存食品ではなく、調理済み食品や加

熱食品であると仮定して分類した。 
参加者一人一人の食品摂取量を 4 日間

の平均として算出し、参加者の特性ごと

に、UNC 分類に従って、（1）未加工／最

小限の加工、（2）基本的な加工、（3）中程

度の加工、（4）高度に加工された食品、の

4 つの加工レベルごとに摂取量を示した。

摂取量は、食品の総摂取重量(g/日)と総エ

ネルギー摂取量（kcal/日）に加え、総摂取

重量に対する各カテゴリーの食品の重量

寄与率(%)、総エネルギー摂取量に対する

各カテゴリーの食品のエネルギー寄与率

(%)として示した。参加者特性のカテゴリ

ーによって「高度な加工」に分類される食

品の重量寄与率とエネルギー寄与率が異

なるかどうかを検討するため、対応のな

い t 検定または一元配置分散分析を行っ

た。カテゴリー間に有意差がみられた場

合には Tukey の多重比較検定を行った。

P<0.05 の場合に有意差ありとした。統計

解析には SAS 9.4 を用いた。 
 
（研究 4） 各国の食事調査法のレビュー 

各国の食事調査法の違いを明らかにす

るため、世界各国の国を代表する規模の

食事調査に関するレビュー論文から、各

調査に関する情報を抽出した。抽出した

情報は、各レビュー論文に重複する調査

項目、すなわち国名、調査名、調査年、参

加者数、調査参加者の年齢層、食事調査法

とした。一つの国に対して複数の調査（異

なる年に行われた同一の調査など）の情

報がある場合、調査年が最新の情報のみ

を抽出した。ただし、異なる調査で調査参

加者の年齢が全く異なる場合には、それ

ぞれの調査を分けて表にまとめた。必要

な情報に応じて食事調査に関する文献を

参照し、情報を補足した。 
 
（研究 5） 超加工食品の摂取量と食事の質

との関連の検討 

2013 年に日本の 20 地域（23 道府県）に

住む 20～69 歳の日本人成人 388 人から得

られた食事記録のデータを使用した。参

加者は、4 日間にわたって食べたり飲んだ

りしたものを全て計量して記録した。記

録されたすべての食品を、UNC の研究者

らが開発した食品分類の枠組みを用いて、

加工レベルが低い順に「未加工／最小限

の加工」「基本的な加工」「中程度の加工」

「高度な加工（超加工食品）」の 4 段階に

分類した。食事の質は、Healthy Eating 
Index-2015（アメリカ人のための食事ガイ

ドラインの順守の程度を測る指標）と

Nutrient-Rich Food Index 9.3（食事全体を栄

養素密度の観点から評価する指標）の 2つ
を使って評価した。また、外食や惣菜など

家庭外で調理された料理を、①食材に分

解せずに料理ごと加工レベル別に分類す
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る場合（料理レベルでの分類）と、②料理

に含まれる食材を個別に分類する場合

（食品レベルでの分類）で、超加工食品の

推定摂取量や、食事の質との関連が異な

るかどうかを調べた。 

（研究 6） 超加工食品の摂取量と尿中リン・

カリウム・ナトリウム排泄量との関連の検討 

研究 1と同じ食事記録データを用いた。

ただし、参加者のうち正しい手順で 2 回

の 24 時間蓄尿データが得られた 322 人の

みを対象とした。尿中リン・ナトリウム・

カリウム排泄量は 2 日間の 24 時間蓄尿の

平均値として算出した。尿中リン・ナトリ

ウム・カリウム排泄量と超加工食品の関

連は重回帰分析で調べた。食事記録から

推定した各尿中排泄量（mg/日）を従属変

数とし、独立変数を超加工食品の摂取重

量（g/日）、エネルギー摂取量（kcal/日）、

食品の総摂取重量に対する重量寄与割合

（%グラム）、総エネルギー摂取量に対す

るエネルギー寄与割合（％エネルギー）の

4 通りで検討した。調整変数は性（男性・

女性）、BMI（kg/m2）、年齢（歳）、身体活

動レベル（METｓ・時）、喫煙状況（非喫

煙者、過去喫煙者、現在喫煙者）、教育歴

（中学または高校、専門学校または短大、

大学または大学院）、総エネルギー摂取量

（kcal/日）とした。 

（研究 7） 超加工食品の摂取量と、食品選

択の価値観およびフードリテラシーとの関連

の検討 

2018年に日本の32都道府県に住む18～
80歳の日本人成人2232人を対象に実施し

た全国規模の質問紙調査のデータを用い

た。8つの食品選択の価値観（入手しやす

さ、便利さ、健康、伝統、感覚的魅力、オ

ーガニック、快適さ、安全性）に加え、栄

養知識、料理技術、食全般に関わる技能、

8つの食行動（空腹感、食物反応性、感情

的な過食、食物の楽しみ、満腹感反応性、

感情的な食欲不振、食べものの好き嫌い、

食事の遅さ）によって特徴づけられるフ

ードリテラシーを評価した。超加工食品

の摂取量は、簡易型食事歴法質問票

（BDHQ）を使用して推定した。解析は男

女別に行った。超加工食品の摂取量

（g/1000kcal）と年齢（歳）、BMI（kg/m2）、

総エネルギー摂取量（kJ/日）、食品選択の

価値観およびフードリテラシーの各スコ

アとの関連を、重回帰分析により評価し

た。 

 
（研究 8） 超加工食品の摂取量と、年齢、性

別、喫煙状況等の個人的特性との関連の

検討 

2016～2018 年に日本の 32 都道府県に

住む 18～79 歳の日本人成人 2742 人から

得られた食事記録のデータを使用した。

参加者は、8 日間にわたって食べたり飲ん

だりしたものを全て計量して記録した。

そして、記録されたすべての食品を研究

者が加工レベル別に分類した。また、外食

や惣菜などの家庭外で調理された料理を、

①料理に含まれる個々の食材をそれぞれ

加工レベル別に分類する場合（超加工食

品をより少なく見積もるシナリオ）と、②

すべて超加工食品に分類する場合（超加

工食品をより多く見積もるシナリオ）の 2
通りで食品分類を行なった。各推定シナ

リオにおいて超加工食品の摂取量を推定

し、個人的特性（年齢、性別、BMI、世帯
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収入、教育歴、雇用形態、喫煙状況、身体

活動量）との間に関連があるかどうかを

調べた。 
 
（研究 9） 残留農薬等の基準値が設定され

ている食品分類名への食品番号の付与 

残留農薬等の基準値が設定されている

食品リストに記載された 313 個の食品分

類名のそれぞれに日本標準食品成分表

（七訂）の食品番号を付与した。まず各食

品分類名について、該当する食品名が食

品成分表にあるかどうかを検討した。し

かし、食品リストと成分表では食品の名

称や分類の仕方が異なるため、リストに

記載されたすべての食品を成分表の食品

番号に一対一で紐づけることが困難であ

った。そのため、ある食品分類名に該当す

る食品が食品成分表に 1 つ以上ある場合

には、それらの食品番号を以下のいずれ

かに分類した：（食品リストの食品分類名

に）①完全に当てはまる、②部分的にあて

はまる、③判断できない。たとえば食品リ

ストの「あひるの筋肉（食品分類コード

004002）」については、成分表の「かも・

あひる・肉・皮つき・生（食品番号 11203）」
と「かも・あひる・肉・皮なし・生（食品

番号 11247）」を紐付けた。「かも・あひる・

肉・皮つき・生（食品番号 11203）」の一

部分（皮を除いた部分）は「あひるの筋肉」

であるため「②部分的にあてはまる」とし

た。一方、「かも・あひる・肉・皮なし・

生（食品番号 11247）」はまさに「あひる

の筋肉」であるとみなし、「①完全に当て

はまる」とした。また、たとえば食品リス

トの「コーヒー豆（食品分類コード

050000）」に抽出液を含めるべきかどうか

（部分的にあてはまると考えてよいかも

含めて）判断が困難であったため、食品成

分表に記載されている 6 つの食品、すな

わち豆乳・豆乳飲料・麦芽コーヒー（食品

番号 4054）、乳飲料・コーヒー（食品番号

13007）、ゼリー・コーヒー（食品番号

15088）、コーヒー・浸出液（食品番号

16045）、コーヒー・インスタントコーヒー

（食品番号 16046）、コーヒー・コーヒー

飲料・乳成分入り・加糖（食品番号 16047）
を、③判断できない、とした。 

 
（各研究における倫理面への配慮） 

研究 2・4・9 については人を対象とし

たデータを利用していないため倫理面で

の問題がない。それ以外の研究は、ヘルシ

ンキ宣言のガイドラインに従って実施さ

れ、東京大学医学部倫理委員会の承認を

得ている。承認番号は以下の通りである。

研究 3・5・6：10005 番、研究 7：12031 番、

研究 1・8：11397 番。これらの研究では参

加者全員から（研究 7 においては参加者

が 20歳未満の場合のみさらに参加者の親

から）、書面によるインフォームド・コン

セントを得た。 

 
②調理加工係数の問題点の把握（吉池分

担報告） 
 1）初年度（令和 2 年度） 

日本食品標準成分表 2015年版に掲載さ

れている食品を対象に、調理加工係数を

推定する上での課題を検討した。成分表

に掲載されている食品は、原材料的食品

と加工食品に分けられる。原材料的食品

の調理食品は、日本食品標準成分表 2015
年版で示された重量変化率を用いて、原



9 
 

材料的食品の「生」や「乾」などの未調理

食品の重量を決定した。一方、加工食品は、

2 通りの方法で、原材料的食品の「生」や

「乾」などの未調理食品の重量を推定し

た。 

① 日本食品標準成分表の成分値が、計算

値で示されている加工食品 

原材料配合割合は、日本食品標準成分

表の食品群別留意点に記載されているこ

とから、そのまま用いた。 

② 日本食品標準成分表の成分値が、計算

値以外の加工食品 

加工食品の原材料を、日本食品標準成

分表の食品群別留意点や関連書籍から加

工食品の原材料を把握した。次に、その原

材料の成分値と加工食品の成分値から方

程式などを用い、加工食品 100g を作るの

に必要な原材料の重量を推定した。 

  
2）第 2 年度（令和 3 年度） 
日本食品標準成分表 2015年版に掲載さ

れている食品を対象に、加工食品を製造

するための原材料的食品の重量の推定方

法を検討した。まず、今回の作業のために

食品を以下のように類型化した。 

調理後の食品、それ以外の方法（物理的、

化学的、生物学的方法）で加工された食品

を加工食品とし、調理後の食品、加工食品

いずれでもない食品を原材料的食品（食

材）とした。 

日本食品標準成分表に掲載されている

食品の成分値の決定根拠は、｢分析値｣、

｢文献値｣、｢計算値｣、｢類推値｣、｢借用値｣、

｢推定値｣のいずれかとした。調理加工係

数の計算値は、日本食品標準成分表に収

載されている食品の成分値と、食品群別

留意点または備考欄に記載されている標

準的な原材料配合割合を用いた。 
原材料配合割合が掲載されていない食

品の原材料は、食品群別留意点及び関連

書籍から特定した。原材料配合割合の推

定は、①乾燥品、②塩蔵品、③アルコール

発酵、酢酸発酵によって製造する食品、④

その他の加工食品に分け、検討した。 

乾燥食品は、原材料的食品を乾燥させ

ただけの加工食品である。そこで、原材料

的食品の水分量と加工食品の水分量から、

加工食品を製造するために必要な原材料

的食品の重量を算出した。 

 塩蔵食品は、主な原材料的食品 1 つと食

塩から製造される食品とした。塩蔵の過

程で水分とともに多くの成分が流出した

り、発酵により化学変化が起こる。そこで

食塩には水分がないことから、原材料的

食品の水分量と加工食品の水分量から、

加工食品を得るための原材料的食品の重

量を算出した。塩蔵品に含まれる食塩の

量から塩蔵品を製造するために必要な食

塩の量を求めた。 

 アルコール発酵、酢酸発酵によって製造

する食品は、アルコール発酵、酢酸発酵の

化学反応式と量的関係を用いて、加工食

品中の利用可能炭水化物、アルコール、酢

酸の量から原材料的食品の重量を推定し

た。 

 
3）最終年度（令和 4 年度） 
 3）－1 対象食品 
日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）

に掲載されている食品のうち、｢18 群：調

理済み流通食品群｣（50 食品）を除く 2428
食品を対象とした。 
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対象とした食品は、①未調理・未加工の

食品、②調理後食品（cooked foods）、③加

工食品（ raw primary commodity (RPC) 
derivatives）に分類した。ここでの調理は、

水煮、ゆで、炊き、蒸し、電子レンジ調理、

焼き、油いため、ソテー、素揚げ、天ぷら、

フライおよびグラッセの加熱調理と、水

さらし、水戻しの非加熱調理とした。 
3）－2 調理後食品における調理加工係数

の推定方法 

調理後食品の調理加工係数は、日本食

品標準成分表に掲載されている調理によ

る重量変化率、揚げ物における衣の割合

及び脂質量の増減、いため物における脂

質量の増減をもとに推定した。 

3）－3 加工食品における調理加工係数の

推定方法 
 加工食品の成分変化から、乾燥食品

（dried foods）、塩蔵品（salted foods）、発

酵食品（fermented foods）、原材料を組み合

わせてできる食品（mixed foods (other 
foods that multiple ingredients are mixed, 
excluding dried, salted and fermented ones)）
に分けて、調理加工係数を推定した。 
 
乾燥食品（43 食品） 
 原材料が 1 つの食品で、乾燥する前と乾

燥した後のいずれも日本食品標準成分表

に掲載されている食品を｢乾燥食品｣に分

類した。乾燥前後の水分の重量に着目し、

乾燥により水分が減少すると考え、乾燥

前の食品の水分量と乾燥後の食品（＝乾

燥食品）の水分量から、乾燥食品の原材料

（＝乾燥前の食品）の重量、すなわち調理

加工係数を推定した。 
塩蔵品（32 食品） 

 調理加工係数の算定方法に関して、以下

の様に分類した。 

a) 原材料が１つと食塩からなる食品（22
食品） 

b) 原材料が 1 つで食塩と米ぬかから作

られる「ぬかみそ漬」（6 食品） 
c) 原材料が 1 つで食塩とみそから作ら

れる「みそ漬」、原材料が 1 つで食塩

と酢から作られる「酢漬」（1 食品） 
d) 原材料が 1 つで食塩と酢、砂糖から作

られる「甘酢漬」（4 食品） 
上記の a)～e)について、以下のように調理

加工係数を推定した。 

a) 塩蔵前後の水分の重量と食塩の重量

をもとに推定した。すなわち、塩蔵の

過程で脱水し、水分が減少し、食塩が

添加されると考えた。 

b) ぬかみそ漬：原材料と食塩の重量は、

原材料が 1 つで食塩からなる塩蔵品

と同様に推定し、米ぬかの重量はぬか

みそ漬のビタミン B1 の重量から推定

した。 

c) みそ漬：原材料と食塩の重量は、原材

料が 1 つで食塩からなる塩蔵品と同

様に推定し、みその重量はみそ漬のた

んぱく質の重量から推定した。 
d) 酢漬：原材料と食塩の重量は、原材料

が 1 つで食塩からなる塩蔵品と同様

に推定し、酢の重量は酢漬の炭水化物

の重量から推定した。 
 

発酵食品（30 食品） 
 ここでの発酵食品は、アルコール発酵や

酢酸発酵により作られ、日本食品標準成

分表にアルコールの重量や酢酸の重量が

掲載されている食品である。これらの発
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酵により、原材料中の炭水化物の一部は、

アルコール（エタノール）や酢酸に変化す

るが、アルコールや酢酸を作るのに必要

なブドウ糖の量は知られているため、そ

の値と原材料および発酵食品の炭水化物

の重量を用いて調理加工係数を推定した。 

 

原材料を組み合わせてできる食品（897 食

品） 
 原材料を組み合わせてできる食品には、

日本食品標準成分表に原材料配合比が掲

載されている食品（258 食品）と掲載され

ていない食品（639 食品）とがある。日本

食品標準成分表に原材料配合比が掲載さ

れている食品は、その配合比を用いて調

理加工係数を推定した。 

原材料配合比が掲載されていない食品

は、一部の栄養成分は加工により変化し

ないと仮定し、（連立）方程式により調理

加工係数を推定した。（連立）方程式に用

いる栄養素は、加工によって変化しない

と考えられること、原材料の成分含有率

が多い栄養成分を中心に選定した。 

 
③海外の残留農薬の規格基準の設定の際

に議論されたデータの情報解析と残留農

薬の摂取量の推定への応用（中村・山崎分

担報告） 
PF データの収集 
 WHO/FAO のホームページより、1975 年

か ら 2022 年 ま で に 公 開 さ れ た

JMPR/JMPS の評価書（Evaluation）及び報

告書（Report）1,740 点を入手した（最終

確認日：2022 年 1 月 18 日）。 
 入手した評価書及び報告書のうち、りん

ご、ぶどう及びトマトのジュース、ポマー

ス及び乾燥ポマースの加工係数について

報告のある農薬を選択し、各評価書及び

報告書より PF に関するデータを収集し

た。データの収集は、各加工食品の表記ゆ

れを考慮した上で行い、ジュースにおい

ては「Juice」に加えて「Apple juice」、「Grape 
Juice」、「Tomato juice」、「Pasteurized juice」、
「Raw juice」等のデータを、ポマースにお

いては「Wet pomace」に加えて「Strain rest」、
「Pomace, wet」等のデータを、乾燥ポマー

スにおいては「Dry pomace」に加えて

「Dried pomace」、「Pomace, dry」等のデー

タをあわせて収集した。 

 また、本研究では、圃場試験 1 回につき

1 つの PF に関するデータを収集した。す

なわち、同条件で栽培した農産物につい

て複数回の加工試験が行われている場合

には、各加工試験の PF の平均値をデータ

として収集した。なお、同一圃場内で収穫

前日数が異なる PF が複数示されている

場合には、別データとして取り扱うこと

とした。 
 
PF データの整理 

 収集した PF データのうち、農薬の規制

対象に代謝物が含まれる場合には、親化

合物の PF のみを解析対象とした。RAC 及

び加工食品の双方において親化合物の残

留が認められず、かつ代謝物の物性値が

明らかでない場合、当該農薬は解析対象

外とした（例えば、殺菌剤 Thiram）。また、

RAC 及び加工食品の双方において親化合

物の残留が認められない一方、代謝物が

検出され、かつ代謝物の物性値が明らか

となっている場合には、代謝物の PF デー

タを対象として解析を行った（例えば、殺
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菌剤 Benomyl 及び除草剤 Dichlobenil）。 
 ぶどうについては、ジュース及びワイン

の間で製法及び得られる加工食品の組成

が 大 き く 異 な る こ と か ら 、「 Juice 
production」と「Wine production」が明確に

区別して記載されている場合、「Wine 
production」由来のジュース及びポマース

のデータは解析対象外とした。 
 また、RAC における残留濃度が定量限

界未満のデータ、RAC における残留濃度

が示されておらず PF 計算時の分母が

「Washed fruits」のデータ、りんごにおい

て果皮除去後にジュースを調製している

データについても解析対象外とした。 
 
トマト加工試験 
トマトに農薬を散布し、商業的な加工

を模した加工方法でトマトの juice, wet 
pomace 及び dry pomace を調製した。なお、

本試験は加工試験に関する経済協力開発

機 構  (Organization for Economic Co-
operation and Development, OECD) ガイド

ラインに準じて行った。 
1） 農薬の選定 
本加工試験の対象農薬として、我が国

においてトマトに基準値が設定されてお

り、かつ LC/MS による農薬等の一斉試験

法Ⅰ(農産物)の対象化合物のうち、logKowが

−0.13 から 5.55、Ws が 0.0015 から 26,000 
mg/L と幅広い物性を示す農薬 23 品目を

選定した。次いで、選定した 23 品目につ

いて、logKowが 2 未満を示すもの (7 品目)、
2 以上 4 未満を示すもの (8 品目)、4 以上

を示すものの (8 品目) の 3 群に分類し、

各群から 1 品目を無作為に選出した。選

出 し た boscalid, clothianidin 及 び

fenpyroximate の 3 品目をテストデータ用

の農薬とし、その他の 20 品目を訓練デー

タ用の農薬とした。 
2） トマトの栽培及び農薬散布 
圃場におけるトマトの栽培及び農薬の

散布は、一般社団法人日本植物防疫協会

に委託した。試験には、対象農薬の防除履

歴のないトマト (CF ハウス桃太郎) を用

いた。定植後、週に 1~2 回程度、点滴灌水

用チューブを用いて 4,000~6,000 L/10 a 灌

水した。 
1 区画あたり 1.5 m × 10.0 m × 2 畝の試

験区を 4区画用意し、それぞれ無処理区、

処理区 A、B 及び C とした。各試験区に

おけるトマトの株数は 80 株であった。ま

た、散布時の作物ステージは草丈 170 cm
の収穫期であった。各処理区に散布機 
(MSB1100Li, 丸山製作所 ) 及びノズル 
(狭角コーンノズル, 丸山製作所) を用い

て農薬を散布した。散布回数はいずれも 2
回、散布間隔は 7 日とした。加工試験に

おいては、加工食品で定量可能な残留濃

度を得るために、農薬使用基準よりも多

量の農薬を適用することが推奨されてい

る。このことから本試験では、農薬使用基

準の最小希釈倍数の 1/3 の倍数、すなわち

農薬使用基準の 3 倍の濃度の薬液を散布

することとした。また、各農薬の使用基準

における散布液量は、metalaxyl-M では

100～400 L/10 a、その他の農薬では 100～
300 L/10 a 又は 150～300 L/10 a と定めら

れていることから、多くの農薬の最大散

布液量とほぼ同等の 280 L/10 a とした。す

なわち、本試験においては、metalaxyl-M に

ついては農薬使用基準の 2.1 倍量を、その

他の農薬については農薬使用基準の 2.8
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倍量を散布した。 
本試験では、複数の農薬を同時に、かつ

農薬使用基準よりも高濃度で散布するこ

とにより、作物に毒性が現れる可能性が

考えられた。そこで、選定した農薬 23 品

目を 3 つのグループに分割し、処理区 A、

B 及び C にそれぞれ散布した。処理区 A
には、アクタラ顆粒水溶剤  [10.0% 
thiamethoxam 水溶剤、シンジェンタジャ

パン  (東京 )]、  アドマイヤー水和剤 
[10.0% imidacloprid 水和剤、バイエルクロ

ップサイエンス (東京)]、バリアード顆粒

水和剤 (30.0% thiacloprid 水和剤、バイエ

ルクロップサイエンス)、 アミスター20
フロアブル (20.0% azoxystrobin 水和剤、

シンジェンタジャパン)、シグナム WDG 
(6.7% pyraclostrobin / 26.7% boscalid 水和剤、

BASF アグロ)、カスケード乳剤 [10.0% 
flufenoxuron 乳剤、BASF アグロ (東京)]、
フ ェ ニ ッ ク ス 顆 粒 水 和 剤  [20.0% 
flubendiamide 水和剤、日本農薬 (東京)] 
を、処理区 B にはアフェットフロアブル 
[20.0% penthiopyrad 水和剤、三井化学アグ

ロ (東京)]、ベトファイター顆粒水和剤 
[24.0% cymoxanil / 10.0% benthiavalicarb-
isopropyl 水和剤、日本曹達 (東京)]、ダン

トツ水溶剤 [16.0% clothianidin 水溶剤、住

友化学 (東京)]、 モスピラン顆粒水溶剤 
(20.0% acetamiprid 水溶剤、日本農薬)、ラ

イメイフロアブル [17.7% amisulbrom 水

和剤、日産化学 (東京)]、プレバソンフロ

アブル 5 [5.0% chlorantraniliprole 水和剤、

エフエムシー・ケミカルズ (東京)]、マッ

チ乳剤 (5.0% lufenuron 乳剤、シンジェン

タジャパン) を、処理区 C にはトリフミ

ン水和剤 (30.0% triflumizole 水和剤、日本

曹達 ) 、レーバスフロアブル  (23.3% 
mandipropamid 水和剤、シンジェンタジャ

パン ) 、アグロスリン水和剤  (6.0% 
cypermethrin 水和剤、住友化学)、ニマイバ

ー水和剤 (25.0% diethofencarb 水和剤、住

友化学 )、ランマンフロアブル  [9.4% 
cyazofamid 水和剤、石原バイオサイエンス 
(東京)]、ダニトロンフロアブル  (5.0% 
fenpyroximate 水和剤、日本農薬)、フォリ

オゴールド (3.3% metalaxyl-M 水和剤、シ

ンジェンタジャパン) を散布した。分析対

象の 23 品目以外にも、ニマイバー水和剤

には 25.0% benomyl が、フォリオゴールド

には 32.0% chlorothalonil が含まれていた

が、両化合物は LC/MS による農薬等の一

斉試験法Ⅰ (農産物) の分析対象化合物で

ないことから、本試験では分析対象外と

した。 
農薬の最終散布から 3 日後に、各処理

区より 20～22 個、重量として 3.2～3.3 kg
のトマト検体を収穫した。検体の輸送及

び保管は 4°C で行った。 
3） トマトの加工 
各処理区より収穫した検体のうち、2.6

～2.7 kg (17～18 個) のトマトを加工に供

した。いずれの処理区の検体も、収穫の 2
日後に加工を行った。RAC からの juice, 
wet pomace及び dry pomaceの調製方法は、

German Federal Institute for Risk Assessment 
(BfR), National Institute for Public Health and 
the Environment (RIVM) 及 び Benaki 
Phytopathological Institute (BPI) が示して

いる代表的な加工方法に従った。 
トマト果実よりへたを除去し、25°C に

調整したトマト重量の 2 倍の水道水で 2
分間洗浄した。グラインドミックス GM 
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300 (Retsch GmbH, Haan, Germany) の逆回

転モードを用いて 1000 rpm で 15 秒間磨

砕した後、得られたマッシュをステンレ

ス小型密閉容器に入れ、90～95°C で 3 分

間加熱して hot break した。直径 0.8 及び

2.0 mm のメッシュフィルターを有するジ

ューサー (低速ジューサーMJ-L600, パナ

ソニック、大阪) で搾汁し、85～90°C で 3
分間低温殺菌して juice を得た。搾汁して

得られた wet pomace の一部を分析用に採

取した後、70°C で 24 時間乾燥させること

により dry pomace を得た。Dry pomace の

水分含有量は、水分計 (MOC63u, 島津製

作所、京都) により測定した。 
なお、RAC は、我が国の残留農薬分析

においてトマトの検体部位として定めら

れている「へたを除去したもの」とした。

得られた RAC, juice, wet pomace 及び dry 
pomace は、分析まで−30°C で保管した。 

 
4） 残留濃度分析 

RAC, juice, wet pomace 及び dry pomace
における各農薬の残留農薬分析は、

LC/MS による農薬等の一斉試験法Ⅰ (農産

物) を一部改変して行った。 
① 試薬・試液 

Acetamiprid 標 準 品 、 benthiavalicarb-
isopropyl 標準品、cymoxanil 標準品及び

triflumizole 標準品、試験溶液の調製に用

いた残留農薬試験用アセトニトリル、ト

ルエン及びメタノール、及び LC-MS 用蒸

留水及びメタノールは関東化学 (東京) 
より購入した。Amisulbrom 標準品、

azoxystrobin 標準品、boscalid 標準品、

chlorantraniliprole 標準品、clothianidin 標準

品、cyazofamid 標準品、cypermethrin 標準

品、diethofencarb 標準品、fenpyroximate 標

準品、flubendiamide 標準品、flufenoxuron
標準品、imidacloprid 標準品、lufenuron 標

準品、mandipropamid 標準品、metalaxyl-M
標準品、penthiopyrad 標準品、pyraclostrobin
標準品、thiacloprid 標準品、thiamethoxam
標準品、残留農薬試験用塩化ナトリウム

及びケイソウ土 (No. 545) は富士フイル

ム和光純薬 (大阪) より購入した。その他

の試薬については、市販のものを使用し

た。 
各農薬 10 mg を精秤し、アセトニトリ

ル 10 mL に溶解して 1 mg/mL 標準原液を

調製した。アセトニトリルへの溶解性が

低い場合には、メタノール又はアセトン

に溶解して調製した。添加回収試験用の

混合標準溶液は、各農薬の標準原液を混

合し、濃縮又はアセトニトリルで適宜希

釈して調製した。 
② 試料の調製 

RAC は、包丁で果実を 2 等分した後、

GM 300 の正回転モードを用いて 4,000 
rpm で 30 秒間磨砕した。Wet pomace 及び

dry pomace は、液体窒素で凍結させた後、

マルチビーズショッカー (安井器械, 大
阪) を用いて 2,000 rpm で 30 秒間凍結粉

砕した。 
③ 試験溶液の調製 
A. 抽出 

RAC 及び juice においては、試料 20.0 g
にアセトニトリル 50 mL を加え、1 分間

ホモジナイズした後、ケイソウ土をろ過

助剤として吸引ろ過した。残留物を採り、

アセトニトリル 20 mL を加えて 1 分間ホ

モジナイズした後、吸引ろ過した。得られ

たろ液を合わせ、アセトニトリルを加え
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て正確に 100 mL とした。Wet pomace 及

dry pomace においては、試料 2.00 g に水 5 
mL を加え、30 分間静置した。これにアセ

トニトリル 50 mL を加え、1 分間ホモジ

ナイズした後、ケイソウ土をろ過助剤と

して吸引ろ過した。残留物を採り、アセト

ニトリル 20 mL を加えて 1 分間ホモジナ

イズした後、吸引ろ過した。得られたろ液

を合わせ、アセトニトリルを加えて正確

に 100 mL とした。 
RAC においては抽出液 10 mL、juice 及

び wet pomace においては抽出液 20 mL、
及び dry pomace においては抽出液 5 mL
を分取した。次いで、RAC 及び dry pomace
のみ、10 及び 15 mL のアセトニトリルを

加えた。これに塩化ナトリウム 10 g 及び

0.5 M リン酸緩衝液 (pH7.0) 20 mL を加え

て 10 分間振とうした後、3,000 rpm で 5 分

間遠心した。得られたアセトニトリル層

を40°C以下で濃縮して溶媒を除去した後、

残留物をアセトニトリル及びトルエン 
(3:1) 混液 2 mL に溶解した。 
アセトニトリル及びトルエン (3:1) 混

液 10 mL でコンディショニングしたグラ

ファイトカーボン/アミノプロピルシリル

化シリカゲル積層ミニカラム  (500 
mg/500 mg、ジーエルサイエンス、東京) に
上記の溶解液を注入した後、アセトニト

リル及びトルエン (3:1) 混液 20 mL を注

入した。全溶出液を 40°C 以下で濃縮して

溶媒を除去した後、残留物をメタノール

で溶解し、RAC, juice 及び wet pomace に

おいては正確に 10 mL としたものを、及

び dry pomace においては正確に 5 mL と

したものを試験溶液とした。各試験溶液

は、定量範囲を考慮して適宜希釈した上

で測定に供した。 
④ LC-MS/MS 分析 
各農薬の分析は、LC-MS/MS により行

った。LC-MS は、Nexera X3 / LC400D X3
送液ユニット (島津製作所)、SIL-40CX3
オートサンプラー  (島津製作所 ) 及び

LCMS-8060NX (島津製作所) を用いた。得

られたデータは LabSolutions (島津製作所、

ver. 5.113) 及び LabSolutions Insight LCMS 
(島津製作所、ver. 3.8.351.3) を用いて解析

した。メタノールで調製した検量線用試

料の各濃度に対するピーク面積値をプロ

ットして検量線を作成し、絶対検量線法

により濃度を求めた。 
ガ ー ド カ ラ ム 及 び 分 析 カ ラ ム は

ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-
Column (1.7 µm, 2.1 mm x 5 mm, Waters, 
Milford, USA) 及び ACQUITY UPLC BEH 
C18 Column (1.7 µm, 2.1 mm x 100 mm, 
Waters) を用い、注入量は 3 μL とした。カ

ラムオーブンの温度は 40°C、流速は 0.3 
mL/分とした。移動相は溶離液 A (5 mM 酢

酸アンモニウム水溶液) 及び溶離液 B (5 
mM 酢酸アンモニウムメタノール溶液) 
の混合溶媒を用いた。グラジエント条件

は 0～0.5 分を 15～40%溶離液 B の直線グ

ラジエント、0.5～1.75 分を 40%溶離液 B、
1.75～3 分を 40～50%溶離液 B の直線グ

ラジエント、3～4 分を 50～55%溶離液 B
の直線グラジエント、4～8.75 分を 55～
95%溶離液 B の直線グラジエント、8.75～
15 分を 95%溶離液 B とした。 
イオン化モードはエレクトロスプレー

イ オ ン 化  (electrospray ionization, ESI) 
positive 又は negative モードとし、selected 
reaction monitoring (SRM) モードで測定を
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行った。各農薬の検出及び定量は、Table 2
に示した定量イオン及び確認イオンをモ

ニターすることにより行った。ESI positive
モードにおけるキャピラリー電圧は、

cypermethrin においては 1.5 kV、その他の

農薬においては 1 kV とした。また、ESI 
negative モードにおけるキャピラリー電

圧は、flubendiamide 及び lufenuron におい

てそれぞれ−1 及び−2 kV とした。インタ

ーフェイス温度及び脱溶媒温度は 250°C、
ヒートブロック温度は 350°C、ネブライザ

ーガス流量は 3 L/分、ドライイングガス流

量は 10 L/分、及びヒーティングガス流量

は 15 L/分とした。 
⑤ PF の計算 

Juice, wet pomace 及び dry pomace にお

ける各農薬の残留濃度をRACにおける残

留濃度で除すことにより、各加工食品に

おける PF を算出した。 
 
農薬の物性値の収集 

The Pesticide Manual Online 及び JMPR
の評価書及び報告書より、各農薬の分子

量 (molecular weight, Mw)、Kow、Ws (mg/L, 
20～25°C)、比重 (specific gravity, Sg) 、融

点 (melting point, Mp, °C) 、ヘンリー定数 
[Henry’s constant (Hc, Paꞏm3/mol)] 及び蒸

気圧 (vapor pressure, Vp, mPa) を収集した。 
 
データ解析 
データ解析は、Rソフトウェア及び JMP

ソフトウェア (SAS Institute Japan, 東京) 
を用いて行った。JMPR の PF データ解析

において、1 品目の農薬について複数の

PF が得られている場合には、PF の中央値

を解析に供した。また、各農薬の Mp はケ

ルビン温度に変換した上で解析に供した。 
データの正規性は Shapiro-Wilk test によ

り確認した。PF 及び農薬の物性値の関連

性は相関分析により検討した。相関分析

においては Spearmanの順位相関係数を算

出し、多重比較は false discovery rate (FDR) 
法により補正した。 

PF 予測モデルの構築は、PF を目的変数、

農薬の物性値を説明変数とした重回帰分

析及び正則化回帰法 elastic net により行っ

た。Elastic net 回帰においては、平均二乗

誤差を最小にする最適な α 及び λ をクロ

スバリデーションにより決定した後に回

帰式の推定を行った。得られた回帰式に

おける多重共線性は、各説明変数の

variance inflation factor (VIF) を求めるこ

とにより評価した。 
確立した PF 予測モデルの性能は、PF の

実測値及び予測値を比較することにより

評価した。実測値に対する予測値の比が

0.50～2.00 を示した農薬の割合、すなわち

予測値が実測値の 2 倍以内の値を示した

農薬の割合を、%inside 2-fold として算出

した。 
いずれの検定においても、p < 0.05 を有

意差ありとした。各解析及び作図におい

ては、R ソフトウェアの追加パッケージ

psych, ggplot2, ggpubr, tidyr, tidyverse, 
glmnet, useful 及び car を使用した。 
 
Ｃ．研究結果、考察、および結論 

①加工食品の摂取状況を把握するための

全国食事調査のデータ解析（佐々木分担

報告） 

研究 1 では、全国食事調査の結果をもと

に、食品と食品群摂取量の分布を明らか
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にした。食事記録調査の結果に関しては、

砂糖および甘味類・油・調味料・小麦粉を

摂取した場合、参加者は原則として秤量

をせずに名称のみを記入し、調査事務局

にて摂取量の推定を行った。そのため、こ

れらの食材に関しては秤量が行われた他

の食材と比べて推定精度が低い可能性が

ある。 
研究 2 の結果より、加工食品の分類方

法に関しては、NOVA 分類は栄養政策の

決定や疫学研究に広く用いられている一

方で、食品の定義や分類に一貫性がない

という問題点があることを認識した。 
また、日本人の ultra-processed foods の

摂取状況に関する研究は 2 つしかなく、

その調査集団の人数と居住地域が限定的

であることから、より代表性の高い集団

における大規模な食事調査の結果に基づ

いて日本人における加工食品の摂取量を

明らかにすること、またそれらと健康関

連指標との関連を検討することは喫緊の

課題であると考えられた。また、NOVA の

分類では日本でよく食べられるような食

品の分類は例示されておらず、日本にお

ける先行研究はいずれも同じ研究グルー

プによるものである。したがって、日本人

の食事に登場する食品を加工の程度に応

じてどのように分類するか、何を加工食

品として分類するかという点は今後の研

究課題であると考えられた。 
研究 3 では、本研究では食品を加工レ

ベルに応じて分類するためのシステムを

構築し、その方法について記述するとと

もに、日本人集団における加工食品の重

量・エネルギー寄与率を調べた。加工食品

の分類方法による違いをみると「高度な

加工」食品のエネルギー寄与率は方法 A
で 48%、方法 B で 33%であり、方法 A に

おいて高かった。方法 A では商品情報が

ない既製の料理を分解せずそのまま「高

度な加工」に分類する一方、方法 B では

食品レベルまで分解して分類するため、

この結果は当然といえる。どちらの方法

がよいかどうかは現時点では不明だが、

方法により「高度な加工」食品の摂取量の

見積もりに 15%の差が出る点は、加工食

食品の摂取量を推定したり、異なる調査

間でデータを比較したりする際に考慮す

る必要がある。 
本研究と同じ UNC の分類システムを

使用した先行研究（2012 年に米国で行わ

れた世帯を対象とした食品購入状況調査

(4)）では、高度な加工食品のエネルギー

寄与率は 61%であった。よって、方法に

よらず、日本人における「高度な加工」食

品のエネルギー寄与率はかなり米国に比

べて低いレベルであることが明らかにな

った。 
 性別間で比較すると、「高度な加工」食

品の重量寄与率は男性のほうが高い一方

で、エネルギー寄与率は女性のほうが高

かった。これは、女性のほうがエネルギー

密度の高い「高度な加工」食品をより多く

摂取しているためと考えられる。 
 また、60 歳以上の高齢なグループは、よ

り年齢の若いグループと比べて「高度な

加工」食品の重量・エネルギー寄与率が低

かった。さらに、喫煙歴のないグループは

現在喫煙しているグループに比べて「高

度な加工」食品の重量・エネルギー寄与率

が低かった。我々の知る限り、日本人集団

において、こうした参加者の特性による
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加工食品の摂取量の違いはこれまで報告

されていない。加工食品による健康影響

や、添加物や農薬の摂取量は属性によっ

て異なると考えられるため、今後検討が

必要であると考えられた。 

研究 4 では、海外の食事調査法につい

て調査を行った。その結果、詳細な食事デ

ータを得られる方法である 24時間思い出

し法と食事記録法が広く用いられている

ことが示唆された。 

複数の食事調査法を組み合わせて使用

している調査が全体の 4割程度存在した。

これらの調査ではそれぞれの調査法から

の推定摂取量を比較することで、精度向

上につなげていた。日本では食事記録法

のみを使用し、一日のみの調査のため、食

事の日間変動や調査方法による推定摂取

量の差異が考慮されていない。日本の国

民健康・栄養調査が世帯対象で 1 日のみ

の調査であることは、データを各国の食

事調査との直接的な比較を困難にするだ

けでなく、科学的に不十分とみなされ国

際学術誌に論文を掲載するにあたっての

ハードルになる可能性があり、今後の検

討課題であると考えられた。 

2016 年から 2019 年にかけて実施され

た食品摂取頻度・摂取量調査は、詳細な食

事記録調査を 4692 人に対して各季節 2 日

間、合計 8 日間行った大規模な全国食事

調査である。この食品摂取頻度・摂取量調

査と、今回レビューに含めた食事調査の

なかで 24時間思い出し法と食事記録法を

行っていた 47 の調査（国民健康・栄養調

査を含む）について、参加者数と調査日数

を解析した。その結果、食品摂取頻度・摂

取量調査の参加者数・調査実施期間は、各

国の調査の中でも参加者数と調査日数と

もに上位にあった。これは、全国から参加

者を募っているために代表性が高く、全

国の管理栄養士の協力の下、標準的かつ

丁寧な手法で食事記録とデータ整理を行

ったという方法的利点のためであること

が考えられた。これらのことから、食品摂

取頻度・摂取量調査から得られたデータ

は、基礎データとして世界の食事調査に

比肩するものであり、食事中の化学物質

に関する政策決定にとどまらず、様々な

目的の健康・栄養行政に広く資するもの

であると考えられた。 
研究 5 と研究 9 では、日本人成人にお

いて 1 日の総摂取エネルギー量のうち超

加工食品から摂取するエネルギーの割合

は、少なく見積もると 28%、多く見積も

ると 48%であることが明らかになった。

諸外国における超加工食品からのエネル

ギー寄与割合は、食生活の違いだけでな

く超加工食品の分類方法や食事調査方法

の違いによりばらつきがあるが、本研究

で得られた値はイタリアより高く（17%）、

英国（53%）やカナダ（54%）、米国（59%）

より低い一方で、日本の小規模な先行研

究（38%）や、ブラジル（24%）、 韓国（26%）、

チリ（29%）、メキシコ（30%）、フランス

（36%）、オーストラリア（39%）などで行

われた研究と同程度であった。 

 また、研究 1 において観察された、超加

工食品の摂取量と食事の質との負の関連

は、他の多くの国でも一貫して観察され

ている。さらに超加工食品の摂取過多は、

過体重や肥満、心血管疾患や脳血管疾患、

メタボリックシンドローム、うつ病、死亡

率などの健康上の不利益につながる可能
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性があるため、注意を要する。 

 研究 7 および 8 では、超加工食品の摂取

に関わる個々人の内的・外的要因を明ら

かにした。研究 7 では、食品選択の価値

観や食品リテラシーに関するいくつかの

因子が超加工食品の摂取と関連するとと

もに、関連する因子は男女で異なること

が示唆された。これらの知見は、超加工食

品の摂取に関する栄養政策を検討する際

に重要であると考えられる。また、研究 8
の結果より、超加工食品の摂取量を減ら

すための介入戦略において、若年層と現

在喫煙している人々をターゲットにする

ことが有効であるかもしれない。 
 研究 5 では、残留農薬等の基準値が設定

されている食品リストに記載された食品

分類名のうちおよそ 6 分の 1 が、食品成

分表に記載された食品番号のいずれに当

てはまらなかった。また、約 7 割の食品

が 2 つ以上の食品番号と紐付けられた。1
対 1 対応にならないのは、残留農薬等の

基準値が設定されている食品リストと成

分表で、食品の分類や名称が大きく異な

るためと考えられる。ある食品番号を付

与すべきか判断の難しい食品分類名も多

かったため、食事データから残留農薬の

摂取量を解析できるようにするためには

今後さらなる検討が必要であると考えら

れる。 

 
②調理加工係数の問題点の把握（吉池分

担報告） 

1）初年度（令和 2 年度） 
①日本食品標準成分表の成分値が、計算

値で示されている加工食品 

「くし団子・みたらし」（食品番号 15019）

を例として説明する。食品群別留意点に、

「製品部分割合：団子 9、たれ 2、原材料

配合割合：団子〔上新粉 100〕、たれ〔砂

糖（上白糖）95、こいくちしょうゆ 54、
じゃがいもでん粉 14〕」と示されている。

したがって、製品部分割合、原材料配合割

合を用いた場合、くし団子・みたらし 100g
を作るのに必要な上新粉は 

=81.8g、 

砂糖（上白糖）は 

、 

こいくちしょうゆは 

、 

じゃがいもでん粉は 

 

と求められた。 
 

② 日本食品標準成分表の成分値が、計算

値で示されていない加工食品 

②―1 加工食品の主な原材料が 1 つで

あり、加工により成分値が大きく変化し

ないと仮定できる成分値がある場合 

たとえば、「豆乳」（食品番号 04052）の

主な原材料は、大豆である。豆乳類の日本

農林規格は、大豆たんぱく質含有率によ

り定められている。豆乳 100g のたんぱく

質 3.6g であり、大豆 100g のたんぱく質

33.8g であることから、豆乳 100g を作る

のに必要な大豆は 3.6×100/33.8=10.7g と

推定された。 
②―2 加工食品の主な原材料が複数の

食品であり、加工により成分値が大きく
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変化しないと仮定できる成分値がある場

合 

たとえば、ぶどう豆の主な原材料は、大

豆、砂糖（上白糖）、こいくちしょうゆで

ある。ぶどう豆 100g の原材料を大豆 x(g)、
砂糖 y(g)、しょうゆ z(g)とすると、ぶどう

豆 100g のたんぱく質 14.1g、炭水化物

37.0g、食塩相当量 1.6g であり、大豆 100g
のたんぱく質 33.8g、炭水化物 29.5g、食塩

相当量 0.0g であり、砂糖 100g のたんぱく

質 0.0g、炭水化物 99.3g、食塩相当量 0.0g
であり、しょうゆ 100g のたんぱく質 7.7g、
炭水化物 7.9g、食塩相当量 14.5g であるか

ら 

 

が成り立ち、x=27.1, y=28.6, z=8.3 と求め

られた。 
②―3 加工により成分が化学変化する

が、その化学変化が化学反応式として表

される場合 

たとえば米酢の主な原材料は水稲穀

粒・精白米・うるち米である。 

C6H12O6（分子量 180）→2C2H5OH+2CO2, 
C2H5OH+O2→CH3COOH（分子量 60）+H2O
から、酢酸 60g を作るのに必要なブドウ

糖は 180÷2=90g であることから、米酢

100g 中の米に由来する炭水化物は 

 

となる。したがって、米 100g の利用可能

炭水化物は 83.1g であるので、米酢 100g
を作るのに必要な米は 

 

と推定された。 

 
2）第 2 年度（令和 3 年度） 

①日本食品標準成分表に原材料配合割合

が記載されている食品 

 日本食品標準成分表に原材料配合割合

が記載されている食品は、穀類で 18食品、

卵類で 3 食品、菓子類で 114 食品、調味

料及び香辛料類で 33 食品であった。 
 
②乾燥食品 

 日本食品標準成分表に、乾燥させる前の

食品、すなわち生の食品と乾燥させた後

の食品の両方が掲載されている食品は、

いも類で 1 食品、野菜類で 5 食品、果実

類で 5 食品、きのこ類で 2 食品、藻類で 1
食品、魚介類で 13 食品であった。 
干物では、製造過程でたんぱく質や脂

質が変化することが知られている。そこ

で、乾燥食品と原材料的食品の水分に着

目して、乾燥食品を製造するのに必要な

原材料的食品の重量を推定した。水分

a(%)の原材料的食品が w(g)脱水し、水分

b(%)の乾燥食品 100 g になったとすると 

 

から 

 

となり、乾燥食品 100g を製造するのに必

要な原材料的食品は 

 

と求められた。 

 
③塩蔵食品 

塩蔵食品の計算手順は以下のようにな
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る。水分 a(%)の原材料的食品が、w(g)脱
水し、食塩 s(g)移行し、水分 b(%)の塩蔵

食品 100 g になったとすると 

 

から 

 

となり、したがって、塩蔵食品 100 g を製

造するのに必要な原材料的食品は 

 

と求められた。 

日本食品標準成分表に掲載されている

食品で、塩蔵食品に該当する食品は、野菜

類で 16 食品、果実類で 3 食品、魚介類で

29 食品、肉類で 4 食品であった。 
塩蔵食品における推定方法を応用でき

る、ぬかみそ漬は 7 食品、酢漬は 1 食品、

粕漬は 2 食品、こうじ漬は 2 食品、甘酢

漬は 4 食品、しょうゆ漬は 1 食品、みそ

漬は 1 食品があり、いずれも野菜類であ

った。 

ぬかみそ漬の主な原材料は野菜、食塩、

米ぬかであり、酢漬は主な原材料は野菜、

食塩、酢であり、粕漬の主な原材料は野菜、

食塩、酒かすであり、こうじ漬は主な原材

料は野菜、食塩、米こうじである。ぬかみ

そ漬の野菜と食塩の重量は塩蔵食品と同

様に計算し、米ぬかの重量は増加したビ

タミン B1の量、酢漬、粕漬、こうじ漬の

野菜と食塩量は塩蔵食品と同様に計算し、

酢、酒かす、米こうじの重量は増加した炭

水化物の量から推定した。 
甘酢漬の主な原材料は野菜、食塩、食酢、

砂糖である。甘酢漬の野菜と食塩量は塩

蔵食品と同様に計算し、砂糖の重量は増

加したしょ糖の量から推定し、食酢の重

量は増加した炭水化物が食酢と砂糖に由

来すると仮定の下、推定した。 

しょうゆ漬の主な原材料は野菜、食塩、

しょうゆ、砂糖であり、みそ漬の主な原材

料は野菜、食塩、みそ、砂糖である。しょ

うゆ漬、みそ漬の野菜の重量は塩蔵食品

と同様に計算し、しょうゆ、みその重量は

増加したたんぱく質の量から推定し、食

塩の重量は増加した食塩相当量がしょう

ゆまたはみそと食塩に由来するとして推

定し、砂糖の重量は増加した炭水化物が

しょうゆまたはみそと砂糖に由来すると

して推定した。 

④アルコール発酵、酢酸発酵によって製造

する食品 

 アルコール発酵、酢酸発酵によって製造

する食品に該当する食品は、し好飲料類

で 11 食品、調味料及び香辛料類で 6 食品

であった。 

アルコール発酵の主反応は C6H12O6→

2C2H5OH+2CO2、酢酸発酵の主反応は

C2H5OH+O2→CH3COOH+H2O であり、ブ

ドウ糖、エタノール、酢酸の分子量はそれ

ぞれ 180、46、60 であるので、加工食品

100 g に含まれるエタノールが a(g)のとき、

原材料的食品に由来するブドウ糖は

となる。また、

加工食品 100 g に含まれる酢酸が b(g)の
とき、原材料的食品に由来するブドウ糖

は となる。そ

の後の計算は、５．その他の加工食品と同

様である。 

しかし実際には、アルコール発酵中に酵

母菌が増殖するためにブドウ糖が約 20%消
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費され、ブドウ糖 1 kg から得られるエタ

ノールは約 0.42 kg であるとされる。また、

酢酸発酵でも、発酵中に酢酸菌が消費す

る他エタノールとして残存する分もあり、

1 kg のエタノールから約 1 kg の酢酸が生

成されるとされる。加工食品 100 g に含ま

れるエタノールが a(g)のとき、原材料的食

品に含まれるブドウ糖は 2.38a(g)となる。

また、加工食品 100 g に含まれる酢酸が

b(g)のとき、原材料的食品に含まれるブド

ウ糖は 2.38b(g)となる。 
 

⑤その他の加工食品 

 うどんの原材料は、中力粉と食塩である。

うどん 100 g の中力粉、食塩の重量をそれ

ぞれ x(g)、y(g)とすると、うどん 100 g の

炭水化物は 56.8 g、食塩相当量 2.5 g であ

り、中力粉 100 g の炭水化物 75.1g、食塩

相当量 0.0g であり、食塩 100 g の炭水化

物は 0.0 g、食塩相当量 99.5 gであるから、

連立方程式として 

 

が成り立つ。これを解くと =75.6 g, y=2.5 
g と求まる。この方法では、原材料の数と

同じ数だけ栄養素等の成分値が必要とな

る。 
 
3）最終年度（令和 4 年度） 

日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）

に掲載されている 2478 食品のうち、調理

済み流通食品群に該当する 50食品を除外

した 2428 食品について、調理加工係数の

推定を試みた。928 食品（38%）が未調理・

未加工の食品、487 食品（20%）が調理後

食品、1013 食品が加工食品であった。 

 1013 の加工食品のうち、乾燥食品に該当

する食品が 43 食品、塩蔵品に該当する食

品が 35 食品、発酵食品に該当する食品が

40 食品であった。また、原材料を組み合

わせてできる食品で日本食品標準成分表

に原材料配合比が掲載されている食品が

258 食品、掲載されていない食品が 637 食

品であった。 

 原材料を組み合わせてできる食品で日

本食品標準成分表に原材料配合比が掲載

されていない食品のうち、日本食品標準

成分表に原材料が掲載されていない、原

材料の食品が多すぎる、加工工程が複雑

であることにより、105 食品は調理加工係

数を推定することができなかった。 

 本研究で推定した調理加工係数の限界

として、2 点考えられる。まず、日本食品

標準成分表に掲載されている栄養成分値

を用いて推定したことである。そのため、

加工食品の原材料となる食品を日本食品

標準成分表に掲載されている食品から選

択したが、加工食品に用いられる品種と

は異なっている可能性がある。品種が異

なることで、栄養成分値が異なり、それに

伴い調理加工係数の値が異なってくる可

能性がある。また、組み合わせてできる食

品で原材料配合比が掲載されていない食

品は、加工により栄養成分値が変化しな

いと考えられる栄養成分を用いて計算し

ていることである。計算に用いる栄養成

分の選定についても検討する必要がある。 
 欧州食品安全機関（European Food Safety 
Authority; EFSA）は raw primary commodity 
model を提唱し、加工食品の調理加工係数

を示している。今後は、我々が推定した調

理加工係数と欧州食品安全機関が提唱し
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ている調理加工係数について、推定根拠

も含め比較及び検証する必要がある。 
 
③海外の残留農薬の規格基準の設定の際

に議論されたデータの情報解析と残留農

薬の摂取量の推定への応用（中村・山崎分

担報告） 

本分担研究では、JMPR ならびに JMPS
から公開されている報告書や評価書を参

照し、これまでに議論されてきた農薬（合

計 407 種類）の PF 値のデータを文章と表

中から取集し、データの解析を行った。PF
値に関しては、特に欧米の食品を中心に

議論される傾向にあった。本研究では、海

外への輸出が期待される日本産の果実

（ブドウ、リンゴ、トマト）の加工食品に

関するデータの解析を行った。ジュース

ならびに搾りかす中の PF については、農

薬の水への溶解性を表すような溶解度や、

生物への浸透率を示すような logKow（水

/1-オクタノール分配係数）との比例関係

が示唆され、各々の農薬の物性値と PF 値

の関係性を明らかにすることができた。 
 残留農薬の PF 値に関しては、これまで

に JMPR ならびに JMPS で議論された作

物は約 140 種類であった。その中には、

国内であまり食されないが、西洋で食さ

れるような地中海北部原産のものや沿岸

原産のもの（例えば、コールラビやリーキ

といった野菜）について多く議論がなさ

れている一方で、日本国内で食されるよ

うな小豆、モチ米、白菜、水菜などの報告

は少ない傾向であることが分かった。 
加工形態に関しては、約 740 種類の加

工形態が議論さていた。報告されていた

加工形態としては、Tier2 に分類されるよ

うな簡単な熱などの急激な物理的加工や

添加物を加えた状態の段階（例えばジュ

ース、ジャム、ペーストなど）で、文化的

な背景や調理法によって加工形態が複雑

になるような Tier3 に属する加工食品（例

えば、ピザ、ラザニア、スパゲティなど）

に関する PF の報告は、圧倒的に少ないこ

とが示唆された。Tier3 の加工食品は、PF
値が 1以下になる傾向があるのに対して、

加工・調理の過程が少ないような加工食

品（Tier1, 2）は、PF 値が 1 以上になる農

薬が多く報告される傾向にあることが判

った。 
PF 値は、作物残留試験のために試験農

場での決まった農薬の散布方法・濃度・散

布回数等のあらかじめ決められた手順に

従って栽培され、その後、収穫、調理加工

され、残留農薬が定性・定量的に分析後算

出される。特に、農薬申請企業からは、PF
値が 1 以上になるような作物と調理・加

工が選択され、実験的に数値を算出する

ことが求められる。ブドウ、リンゴ、トマ

トなどの果実については、「juice」、「wet 
pomace」、「dry pomace」の 3 種類の食品に

分類して、それぞれの作物と加工形態に

属する PF の数値を収集し、データを解析

した。その結果、「Dried pomace」と「Wet 
pomace」に関しては、PF と logKow に正

の比例関係、「Juice」に関しては PF と

logKowに負の比例関係にあることが判り、

PF と溶解度は、逆に「Dried pomace」と

「Wet pomace」に関しては、PF と logKow
に負の比例関係、「Juice」に関しては PF と

logKowに正の比例関係にあることが示唆

された。 
以上の結果から、特に調理・加工時の工
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程が複雑でないような食品に関しては、

各々の農薬について作物残留試験や残留

濃度を分析・測定は必要なく、加工形態が

シンプルであれば、各農薬の物性値から

PF 値を予測可能であることが示唆された。 
次に、JMPR 及び本研究で実施したトマ

ト加工試験の PF データを詳細に解析す

ることにより、トマトの juice, wet pomace
及び dry pomace における PF と農薬の物

性値の関連性を明らかにした。また、PF を

目的変数、PF と相関が認められた農薬の

物性値を説明変数として、正則化回帰法

elastic net を用いた PF 予想モデルを確立

した。さらに、トマト加工試験のデータを

基に確立した PF 予測モデルについて、モ

デルの予測性能を評価した。 
PF との間に有意な相関が認められた物

性値を説明変数として、重回帰分析によ

る PF 予測モデルの確立を試みた。しかし、

重回帰分析により得られた回帰式におい

ては、多重共線性が認められることが明

らかとなった。そこで、正則化回帰法

elastic net による PF 予測モデルの構築を

試みたところ、各説明変数の VIF が 5.3 以

下を示す回帰式が得られた。これらの結

果から、elastic net を用いることにより、

多重共線性を回避した上で PF 予測モデ

ルを構築できることが示唆された。過去

の報告において、りんごの juice における

農薬の PF を Kow 及び土壌吸着定数

(organic carbon partition coefficient, Koc) に
より説明する回帰式が確立されているが、

この研究において、多重共線性は考慮さ

れていない。したがって、本研究で開発し

た PF 予測モデルは、多重共線性を克服し

た上で、農薬の物性値に基づいて PF を予

測可能な初めてのモデルであると言える。 
トマト加工試験の PF データから得ら

れた PF 予測モデルについて、PF の実測

値及び予測値を比較することにより、モ

デルの予測性能を評価した。 juice, wet 
pomace 及び dry pomace のいずれにおいて

も、%inside 2-fold は訓練データ用の農薬

20 品目において 80~95%、テストデータ用

の農薬 3 品目において 100%を示した。テ

ストデータ用の農薬数が 3 品目と限られ

ているため、予測性能の詳細については

今後さらなる検証が必要ではあるものの、

本研究で開発した PF 予測モデルは、一定

の精度をもって PF を予測可能であると

考えられた。本モデルを活用することに

より、PF が未知の農薬についても、煩雑

な加工試験を都度行うことなく、農薬の

物性値に基づいて PF を予測できると期

待される。 
Elastic net により JMPR の PF データか

ら得られた回帰式のうち、juice の回帰式

における R2は 0.085 と低値を示し、JMPR
のデータセットにおいては、juice につい

て PF 予測モデルを構築することは困難

であると考えられた。この原因として、各

農薬間で①農薬の最終散布から収穫まで

の期間 (pre-harvest interval, PHI) が異な

る、②加工の詳細な条件が異なる等の要

因が考えられる。特に①について、果皮か

ら果実内部への農薬の浸透は農薬の性質

及び時間に依存することが報告されてい

ることから、各データ間で PHI が異なる

ことにより、主に果肉に由来する juice の

残留濃度にはばらつきが生じると考えら

れる。また、②についても、加工試験にお

ける食品の加工方法はできる限り
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「industrial or domestic practices」を模すこ

ととされているが、その詳細は定められ

ておらず、加工試験ごとに異なる方法及

び機器を用いてRACの加工を行っている。

JMPR の PF データにおいては、同一の農

薬及び加工形態内でも PF 値にばらつき

が認められる場合があり  (data not 
shown) 、この一因としても、試験間で PHI
及び加工方法が統一されていないことが

挙げられる。実際に、PHI 及び加工方法が

同一のトマト加工試験のデータにおける

juice の回帰式の R2 は 0.604 を示し、wet 
pomace 及び dry pomace についても、回帰

式の R2は JMPR のデータに比較して高値

を示した。さらに、過去の報告において、

りんごに複数の農薬を散布し、juice にお

ける各農薬の PF を同一加工条件下で算

出した結果、Kow 及び Koc を説明変数と

した R2 = 0.702 の重回帰モデルが得られ

ることが示されている。また、収穫後のぶ

どうに複数の農薬を添加し、ワインにお

ける各農薬の PF を同一加工条件下で算

出した結果、pKow を説明変数とした R2 = 
0.8522 の単回帰モデルが得られることも

示されている。以上より、PF 予測モデル

の構築においては、PHI や加工方法を統一、

又は各条件の違いを考慮したデータを用

いることが重要と考えられた。 

本研究で行ったトマト加工試験の対象

農薬は、我が国においてトマトに基準値

が設定されており、かつ LC/MS による農

薬等の一斉試験法Ⅰ (農産物) の対象化

合物から選定された。すなわち、一般的に

GC/MS により分析される農薬は解析に含

まれていない。GC/MS で分析される農薬

は揮発性が高いことから、加工過程に含

まれる加熱操作において揮散し、揮発性

の低い農薬と異なる挙動を示す可能性が

高い。揮発性の高い農薬についても本モ

デルのコンセプトを適用可能か否かにつ

いては、さらなる検討が必要である。また、

本研究においては、解析に投入した農薬

の物性値は、いずれもその値が一意に示

されているパラメーターのみとした。過

去の報告において PF 予測の説明変数と

して用いられている Koc 及び PF との関

連性が報告されている加水分解性及び熱

分解性については、一意の値が示されて

いない、又は一部の農薬でデータが欠損

していたことから、解析に投入すること

ができなかった。今後、これらの物性値に

ついても解析に含めることにより、PF 予

測モデルの予測性能はさらに向上するも

のと期待される。また、加工操作の試行回

数や訓練データ用の農薬の数を増やすこ

とも、モデルの改良に有効かもしれない。 

本研究では、トマトの juice, wet pomace
及び dry pomace を対象食品として解析を

行った。他の作物及び加工食品について

も同様の PF 予測モデルを確立すること

ができれば、「農薬の物性値に基づいて PF
を予測する」コンセプトの有用性はさら

に高まるものと考えられる。我が国では、

MRL の設定にあたって、加工試験は要求

されていない。この背景から、海外で加工

試験の実施が少なく、かつ日本では主要

な加工食品、すなわち米、茶等由来の加工

食品については、PF に関する情報が限ら

れているのが現状である。これらの加工

食品における PF 予測モデルの適用可能

性を明らかにすることができれば、我が

国における残留農薬のリスク管理及びリ
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スク評価や、日本産の加工食品の輸出拡

大の一助となると期待される。また、EU
の PF データベース及び OECD ガイドラ

インにおいては、類似の作物及び加工方

法への PF の外挿可能性について議論が

なされている。本研究により確立された

トマトの juice, wet pomace 及び dry pomace
おける PF 予測モデルの他の作物及び加

工食品への外挿可能性についても、今後

さらなる検証を行いたい。 

本研究でその一部を示したように、加

工試験に求められるデータは膨大であり、

試験の実施には多大な費用、時間及び手

間を要する。国際的には、PF を用いてよ

り詳細な暴露評価を行うことがトレンド

となっているが、我が国の農薬使用基準

に従って全ての作物、加工食品及び農薬

について PF を取得し、新たに PF データ

ベースを構築することは現実的ではない。

我が国では、EU のデータベース等を活用

することを念頭に、諸外国で広く PF デー

タが得られている作物及び農薬について

は、加工方法及び作物間の外挿可能性の

解明に注力すべきと考える。一方で、海外

で加工試験の実施が少なく、かつ日本で

は主要な加工食品のうち、特に喫食量の

多い加工食品又は PF が高値を示す加工

食品については、我が国において加工試

験の実施を考慮する必要がある。加工試

験を行うにあたっては、EU のデータベー

ス に お い て representative processed 
techniques が示されているように、加工方

法の詳細について情報を収集及び整理す

ることも重要と考えられる。 
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なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .   分 担 研 究 報 告 書 
 

  



27 
 

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

加工食品の輸出拡大に向けた規格基準設定手法の確立のための研究 

総合分担研究報告書 

 

海外の残留農薬の規格基準の設定の際に議論されたデータの情報解析と 

加工係数予測モデルの開発 

 

研究分担者 中村 公亮 国立医薬品食品衛生研究所 食品部第五室長 

研究分担者 山崎 由貴 国立医薬品食品衛生研究所 食品部第五室主任研究官 

 

研究要旨 

加工食品から人が農薬を摂取する量を精密に推計する際には、調理・加工工程におけ

る残留農薬の減衰または濃縮の割合（加工係数; Processing factor, PF）を把握すること

が、食の安全を考慮する上で重要である。PF については、過去 50 年以上 1991 年以降

は毎年のように、残留農薬に関する Codex 基準策定に関わる国際的な枠組み（Joint 
FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues [JMPR]や Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Specifications [JMPS]）の中で実験データに基づいて科学的に議論されている。PF は、

試験農場で行われる作物残留試験から、農作物を採取し、加工したサンプルから残留農

薬を抽出精製後、化学分析にて残留量を測定してその変化の割合を算出して求められて

いる。本研究では、JMPR/JMPS で議論された報告書や評価書の文章や表中の記述から

PF に関するデータを網羅的に収集・解析し、農薬の物性と PF の双方向に予測可能な方

法を考案した。トマト加工試験をモデルに、PF と相関が認められた農薬の物性値を説

明変数として、正則化回帰法 elastic net を用いた PF 予測モデルを確立した結果、予測値

が実測値の 2 倍以内の値を示す農薬の割合は、訓練データ用の農薬 20 品目で 80～95%、

テストデータ用の農薬 3 品目で 100%を示した。以上の結果より、本研究で開発した PF
予測モデルは、多重共線性を回避した上で、一定の精度をもって PF を予測可能である

ことが示唆された。今後、本モデルの他の作物及び加工食品への適用可能性を検討する

ことにより、残留農薬のリスク解析への貢献が期待される。 

研究協力者： 

柏原奈央（国立医薬品食品衛生研究所） 

千葉慎司（国立医薬品食品衛生研究所） 

木内隆（国立医薬品食品衛生研究所） 
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Ａ．研究目的

 本分担研究では、輸出拡大が期待され

ている日本産農作物の中からトマトを取

り上げ、それらを加工した加工食品をモ

デルに農薬等化学物質の摂取量を精密に

推定できる新たな手法を開発することを

目的とした。初年度では、先ず、欧州、米

国やアジアの国々が参加している残留農

薬等の規格基準設定に関わる国際会議

（FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議

[Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Specifications, JMPR]ならびに FAO/WHO 
合 同 農 薬 規 格 会 議 [Joint FAO/WHO 
Meeting on Pesticide Specifications, JMPS]）
の 2019 年までに公開された報告書から、

食品の加工形態に関して調査を実施した。

初年度は、この様な国際的な公の場で議

論されてきた情報を収集し、得られたデ

ータを用いて解析を行うことで、日本産

加工食品に含有する残留農薬の摂取量を

農薬の物性値から加工食品の出発原材料

（作物）に残留した農薬の加工・調理にお

ける濃度の変化の割合（加工係数；

Processing factor, PF）を予測できる手法の

検討を行うことを目的とした。 
PF を実験的に求めるためには、圃場で

の作物の栽培、農薬散布、収穫を経て、収

穫した作物の加工試験を行う必要がある

ことから、多大な時間及び費用を要する。

何らかの手法で PF を予測することがで

きれば、農薬摂取量の精緻化の一助とな

ると考えられる。 
そこで、農薬の物理化学的性質に基づ

いて PF を推定可能な PF 予測モデルを開

発した。トマトの加工食品である juice, 
wet pomace 及び dry pomace を対象とし、

PF 及び農薬の物性値との関連性について

詳細に解析した上で、正則化回帰法 elastic 
netによる PF予測モデルの構築を行った。 
 
Ｂ．研究方法 

PF データの収集 

 WHO/FAO のホームページより入手し

た評価書及び報告書のうち、りんご、ぶど

う及びトマトのジュース、ポマース及び

乾燥ポマースの加工係数について報告の

ある農薬を選択し、各評価書及び報告書

より PF に関するデータを収集した。デー

タの収集は、各加工食品の表記ゆれを考

慮した上で行い、ジュースにおいては

「Juice」に加えて「Apple juice」、「Grape 
Juice」、「Tomato juice」、「Pasteurized juice」、
「Raw juice」等のデータを、ポマースにお

いては「Wet pomace」に加えて「Strain rest」、
「Pomace, wet」等のデータを、乾燥ポマー

スにおいては「Dry pomace」に加えて

「Dried pomace」、「Pomace, dry」等のデー

タをあわせて収集した。 
 また、本研究では、圃場試験 1 回につ

き 1 つの PF に関するデータを収集した。

すなわち、同条件で栽培した農産物につ

いて複数回の加工試験が行われている場

合には、各加工試験の PF の平均値をデー

タとして収集した。なお、同一圃場内で収

穫前日数が異なる PF が複数示されてい

る場合には、別データとして取り扱うこ

ととした。 
 
PF データの整理 

 収集した PF データのうち、農薬の規制

対象に代謝物が含まれる場合には、親化
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合物の PF のみを解析対象とした。RAC 及

び加工食品の双方において親化合物の残

留が認められず、かつ代謝物の物性値が

明らかでない場合、当該農薬は解析対象

外とした（例えば、殺菌剤 Thiram）。また、

RAC 及び加工食品の双方において親化合

物の残留が認められない一方、代謝物が

検出され、かつ代謝物の物性値が明らか

となっている場合には、代謝物の PF デー

タを対象として解析を行った（例えば、殺

菌剤 Benomyl 及び除草剤 Dichlobenil）。 
 ぶどうについては、ジュース及びワイ

ンの間で製法及び得られる加工食品の組

成が大きく異なることから、「 Juice 
production」と「Wine production」が明確に

区別して記載されている場合、「Wine 
production」由来のジュース及びポマース

のデータは解析対象外とした。 
 また、RAC における残留濃度が定量限

界未満のデータ、RAC における残留濃度

が示されておらず PF 計算時の分母が

「Washed fruits」のデータ、りんごにおい

て果皮除去後にジュースを調製している

データについても解析対象外とした。 
 
トマト加工試験 
トマトに農薬を散布し、商業的な加工

を模した加工方法でトマトの juice, wet 
pomace 及び dry pomace を調製した。なお、

本試験は加工試験に関する経済協力開発

機 構  (Organization for Economic Co-
operation and Development, OECD) ガイド

ラインに準じて行った。 
1） 農薬の選定 
本加工試験の対象農薬として、我が国

においてトマトに基準値が設定されてお

り、かつ LC/MS による農薬等の一斉試験

法Ⅰ(農産物)の対象化合物のうち、logKowが

−0.13 から 5.55、Ws が 0.0015 から 26,000 
mg/L と幅広い物性を示す農薬 23 品目を

選定した。次いで、選定した 23 品目につ

いて、logKowが 2 未満を示すもの (7 品目)、
2 以上 4 未満を示すもの (8 品目)、4 以上

を示すものの (8 品目) の 3 群に分類し、

各群から 1 品目を無作為に選出した。選

出 し た boscalid, clothianidin 及 び

fenpyroximate の 3 品目をテストデータ用

の農薬とし、その他の 20 品目を訓練デー

タ用の農薬とした。 
2） トマトの栽培及び農薬散布 
圃場におけるトマトの栽培及び農薬の

散布は、一般社団法人日本植物防疫協会

に委託した。試験には、対象農薬の防除履

歴のないトマト (CF ハウス桃太郎) を用

いた。定植後、週に 1−2 回程度、点滴灌水

用チューブを用いて 4,000−6,000 L/10 a 灌

水した。 
1 区画あたり 1.5 m × 10.0 m × 2 畝の試

験区を 4区画用意し、それぞれ無処理区、

処理区 A、B 及び C とした。各試験区に

おけるトマトの株数は 80 株であった。ま

た、散布時の作物ステージは草丈 170 cm
の収穫期であった。各処理区に散布機 
(MSB1100Li, 丸山製作所 ) 及びノズル 
(狭角コーンノズル, 丸山製作所) を用い

て農薬を散布した。散布回数はいずれも 2
回、散布間隔は 7 日とした。加工試験に

おいては、加工食品で定量可能な残留濃

度を得るために、農薬使用基準よりも多

量の農薬を適用することが推奨されてい

る。このことから本試験では、農薬使用基

準の最小希釈倍数の 1/3 の倍数、すなわち
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農薬使用基準の 3 倍の濃度の薬液を散布

することとした。また、各農薬の使用基準

における散布液量は、metalaxyl-M では

100−400 L/10 a 、その他の農 薬 で は

100−300 L/10 a 又は 150−300 L/10 a と定め

られていることから、多くの農薬の最大

散布液量とほぼ同等の 280 L/10 a とした。

すなわち、本試験においては、metalaxyl-
M については農薬使用基準の 2.1 倍量を、

その他の農薬については農薬使用基準の

2.8 倍量を散布した。 
本試験では、複数の農薬を同時に、かつ

農薬使用基準よりも高濃度で散布するこ

とにより、作物に毒性が現れる可能性が

考えられた。そこで、選定した農薬 23 品

目を 3 つのグループに分割し、処理区 A、

B 及び C にそれぞれ散布した。処理区 A
には、アクタラ顆粒水溶剤  [10.0% 
thiamethoxam 水溶剤、シンジェンタジャ

パン  (東京 )]、  アドマイヤー水和剤 
[10.0% imidacloprid 水和剤、バイエルクロ

ップサイエンス (東京)]、バリアード顆粒

水和剤 (30.0% thiacloprid 水和剤、バイエ

ルクロップサイエンス)、 アミスター20
フロアブル (20.0% azoxystrobin 水和剤、

シンジェンタジャパン)、シグナム WDG 
(6.7% pyraclostrobin / 26.7% boscalid 水和剤、

BASF アグロ)、カスケード乳剤 [10.0% 
flufenoxuron 乳剤、BASF アグロ (東京)]、
フ ェ ニ ッ ク ス 顆 粒 水 和 剤  [20.0% 
flubendiamide 水和剤、日本農薬 (東京)] 
を、処理区 B にはアフェットフロアブル 
[20.0% penthiopyrad 水和剤、三井化学アグ

ロ (東京)]、ベトファイター顆粒水和剤 
[24.0% cymoxanil / 10.0% benthiavalicarb-
isopropyl 水和剤、日本曹達 (東京)]、ダン

トツ水溶剤 [16.0% clothianidin 水溶剤、住

友化学 (東京)]、 モスピラン顆粒水溶剤 
(20.0% acetamiprid 水溶剤、日本農薬)、ラ

イメイフロアブル [17.7% amisulbrom 水

和剤、日産化学 (東京)]、プレバソンフロ

アブル 5 [5.0% chlorantraniliprole 水和剤、

エフエムシー・ケミカルズ (東京)]、マッ

チ乳剤 (5.0% lufenuron 乳剤、シンジェン

タジャパン) を、処理区 C にはトリフミ

ン水和剤 (30.0% triflumizole 水和剤、日本

曹達 ) 、レーバスフロアブル  (23.3% 
mandipropamid 水和剤、シンジェンタジャ

パン ) 、アグロスリン水和剤  (6.0% 
cypermethrin 水和剤、住友化学)、ニマイバ

ー水和剤 (25.0% diethofencarb 水和剤、住

友化学 )、ランマンフロアブル  [9.4% 
cyazofamid 水和剤、石原バイオサイエンス 
(東京)]、ダニトロンフロアブル  (5.0% 
fenpyroximate 水和剤、日本農薬)、フォリ

オゴールド (3.3% metalaxyl-M 水和剤、シ

ンジェンタジャパン) を散布した。分析対

象の 23 品目以外にも、ニマイバー水和剤

には 25.0% benomyl が、フォリオゴールド

には 32.0% chlorothalonil が含まれていた

が、両化合物は LC/MS による農薬等の一

斉試験法Ⅰ (農産物) の分析対象化合物で

ないことから、本試験では分析対象外と

した。 
農薬の最終散布から 3 日後に、各処理

区より 20−22 個、重量として 3.2−3.3 kg の

トマト検体を収穫した。検体の輸送及び

保管は 4°C で行った。 
3） トマトの加工 
各処理区より収穫した検体のうち、

2.6−2.7 kg (17−18 個) のトマトを加工に供

した。いずれの処理区の検体も、収穫の 2
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日後に加工を行った。RAC からの juice, 
wet pomace及び dry pomaceの調製方法は、

German Federal Institute for Risk Assessment 
(BfR), National Institute for Public Health and 
the Environment (RIVM) 及 び Benaki 
Phytopathological Institute (BPI) が示して

いる代表的な加工方法に従った。 
トマト果実よりへたを除去し、25°C に

調整したトマト重量の 2 倍の水道水で 2
分間洗浄した。グラインドミックス GM 
300 (Retsch GmbH, Haan, Germany) の逆回

転モードを用いて 1000 rpm で 15 秒間磨

砕した後、得られたマッシュをステンレ

ス小型密閉容器に入れ、90−95°C で 3 分

間加熱して hot break した。直径 0.8 及び

2.0 mm のメッシュフィルターを有するジ

ューサー (低速ジューサーMJ-L600, パナ

ソニック、大阪) で搾汁し、85−90°C で 3
分間低温殺菌して juice を得た。搾汁して

得られた wet pomace の一部を分析用に採

取した後、70°C で 24 時間乾燥させること

により dry pomace を得た。Dry pomace の

水分含有量は、水分計 (MOC63u, 島津製

作所、京都) により測定した。 
なお、RAC は、我が国の残留農薬分析

においてトマトの検体部位として定めら

れている「へたを除去したもの」とした。

得られた RAC, juice, wet pomace 及び dry 
pomace は、分析まで−30°C で保管した。 
4） 残留濃度分析 

RAC, juice, wet pomace 及び dry pomace
における各農薬の残留農薬分析は、

LC/MS による農薬等の一斉試験法Ⅰ (農産

物) を一部改変して行った。 
① 試薬・試液 

Acetamiprid 標 準 品 、 benthiavalicarb-

isopropyl 標準品、cymoxanil 標準品及び

triflumizole 標準品、試験溶液の調製に用

いた残留農薬試験用アセトニトリル、ト

ルエン及びメタノール、及び LC-MS 用蒸

留水及びメタノールは関東化学 (東京) 
より購入した。Amisulbrom 標準品、

azoxystrobin 標準品、boscalid 標準品、

chlorantraniliprole 標準品、clothianidin 標準

品、cyazofamid 標準品、cypermethrin 標準

品、diethofencarb 標準品、fenpyroximate 標

準品、flubendiamide 標準品、flufenoxuron
標準品、imidacloprid 標準品、lufenuron 標

準品、mandipropamid 標準品、metalaxyl-M
標準品、penthiopyrad 標準品、pyraclostrobin
標準品、thiacloprid 標準品、thiamethoxam
標準品、残留農薬試験用塩化ナトリウム

及びケイソウ土 (No. 545) は富士フイル

ム和光純薬 (大阪) より購入した。その他

の試薬については、市販のものを使用し

た。 
各農薬 10 mg を精秤し、アセトニトリ

ル 10 mL に溶解して 1 mg/mL 標準原液を

調製した。アセトニトリルへの溶解性が

低い場合には、メタノール又はアセトン

に溶解して調製した。添加回収試験用の

混合標準溶液は、各農薬の標準原液を混

合し、濃縮又はアセトニトリルで適宜希

釈して調製した。 
② 試料の調製 

RAC は、包丁で果実を 2 等分した後、

GM 300 の正回転モードを用いて 4,000 
rpm で 30 秒間磨砕した。Wet pomace 及び

dry pomace は、液体窒素で凍結させた後、

マルチビーズショッカー (安井器械, 大
阪) を用いて 2,000 rpm で 30 秒間凍結粉

砕した。 
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③ 試験溶液の調製 
A. 抽出 

RAC 及び juice においては、試料 20.0 g
にアセトニトリル 50 mL を加え、1 分間

ホモジナイズした後、ケイソウ土をろ過

助剤として吸引ろ過した。残留物を採り、

アセトニトリル 20 mL を加えて 1 分間ホ

モジナイズした後、吸引ろ過した。得られ

たろ液を合わせ、アセトニトリルを加え

て正確に 100 mL とした。Wet pomace 及

dry pomace においては、試料 2.00 g に水 5 
mL を加え、30 分間静置した。これにアセ

トニトリル 50 mL を加え、1 分間ホモジ

ナイズした後、ケイソウ土をろ過助剤と

して吸引ろ過した。残留物を採り、アセト

ニトリル 20 mL を加えて 1 分間ホモジナ

イズした後、吸引ろ過した。得られたろ液

を合わせ、アセトニトリルを加えて正確

に 100 mL とした。 
RAC においては抽出液 10 mL、juice 及

び wet pomace においては抽出液 20 mL、
及び dry pomace においては抽出液 5 mL
を分取した。次いで、RAC 及び dry pomace
のみ、10 及び 15 mL のアセトニトリルを

加えた。これに塩化ナトリウム 10 g 及び

0.5 M リン酸緩衝液 (pH7.0) 20 mL を加え

て 10 分間振とうした後、3,000 rpm で 5 分

間遠心した。得られたアセトニトリル層

を40°C以下で濃縮して溶媒を除去した後、

残留物をアセトニトリル及びトルエン 
(3:1) 混液 2 mL に溶解した。 
アセトニトリル及びトルエン (3:1) 混

液 10 mL でコンディショニングしたグラ

ファイトカーボン/アミノプロピルシリル

化シリカゲル積層ミニカラム  (500 
mg/500 mg、ジーエルサイエンス、東京) に

上記の溶解液を注入した後、アセトニト

リル及びトルエン (3:1) 混液 20 mL を注

入した。全溶出液を 40°C 以下で濃縮して

溶媒を除去した後、残留物をメタノール

で溶解し、RAC, juice 及び wet pomace に

おいては正確に 10 mL としたものを、及

び dry pomace においては正確に 5 mL と

したものを試験溶液とした。各試験溶液

は、定量範囲を考慮して適宜希釈した上

で測定に供した。 
④ LC-MS/MS 分析 
各農薬の分析は、LC-MS/MS により行

った。LC-MS は、Nexera X3 / LC400D X3
送液ユニット (島津製作所)、SIL-40CX3
オートサンプラー  (島津製作所 ) 及び

LCMS-8060NX (島津製作所) を用いた。得

られたデータは LabSolutions (島津製作所、

ver. 5.113) 及び LabSolutions Insight LCMS 
(島津製作所、ver. 3.8.351.3) を用いて解析

した。メタノールで調製した検量線用試

料の各濃度に対するピーク面積値をプロ

ットして検量線を作成し、絶対検量線法

により濃度を求めた。 
ガ ー ド カ ラ ム 及 び 分 析 カ ラ ム は

ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-
Column (1.7 µm, 2.1 mm x 5 mm, Waters, 
Milford, USA) 及び ACQUITY UPLC BEH 
C18 Column (1.7 µm, 2.1 mm x 100 mm, 
Waters) を用い、注入量は 3 μL とした。カ

ラムオーブンの温度は 40°C、流速は 0.3 
mL/分とした。移動相は溶離液 A (5 mM 酢

酸アンモニウム水溶液) 及び溶離液 B (5 
mM 酢酸アンモニウムメタノール溶液) 
の混合溶媒を用いた。グラジエント条件

は 0−0.5 分を 15−40%溶離液 B の直線グラ

ジエント、0.5−1.75 分を 40%溶離液 B、
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1.75−3 分を 40−50%溶離液 B の直線グラ

ジエント、3−4 分を 50−55%溶離液 B の直

線グラジエント、4−8.75 分を 55−95%溶離

液 B の直線グラジエント、8.75−15 分を

95%溶離液 B とした。 
イオン化モードはエレクトロスプレー

イ オ ン 化  (electrospray ionization, ESI) 
positive 又は negative モードとし、selected 
reaction monitoring (SRM) モードで測定を

行った。各農薬の検出及び定量は、定量イ

オン及び確認イオンをモニターすること

により行った。ESI positive モードにおけ

るキャピラリー電圧は、cypermethrin にお

いては 1.5 kV、その他の農薬においては 1 
kV とした。また、ESI negative モードにお

けるキャピラリー電圧は、flubendiamide
及び lufenuron においてそれぞれ−1 及び

−2 kV とした。インターフェイス温度及び

脱溶媒温度は 250°C、ヒートブロック温度

は 350°C、ネブライザーガス流量は 3 L/分、

ドライイングガス流量は 10 L/分、及びヒ

ーティングガス流量は 15 L/分とした。 
⑤ PF の計算 

Juice, wet pomace 及び dry pomace にお

ける各農薬の残留濃度をRACにおける残

留濃度で除すことにより、各加工食品に

おける PF を算出した。 
 
農薬の物性値の収集 

The Pesticide Manual Online 及び JMPR
の評価書及び報告書より、各農薬の分子

量 (molecular weight, Mw)、Kow、Ws (mg/L, 
20−25°C)、比重 (specific gravity, Sg) 、融

点 (melting point, Mp, °C) 、ヘンリー定数 
[Henry’s constant (Hc, Paꞏm3/mol)] 及び蒸

気圧 (vapor pressure, Vp, mPa) を収集した。 

 
データ解析 
データ解析は、Rソフトウェア及び JMP

ソフトウェア (SAS Institute Japan, 東京) 
を用いて行った。JMPR の PF データ解析

において、1 品目の農薬について複数の

PF が得られている場合には、PF の中央値

を解析に供した。また、各農薬の Mp はケ

ルビン温度に変換した上で解析に供した。 
データの正規性は Shapiro-Wilk test によ

り確認した。PF 及び農薬の物性値の関連

性は相関分析により検討した。相関分析

においては Spearmanの順位相関係数を算

出し、多重比較は false discovery rate (FDR) 
法により補正した。 

PF 予測モデルの構築は、PF を目的変数、

農薬の物性値を説明変数とした重回帰分

析及び正則化回帰法 elastic net により行っ

た。Elastic net 回帰においては、平均二乗

誤差を最小にする最適な α 及び λ をクロ

スバリデーションにより決定した後に回

帰式の推定を行った。得られた回帰式に

おける多重共線性は、各説明変数の

variance inflation factor (VIF) を求めるこ

とにより評価した。 
確立した PF 予測モデルの性能は、PF の

実測値及び予測値を比較することにより

評価した。実測値に対する予測値の比が

0.50−2.00 を示した農薬の割合、すなわち

予測値が実測値の 2 倍以内の値を示した

農薬の割合を、%inside 2-fold として算出

した。 
いずれの検定においても、p < 0.05 を有

意差ありとした。各解析及び作図におい

ては、R ソフトウェアの追加パッケージ

psych, ggplot2, ggpubr, tidyr, tidyverse, 
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glmnet, useful 及び car を使用した。 
 
Ｃ．研究結果及び考察 

本分担研究では、JMPR ならびに JMPS
から公開されている報告書や評価書を参

照し、これまでに議論されてきた農薬（合

計 407 種類）の PF 値のデータを文章と表

中から取集し、データの解析を行った。PF
値に関しては、特に欧米の食品を中心に

議論される傾向にあった。本研究では、海

外への輸出が期待される日本産の果実

（ブドウ、リンゴ、トマト）の加工食品に

関するデータの解析を行った。ジュース

ならびに搾りかす中の PF については、農

薬の水への溶解性を表すような溶解度や、

生物への浸透率を示すような logKow（水

/1-オクタノール分配係数）との比例関係

が示唆され、各々の農薬の物性値と PF 値

の関係性を明らかにすることができた。 
 残留農薬の PF 値に関しては、これまで

に JMPR ならびに JMPS で議論された作

物は約 140 種類であった。その中には、

国内であまり食されないが、西洋で食さ

れるような地中海北部原産のものや沿岸

原産のもの（例えば、コールラビやリーキ

といった野菜）について多く議論がなさ

れている一方で、日本国内で食されるよ

うな小豆、モチ米、白菜、水菜などの報告

は少ない傾向であることが分かった。 
加工形態に関しては、約 740 種類の加

工形態が議論さていた。報告されていた

加工形態としては、Tier2 に分類されるよ

うな簡単な熱などの急激な物理的加工や

添加物を加えた状態の段階（例えばジュ

ース、ジャム、ペーストなど）で、文化的

な背景や調理法によって加工形態が複雑

になるような Tier3 に属する加工食品（例

えば、ピザ、ラザニア、スパゲティなど）

に関する PF の報告は圧倒的に少ないこ

とが示唆された。Tier3 の加工食品は、PF
値が 1以下になる傾向があるのに対して、

加工・調理の過程が少ないような加工食

品（Tier1, 2）は、PF 値が 1 以上になる農

薬が多く報告される傾向にあることが判

った。 
PF 値は、作物残留試験のために試験農

場での決まった農薬の散布方法・濃度・散

布回数等のあらかじめ決められた手順に

従って栽培され、その後、収穫、調理加工

され、残留農薬が定性・定量的に分析後算

出される。特に、農薬申請企業からは、PF
値が 1 以上になるような作物と調理・加

工が選択され、実験的に数値を算出する

ことが求められる。ブドウ、リンゴ、トマ

トなどの果実については、「juice」、「wet 
pomace」、「dry pomace」の 3 種類の食品に

分類して、それぞれの作物と加工形態に

属する PF の数値を収集し、データを解析

した。その結果、「Dried pomace」と「Wet 
pomace」に関しては、PF と logKow に正

の比例関係、「Juice」に関しては PF と

logKowに負の比例関係にあることが判り、

PF と溶解度は、逆に「Dried pomace」と

「Wet pomace」に関しては、PF と logKow
に負の比例関係、「Juice」に関しては PF と

logKowに正の比例関係にあることが示唆

された。 
以上の結果から、特に調理・加工時の工

程が複雑でないような食品に関しては、

各々の農薬について作物残留試験や残留

濃度を分析・測定は必要なく、加工形態が

シンプルであれば、各農薬の物性値から
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PF 値を予測可能であることが示唆された。 
次に、JMPR 及び本研究で実施したトマ

ト加工試験の PF データを詳細に解析す

ることにより、トマトの juice, wet pomace
及び dry pomace における PF と農薬の物

性値の関連性を明らかにした。また、PF を

目的変数、PF と相関が認められた農薬の

物性値を説明変数として、正則化回帰法

elastic net を用いた PF 予想モデルを確立

した。さらに、トマト加工試験のデータを

基に確立した PF 予測モデルについて、モ

デルの予測性能を評価した。 
PF との間に有意な相関が認められた物

性値を説明変数として、重回帰分析によ

る PF 予測モデルの確立を試みた。しかし、

重回帰分析により得られた回帰式におい

ては、多重共線性が認められることが明

らかとなった。そこで、正則化回帰法

elastic net による PF 予測モデルの構築を

試みたところ、各説明変数の VIF が 5.3 以

下を示す回帰式が得られた。これらの結

果から、elastic net を用いることにより、

多重共線性を回避した上で PF 予測モデ

ルを構築できることが示唆された。過去

の報告において、りんごの juice における

農薬の PF を Kow 及び土壌吸着定数

(organic carbon partition coefficient, Koc) に
より説明する回帰式が確立されているが、

この研究において、多重共線性は考慮さ

れていない。したがって、本研究で開発し

た PF 予測モデルは、多重共線性を克服し

た上で、農薬の物性値に基づいて PF を予

測可能な初めてのモデルであると言える。 
トマト加工試験の PF データから得ら

れた PF 予測モデルについて、PF の実測

値及び予測値を比較することにより、モ

デルの予測性能を評価した。 juice, wet 
pomace 及び dry pomace のいずれにおいて

も、%inside 2-fold は訓練データ用の農薬

20 品目において 80−95%、テストデータ

用の農薬 3 品目において 100%を示した。

テストデータ用の農薬数が 3 品目と限ら

れているため、予測性能の詳細について

は今後さらなる検証が必要ではあるもの

の、本研究で開発した PF 予測モデルは、

一定の精度をもって PF を予測可能であ

ると考えられた。本モデルを活用するこ

とにより、PF が未知の農薬についても、

煩雑な加工試験を都度行うことなく、農

薬の物性値に基づいて PF を予測できる

と期待される。 
Elastic net により JMPR の PF データか

ら得られた回帰式のうち、juice の回帰式

における R2は 0.085 と低値を示し、JMPR
のデータセットにおいては、juice につい

て PF 予測モデルを構築することは困難

であると考えられた。この原因として、各

農薬間で①農薬の最終散布から収穫まで

の期間 (pre-harvest interval, PHI) が異な

る、②加工の詳細な条件が異なる等の要

因が考えられる。特に①について、果皮か

ら果実内部への農薬の浸透は農薬の性質

及び時間に依存することが報告されてい

ることから、各データ間で PHI が異なる

ことにより、主に果肉に由来する juice の

残留濃度にはばらつきが生じると考えら

れる。また、②についても、加工試験にお

ける食品の加工方法はできる限り

「industrial or domestic practices」を模すこ

ととされているが、その詳細は定められ

ておらず、加工試験ごとに異なる方法及

び機器を用いてRACの加工を行っている。
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JMPR の PF データにおいては、同一の農

薬及び加工形態内でも PF 値にばらつき

が認められる場合があり  (data not 
shown) 、この一因としても、試験間で PHI
及び加工方法が統一されていないことが

挙げられる。実際に、PHI 及び加工方法が

同一のトマト加工試験のデータにおける

juice の回帰式の R2 は 0.604 を示し、wet 
pomace 及び dry pomace についても、回帰

式の R2は JMPR のデータに比較して高値

を示した。さらに、過去の報告において、

りんごに複数の農薬を散布し、juice にお

ける各農薬の PF を同一加工条件下で算

出した結果、Kow 及び Koc を説明変数と

した R2 = 0.702 の重回帰モデルが得られ

ることが示されている。また、収穫後のぶ

どうに複数の農薬を添加し、ワインにお

ける各農薬の PF を同一加工条件下で算

出した結果、pKow を説明変数とした R2 = 
0.8522 の単回帰モデルが得られることも

示されている。以上より、PF 予測モデル

の構築においては、PHI や加工方法を統一、

又は各条件の違いを考慮したデータを用

いることが重要と考えられた。 
本研究で行ったトマト加工試験の対象

農薬は、我が国においてトマトに基準値

が設定されており、かつ LC/MS による農

薬等の一斉試験法Ⅰ (農産物) の対象化合

物から選定された。すなわち、一般的に

GC/MS により分析される農薬は解析に含

まれていない。GC/MS で分析される農薬

は揮発性が高いことから、加工過程に含

まれる加熱操作において揮散し、揮発性

の低い農薬と異なる挙動を示す可能性が

高い。揮発性の高い農薬についても本モ

デルのコンセプトを適用可能か否かにつ

いては、さらなる検討が必要である。また、

本研究においては、解析に投入した農薬

の物性値は、いずれもその値が一意に示

されているパラメーターのみとした。過

去の報告において PF 予測の説明変数と

して用いられている Koc 及び PF との関

連性が報告されている加水分解性及び熱

分解性については、一意の値が示されて

いない、又は一部の農薬でデータが欠損

していたことから、解析に投入すること

ができなかった。今後、これらの物性値に

ついても解析に含めることにより、PF 予

測モデルの予測性能はさらに向上するも

のと期待される。また、加工操作の試行回

数や訓練データ用の農薬の数を増やすこ

とも、モデルの改良に有効かもしれない。 
本研究では、トマトの juice, wet pomace

及び dry pomace を対象食品として解析を

行った。他の作物及び加工食品について

も同様の PF 予測モデルを確立すること

ができれば、「農薬の物性値に基づいて PF
を予測する」コンセプトの有用性はさら

に高まるものと考えられる。我が国では、

MRL の設定にあたって、加工試験は要求

されていない。この背景から、海外で加工

試験の実施が少なく、かつ日本では主要

な加工食品、すなわち米、茶等由来の加工

食品については、PF に関する情報が限ら

れているのが現状である。これらの加工

食品における PF 予測モデルの適用可能

性を明らかにすることができれば、我が

国における残留農薬のリスク管理及びリ

スク評価や、日本産の加工食品の輸出拡

大の一助となると期待される。また、EU
の PF データベース及び OECD ガイドラ

インにおいては、類似の作物及び加工方
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法への PF の外挿可能性について議論が

なされている。本研究により確立された

トマトの juice, wet pomace 及び dry pomace
おける PF 予測モデルの他の作物及び加

工食品への外挿可能性についても、今後

さらなる検証を行いたい。 
本研究でその一部を示したように、加

工試験に求められるデータは膨大であり、

試験の実施には多大な費用、時間及び手

間を要する。国際的には、PF を用いてよ

り詳細な暴露評価を行うことがトレンド

となっているが、我が国の農薬使用基準

に従って全ての作物、加工食品及び農薬

について PF を取得し、新たに PF データ

ベースを構築することは現実的ではない。

我が国では、EU のデータベース等を活用

することを念頭に、諸外国で広く PF デー

タが得られている作物及び農薬について

は、加工方法及び作物間の外挿可能性の

解明に注力すべきと考える。一方で、海外

で加工試験の実施が少なく、かつ日本で

は主要な加工食品のうち、特に喫食量の

多い加工食品又は PF が高値を示す加工

食品については、我が国において加工試

験の実施を考慮する必要がある。加工試

験を行うにあたっては、EU のデータベー

ス に お い て representative processed 
techniques が示されているように、加工方

法の詳細について情報を収集及び整理す

ることも重要と考えられる。 
 
Ｄ．結論 

果実の加工（ジュースとその搾りかす）

を例に、これまで国際会議の場で議論さ

れてきた残留農薬に関する PF 値のデー

タを分析した。その結果、農薬の物性値と

PF 値との相関性が明らかとなった。PF と

相関が認められた農薬の物性値を説明変

数として、正則化回帰法 elastic net を用い

て開発した PF 予測モデルは、一定の精度

をもって PF を予測可能であると考えら

れた。今後、本モデルの他の作物及び加工

食品への適用可能性を検討することによ

り、残留農薬のリスク評価及びリスク管

理に貢献できると期待される。 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
加工食品の輸出拡大に向けた規格基準設定手法の確立のための研究 

総合分担研究報告書 
 

調理加工係数のデータベースの構築 
 

研究分担者 青森県立保健大学大学院健康科学研究科 吉池 信男 教授 
 
研究要旨 

残留農薬等、食品中の化学物質の曝露評価の精密化を図ることを目的として、加工食品に

焦点を当て、個々の食品における調理・加工プロセスを類型化し、原材料的食品の配合割合

等を算出するための調理加工係数を推定する方法を考案した。2020 年 12 月に公表された日

本食品標準成分表 2020 年版（八訂）に掲載されている食品のうち、｢18 群：調理済み流通食

品群｣（50 食品）を除く 2428 食品について調理加工係数を推定した。 
初年度（令和 2 年度）は、その時点の最新版であった日本食品標準成分表 2015 年版を対

象として、調理加工係数の問題点を洗い出し、推定の基本となる手法を検討した。第 2 年度

（令和 3 年度）は、さらに調理・加工プロセスによる食品の類型化と加工食品を製造するための

原材料的食品の重量の推定方法を検討した。最終年度（令和 4 年度）は、日本食品標準成分

表 2020 年版（八訂）を対象として、具体的な作業を進め、調理後食品 487 食品、加工食品

908 食品に関して調理加工係数を推定することができた。それらの調理加工係数をデータベ

ース化して、算定根拠とともに GitHub にて公開し、随時更新を行う予定である。 

 
研究協力者： 
小山達也 （青森県立保健大学） 
 
Ａ．研究目的

 食品には、栄養成分の他に残留農薬など

の有害物質が含まれ、それらの食事からの

曝露量を正確に推定することは、食の安全

を確保していく上で重要である。近年の食生

活の変化により、生鮮食品の消費量は減少

し、加工食品の消費量は増加する傾向にあ

る。そのため、生鮮食品だけでなく、複雑な

加工を経て生産・流通される食品を含めて、

残留農薬などの曝露量を推定することが重

要となってくる。 

しかし、製造・流通している加工食品の種

類は極めて多く、すべての加工食品に含ま

れる有害物質等の量を分析することは不可

能に近い。そこで、加工食品を製造するため

の原材料的食品の量がわかれば、加工食

品中に含まれる有害物質の量も推定できる。

加工食品の製造法の資料は多いが、原材

料的食品の配合割合について記載された

資料は限られ、それらを推定する方法につ

いての報告もあまりなされていない。 
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また、日本から海外へ加工食品を輸出す

る際には、食品摂取量や加工係数、調理加

工係数等の科学的根拠に基づいたデータ

の開示が求められている。そのため、日本人

が日常的に摂取している加工食品の原材料

配合割合についてのデータベースを構築が

求められている。 
 そこで、本研究では、日本食品標準成分

表 2020 年版（八訂）に掲載されている食品

について、加工食品の原材料配合割合等を

算出するための調理加工係数を推定する方

法を考案し、それに基づき求めた調理加工

係数に関するデータベースを作成し、その

根拠資料とともに公開したので報告する。 
 
Ｂ．研究方法 
1）初年度（令和 2 年度） 

日本食品標準成分表 2015 年版に掲載さ

れている食品を対象に、調理加工係数を推

定する上での課題を検討した。成分表に掲

載されている食品は、原材料的食品と加工

食品に分けられる。原材料的食品の調理食

品は、日本食品標準成分表 2015 年版で示

された重量変化率を用いて、原材料的食品

の「生」や「乾」などの未調理食品の重量を

決定することができた。一方、加工食品は、2
通りの方法で、原材料的食品の「生」や「乾」

などの未調理食品の重量を推定することが

できた。 
① 日本食品標準成分表の成分値が、計算

値で示されている加工食品 
原材料配合割合は、日本食品標準成分

表の食品群別留意点に記載されていること

から、そのまま用いることが可能である。 
② 日本食品標準成分表の成分値が、計算

値以外の加工食品 

加工食品の原材料を、日本食品標準成

分表の食品群別留意点や関連書籍から加

工食品の原材料を把握した。次に、その原

材料の成分値と加工食品の成分値から方程

式などを用い、加工食品 100g を作るのに必

要な原材料の重量を推定した。 
  
2）第 2 年度（令和 3 年度） 

日本食品標準成分表 2015 年版に掲載さ

れている食品を対象に、加工食品を製造す

るための原材料的食品の重量の推定方法を

検討した。まず、今回の作業のために食品

を以下のように類型化した。 
調理後の食品、それ以外の方法（物理的、

化学的、生物学的方法）で加工された食品

を加工食品とし、調理後の食品、加工食品

いずれでもない食品を原材料的食品（食材）

とした。 
日本食品標準成分表に掲載されている食

品の成分値の決定根拠は、｢分析値｣、｢文

献値｣、｢計算値｣、｢類推値｣、｢借用値｣、｢推

定値｣のいずれかである。そのうち、計算値

は日本食品標準成分表に収載されている食

品の成分値と、標準的な原材料配合割合に

基づいて、計算によって求めた値であり、食

品群別留意点または備考欄に原材料配合

割合が記載されている。 
原材料配合割合が掲載されていない食

品の原材料は、食品群別留意点及び関連

書籍から特定した。原材料配合割合の推定

は、①乾燥品、②塩蔵品、③アルコール発

酵、酢酸発酵によって製造する食品、④そ

の他の加工食品に分け、検討した。 
乾燥食品は、原材料的食品を乾燥させた

だけの加工食品である。そこで、原材料的

食品の水分量と加工食品の水分量から、加
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工食品を製造するために必要な原材料的

食品の重量を算出した。 
 塩蔵食品は、主な原材料的食品 1 つと食

塩から製造される食品とした。塩蔵の過程で

水分とともに多くの成分が流出したり、発酵

により化学変化が起こる。そこで食塩には水

分がないことから、原材料的食品の水分量と

加工食品の水分量から、加工食品を得るた

めの原材料的食品の重量を算出した。塩蔵

品に含まれる食塩の量から塩蔵品を製造す

るために必要な食塩の量を求めた。塩蔵品

の推定法を応用できる加工食品としては、ぬ

かみそ漬、酢漬、粕漬、こうじ漬、甘酢漬、し

ょうゆ漬、みそ漬があった。 
 アルコール発酵、酢酸発酵によって製造

する食品は、アルコール発酵、酢酸発酵の

化学反応式と量的関係を用いて、加工食品

中の利用可能炭水化物、アルコール、酢酸

の量から原材料的食品の重量を推定した。 
 
3）最終年度（令和 4 年度） 
 3）－1 対象食品 

日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）に

掲載されている食品のうち、｢18 群：調理済

み流通食品群｣（50 食品）を除く 2428 食品を

対象とした。｢調理済み流通食品群｣を除外

した理由は、この群に含まれる食品数は、日

本食品標準成分表の改定ごとに充実されて

はいるが、市中に流通する多種多様な調理

済み食品のごく一部のみがカバーされてお

り、さらに成分表上で掲載されている栄養素

が限られている。そのため、国民健康・栄養

調査をはじめ日本国内で実施される栄養摂

取状況調査においては、この群を除外した

食品を組み合わせて対象者の食事を把握・

評価することが多いためである。 

その結果、対象とした食品を、①未調理・

未 加 工 の 食 品 、 ② 調 理 後 食 品 （ cooked 
foods ） 、 ③ 加 工 食 品 （ raw primary 
commodity (RPC) derivatives）に分類した。

なお、ここでの調理は、水煮、ゆで、炊き、蒸

し、電子レンジ調理、焼き、油いため、ソテー、

素揚げ、天ぷら、フライおよびグラッセの加

熱調理と、水さらし、水戻しの非加熱調理で

ある。 
3）－2 調理後食品における調理加工係数の

推定方法 
調理後食品の調理加工係数は、日本食

品標準成分表に掲載されている調理による

重量変化率、揚げ物における衣の割合及び

脂質量の増減、いため物における脂質量の

増減をもとに推定した。 
3）－3 加工食品における調理加工係数の

推定方法 
 加工食品の成分変化から、①乾燥食品

（dried foods）、②塩蔵品（salted foods）、③

発酵食品（fermented foods）、④原材料を組

み合わせてできる食品（mixed foods (other 
foods that multiple ingredients are mixed, 
excluding dried, salted and fermented ones)）
に分けて、調理加工係数を推定した。 
 
① 乾燥食品（43 食品） 

 原材料が 1 つの食品で、乾燥する前と乾

燥した後のいずれも日本食品標準成分表に

掲載されている食品を｢乾燥食品｣に分類し

た。乾燥前後の水分の重量に着目し、乾燥

により水分が減少すると考え、乾燥前の食品

の水分量と乾燥後の食品（＝乾燥食品）の

水分量から、乾燥食品の原材料（＝乾燥前

の食品）の重量、すなわち調理加工係数を

推定した。 
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② 塩蔵品（32 食品） 
 調理加工係数の算定方法に関して、以下

の様に分類した。 
a) 原材料が１つと食塩からなる食品（22 食

品） 
b) 原材料が 1 つで食塩と米ぬかから作ら

れる「ぬかみそ漬」（6 食品） 
c) 原材料が 1 つで食塩とみそから作られる

「みそ漬」、原材料が 1 つで食塩と酢から

作られる「酢漬」（1 食品） 
d) 原材料が 1 つで食塩と酢、砂糖から作ら

れる「甘酢漬」（4 食品） 
上記の a)～e)について、以下のように調理

加工係数を推定した。 
a) 塩蔵前後の水分の重量と食塩の重量を

もとに推定した。すなわち、塩蔵の過程

で脱水し、水分が減少し、食塩が添加さ

れると考えた。 

b) ぬかみそ漬：原材料と食塩の重量は、原

材料が 1 つで食塩からなる塩蔵品と同

様に推定し、米ぬかの重量はぬかみそ

漬のビタミン B1 の重量から推定した。 

c) みそ漬：原材料と食塩の重量は、原材料

が1つで食塩からなる塩蔵品と同様に推

定し、みその重量はみそ漬のたんぱく質

の重量から推定した。 
d) 酢漬：原材料と食塩の重量は、原材料

が1つで食塩からなる塩蔵品と同様に推

定し、酢の重量は酢漬の炭水化物の重

量から推定した。 

 

③ 発酵食品（30 食品） 
 ここでの発酵食品は、アルコール発酵や酢

酸発酵により作られ、日本食品標準成分表

にアルコールの重量や酢酸の重量が掲載さ

れている食品である。これらの発酵により、

原材料中の炭水化物の一部は、アルコール

（エタノール）や酢酸に変化するが、アルコ

ールや酢酸を作るのに必要なブドウ糖の量

は知られているため、その値と原材料および

発酵食品の炭水化物の重量を用いて調理

加工係数を推定した。 
 
④ 原材料を組み合わせてできる食品（897

食品） 
 原材料を組み合わせてできる食品には、

日本食品標準成分表に原材料配合比が掲

載されている食品（258 食品）と掲載されてい

ない食品（639 食品）とがある。日本食品標

準成分表に原材料配合比が掲載されている

食品は、その配合比を用いて調理加工係数

を推定した。 
原材料配合比が掲載されていない食品

は、一部の栄養成分は加工により変化しな

いと仮定し、（連立）方程式により調理加工

係数を推定した。（連立）方程式に用いる栄

養素は、加工によって変化しないと考えられ

ること、原材料の成分含有率が多い栄養成

分を中心に選定した。 
 
Ｃ．研究結果及び考察 
1）初年度（令和 2 年度） 
①日本食品標準成分表の成分値が、計算

値で示されている加工食品 
「くし団子・みたらし」（食品番号 15019）を

例として説明する。食品群別留意点に、「製

品部分割合：団子 9、たれ 2、原材料配合割

合：団子〔上新粉 100〕、たれ〔砂糖（上白糖）

95、こいくちしょうゆ 54、じゃがいもでん粉

14〕」と示されている。製品部分割合、原材

料配合割合を用いれば、くし団子・みたらし

100g を作るのに必要な上新粉は 
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=81.8g、 

砂糖（上白糖）は 

、 

こいくちしょうゆは 

、 

じゃがいもでん粉は 

 

と求めることができる。 
 

② 日本食品標準成分表の成分値が、計算

値で示されていない加工食品 
②―1 加工食品の主な原材料が 1 つで

あり、加工により成分値が大きく変化しないと

仮定できる成分値がある場合 
たとえば、「豆乳」（食品番号 04052）の主

な原材料は、大豆である。豆乳類の日本農

林規格は、大豆たんぱく質含有率により定

められている。そこで、豆乳 100g のたんぱく

質 3.6g であり、大豆 100g のたんぱく質 33.8g
であるから、豆乳 100g を作るのに必要な大

豆は 3.6×100/33.8=10.7g と推定できる。 
②―2 加工食品の主な原材料が複数の

食品であり、加工により成分値が大きく変化

しないと仮定できる成分値がある場合 
たとえば、ぶどう豆の主な原材料は、大

豆、砂糖（上白糖）、こいくちしょうゆである。

ぶどう豆 100g の原材料を大豆 x(g)、砂糖

y(g)、しょうゆ z(g)とすると、ぶどう豆 100g の

たんぱく質 14.1g、炭水化物 37.0g、食塩相

当量 1.6g であり、大豆 100g のたんぱく質

33.8g、炭水化物 29.5g、食塩相当量 0.0g で

あり、砂糖 100g のたんぱく質 0.0g、炭水化

物 99.3g、食塩相当量 0.0g であり、しょうゆ

100g のたんぱく質 7.7g、炭水化物 7.9g、食

塩相当量 14.5g であるから 

 

が成り立ち、x=27.1, y=28.6, z=8.3 と求める

ことができる。 
②―3 加工により成分が化学変化するが、

その化学変化が化学反応式として表される

場合 
たとえば米酢の主な原材料は水稲穀粒・

精白米・うるち米である。 
C6H12O6（分子量 180）→2C2H5OH+2CO2, 
C2H5OH+O2→CH3COOH（分子量 60）+H2O
から、酢酸 60g を作るのに必要なブドウ糖は

180÷2=90g であるから、米酢 100g 中の米

に由来する炭水化物は 

 

となる。米 100g の利用可能炭水化物は

83.1g であるので、米酢 100g を作るのに必

要な米は 

 

と推定できる。 
 
2）第 2 年度（令和 3 年度） 
①日本食品標準成分表に原材料配合割合

が記載されている食品 
 日本食品標準成分表に原材料配合割合

が記載されている食品は、穀類で 18 食品、

卵類で 3 食品、菓子類で 114 食品、調味料

及び香辛料類で 33 食品であった。 
 
②乾燥食品 
 日本食品標準成分表に、乾燥させる前の
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食品、すなわち生の食品と乾燥させた後の

食品の両方が掲載されている食品は、いも

類で 1 食品、野菜類で 5 食品、果実類で 5
食品、きのこ類で 2 食品、藻類で 1 食品、魚

介類で 13 食品であった。 
干物では、製造過程でたんぱく質や脂質

が変化することが知られている。そこで、乾

燥食品と原材料的食品の水分に着目して、

乾燥食品を製造するのに必要な原材料的

食品の重量を推定した。水分 a(%)の原材料

的食品が w(g)脱水し、水分 b(%)の乾燥食

品 100 g になったとすると 

 

から 

 

となり、乾燥食品 100g を製造するのに必要

な原材料的食品は 

 

と求めることができる。 
 
③塩蔵食品 

塩蔵食品の計算手順は以下のようになる。

水分 a(%)の原材料的食品が、w(g)脱水し、

食塩 s(g)移行し、水分 b(%)の塩蔵食品 100 
g になったとすると 

 

から 

 

となり、塩蔵食品 100 g を製造するのに必要

な原材料的食品は 

 

と求めることができる。 
日本食品標準成分表に掲載されている食

品で、塩蔵食品に該当する食品は、野菜類

で 16 食品、果実類で 3 食品、魚介類で 29
食品、肉類で 4 食品であった。 

塩蔵食品における推定方法を応用できる、

ぬかみそ漬は 7 食品、酢漬は 1 食品、粕漬

は 2 食品、こうじ漬は 2 食品、甘酢漬は 4 食

品、しょうゆ漬は 1 食品、みそ漬は 1 食品が

あり、いずれも野菜類であった。 
ぬかみそ漬の主な原材料は野菜、食塩、

米ぬかであり、酢漬は主な原材料は野菜、

食塩、酢であり、粕漬の主な原材料は野菜、

食塩、酒かすであり、こうじ漬は主な原材料

は野菜、食塩、米こうじである。ぬかみそ漬

の野菜と食塩の重量は塩蔵食品と同様に計

算し、米ぬかの重量は増加したビタミン B1 の

量、酢漬、粕漬、こうじ漬の野菜と食塩量は

塩蔵食品と同様に計算し、酢、酒かす、米こ

うじの重量は増加した炭水化物の量から推

定した。 
甘酢漬の主な原材料は野菜、食塩、食酢、

砂糖である。甘酢漬の野菜と食塩量は塩蔵

食品と同様に計算し、砂糖の重量は増加し

たしょ糖の量 4)から推定し、食酢の重量は増

加した炭水化物が食酢と砂糖に由来すると

仮定の下、推定した。 
しょうゆ漬の主な原材料は野菜、食塩、し

ょうゆ、砂糖であり、みそ漬の主な原材料は

野菜、食塩、みそ、砂糖である。しょうゆ漬、

みそ漬の野菜の重量は塩蔵食品と同様に

計算し、しょうゆ、みその重量は増加したた

んぱく質の量から推定し、食塩の重量は増

加した食塩相当量がしょうゆまたはみそと食
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塩に由来するとして推定し、砂糖の重量は

増加した炭水化物がしょうゆまたはみそと砂

糖に由来するとして推定した。 
 

④アルコール発酵、酢酸発酵によって製造

する食品 
 アルコール発酵、酢酸発酵によって製造

する食品に該当する食品は、し好飲料類で

11 食品、調味料及び香辛料類で 6 食品で

あった。 
アルコール発酵の主反応は C6H12O6→

2C2H5OH+2CO2 、 酢 酸 発 酵 の 主 反 応 は

C2H5OH+O2→CH3COOH+H2O であり、ブド

ウ糖、エタノール、酢酸の分子量はそれぞれ

180、46，60 であるので、加工食品 100g に

含まれるエタノールが a(g)のとき、原材料的

食品に由来するブドウ糖は

となる。また、加工食品

100 g に含まれる酢酸が b(g)のとき、原材料

的食品に由来するブドウ糖は

となる。その後の計算は、５．

その他の加工食品と同様である。 
しかし実際には、アルコール発酵中に酵

母菌が増殖するためにブドウ糖が約 20%消

費され、ブドウ糖 1 kg から得られるエタノー

ルは約 0.42 kg であるとされる。また、酢酸発

酵でも、発酵中に酢酸菌が消費する他エタ

ノールとして残存する分もあり、1 kg のエタノ

ールから約 1 kg の酢酸が生成されるとされ

る。加工食品 100 g に含まれるエタノールが

a(g)のとき、原材料的食品に含まれるブドウ

糖は 2.38a(g)となる。また、加工食品 100 g に

含まれる酢酸が b(g)のとき、原材料的食品

に含まれるブドウ糖は 2.38b(g)となる。 
 

⑤その他の加工食品 

 たとえば、うどんの原材料は、中力粉と食

塩である。うどん 100 g の中力粉、食塩の重

量をそれぞれ x(g)、y(g)とすると、うどん 100 
g の炭水化物は 56.8 g、食塩相当量 2.5 g で

あり、中力粉 100 g の炭水化物 75.1g、食塩

相当量 0.0g であり、食塩 100 g の炭水化物

は 0.0 g、食塩相当量 99.5 g であるから、連

立方程式として 

 

が成り立つ。これを解くと =75.6 g, y=2.5 g と

求まる。この方法では、原材料の数と同じ数

だけ栄養素等の成分値が必要となる。 
 
3）最終年度（令和 4 年度） 

日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）に

掲載されている 2478 食品のうち、調理済み

流通食品群に該当する 50 食品を除外した

2428 食品について、調理加工係数の推定

を試みた。928 食品（38%）が未調理・未加工

の食品、487 食品（20%）が調理後食品、

1013 食品が加工食品であった。 
 1013 の加工食品のうち、乾燥食品に該当

する食品が 43 食品、塩蔵品に該当する食

品が 35 食品、発酵食品に該当する食品が

40 食品であった。また、原材料を組み合わ

せてできる食品で日本食品標準成分表に原

材料配合比が掲載されている食品が 258 食

品、掲載されていない食品が 637 食品であ

った。 
 原材料を組み合わせてできる食品で日本

食品標準成分表に原材料配合比が掲載さ

れていない食品のうち、日本食品標準成分

表に原材料が掲載されていない、原材料の

食品が多すぎる、加工工程が複雑であること

により、105 食品は調理加工係数を推定する
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ことができなかった。 
 本研究で推定した調理加工係数の限界と

して、2 点考えられる。まず、日本食品標準

成分表に掲載されている栄養成分値を用い

て推定したことである。そのため、加工食品

の原材料となる食品を日本食品標準成分表

に掲載されている食品から選択したが、加工

食品に用いられる品種とは異なっている可

能性がある。品種が異なることで、栄養成分

値が異なり、それに伴い調理加工係数の値

が異なってくる可能性がある。また、組み合

わせてできる食品で原材料配合比が掲載さ

れていない食品は、加工により栄養成分値

が変化しないと考えられる栄養成分を用い

て計算していることである。計算に用いる栄

養成分の選定についても検討する必要があ

る。 
 欧州食品安全機関（European Food Safety 
Authority; EFSA）は raw primary commodity 
model を提唱し、加工食品の調理加工係数

を示している。今後は、我々が推定した調理

加工係数と欧州食品安全機関が提唱してい

る調理加工係数について、推定根拠も含め

比較及び検証する必要がある。 
 
Ｄ．結論 

日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）に

掲載されている食品のうち、調理済み流通

食品群を除く 2428 食品について、調理加工

係数の推定を行った。加工食品の調理加工

係数の推定方法は、①乾燥食品、②塩蔵品、

③発酵食品、④原材料を組み合わせてでき

る食品（①～③を除く食品）に分けて、それ

ぞれの方法を検討した。 
推定した調理加工係数は策定根拠ととも

に GitHub にアップロードしオンライン上で閲

覧できるようにした。日本食品標準成分表に

原材料が記載されていない食品、原材料の

食品数が多すぎる食品、加工工程が複雑な

食品については調理加工係数を推定するこ

とができなかった。これらの食品の調理加工

係数をどのように決定するかは今後の課題

である。 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
加工食品の輸出拡大に向けた規格基準設定手法の確立のための研究 

総合分担研究報告書 

加工食品の摂取状況を把握するための全国食事調査のデータ解析 

研究分担者 佐々木 敏 東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野 教授  
 
研究要旨 

本研究では、以下の一連の研究を行い、日本人の加工食品の摂取状況とそれに関連す

る要因を明らかにした。 
(1) 全国食事調査の実施とデータ集計：平成 28 年度～令和 2 年度に食事記録調査を実

施し、1～79 歳の 4692 人における食品および食品群の摂取量の分布を明らかにした。 
(2) 加工食品に関する先行研究の文献レビュー：加工食品の分類システムとして NOVA が

広く用いられているが、その分類には曖昧な点も多く、日本人を対象とした研究が乏しいこ

とを明らかにした。 
(3) 日本人の加工食品の摂取状況の把握：2013 年に日本人成人 392 人から得られた 4
日間の全国食事記録調査のデータを解析し、超加工食品が 1 日の総エネルギー量に占め

る割合は、加工食品の分類方法により 33%ないし 48％であることを明らかにした。 
(4) 各国の食事調査法のレビュー：41 か国の全国食事調査の方法についてまとめ、諸外

国では個人を対象とする複数日の 24 時間思い出し法が主流であることを明らかにした。 
(5) 超加工食品の摂取量と食事の質との関連の検討：2013 年に日本人成人 388 人から得

られた 4 日間の食事記録データを解析し、超加工食品の摂取量が多いほど、食事の質が

低いことを示した。 
(6) 超加工食品の摂取量と尿中リン・カリウム・ナトリウム排泄量との関連の検討：2013 年

に日本人成人 322 人から得られた 4 日間の食事記録と 2 回の 24 時間蓄尿のデータを解

析し、超加工食品の摂取量と尿中リン・カリウム・ナトリウム排泄量に関連がないことを示し

た。 
(7) 超加工食品の摂取量と、食品選択の価値観およびフードリテラシーとの関連の検討：

日本人成人 2232 人から得られた簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）とその他質問票

の回答データを解析し、食の安全性を重視する価値観や栄養の知識などのいくつかの因

子が超加工食品の摂取量と関連しており、関連する因子は男女で異なることを示した。 
(8) 超加工食品の摂取量と、年齢、性別、喫煙状況等の個人的特性との関連の検討：日

本人成人 2742 人の 8 日間の食事記録データを解析し、超加工食品は日本人の総エネル

ギー摂取量のおよそ 4 分の 1 から 3 分の 1 を占めていることや、若年者と喫煙者は、それ

ぞれ高齢者や非喫煙者に比べて超加工食品の摂取量が多いことを明らかにした。 
(9) 残留農薬等の基準値が設定されている食品分類名への食品番号の付与：食品に由来

する残留農薬の摂取量を解析できるようにするため、残留農薬等の基準値が設定されてい

る 313 種類の食品に、日本標準食品成分表の食品番号をあてはめた。 
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研究協力者  
村上健太郎（東京大学大学院） 
篠崎奈々（東京大学大学院）

 
Ａ．研究目的 
 人が日々の食事から残留農薬等の化学物

質をどれくらい摂取するかを把握することは、

食の安全を確保していく上で極めて重要で

ある。現在、加工食品から化学物質の摂取

量を推定する際には、平成 22 年度に行わ

れた国民健康・栄養調査のデータを考慮し

た手法が用いられている。しかしながら、食

は時代によって複雑に変化するため、我が

国の加工食品の喫食に関する実態に基づ

いて最新の情報を取り入れる必要性がある。

近年、日本産加工食品の輸出拡大も期待さ

れているところであり、食の安全に対する関

心は、国内のみならず海外でも高い。そのた

め、我が国の最新の加工食品の喫食実態

に合わせて、化学物質の摂取量の推定を行

い、綿密な評価を行うことが国際的にも求め

られている。 
我々は日本人の加工食品の摂取状況を

明らかにすることを目的として、2016 年から

2019 年度に全国的な食事記録調査である

「食品摂取頻度・摂取量調査」を実施した。

本研究班においては昨年度、このデータを

もとにして 1～79 歳の 4692 人における食品

および食品群の摂取量の分布を明らかにし

た。この食事データに調理加工係数（平均

的な原材料の種類を重量比から細分化する

ための係数）を組み合わせることで、加工食

品中の各原材料の含有量を把握することが

可能であると考えられる。しかし、加工食品

に含まれる原材料の組成は製品ひとつひと

つにおいて異なるはずであり、正確な値を知

ることはできない。よって、調査加工係数の

設定に関してどの程度の誤差を許容するか

という点が実際的な問題となってくる。そこで

考慮すべきは「加工食品が食事全体にどの

程度寄与しているのか」ということである。食

事全体に対する加工食品の寄与が小さけれ

ば、調理加工係数の誤差の影響は全体から

見ると小さくなるため、ある程度大雑把に調

理加工係数を設定しても大きな問題はない

といえる。一方で、食事全体に対する加工

食品の寄与が大きければ、調理加工係数の

設定において誤差が全体に与える影響は

大きくなる。しかし、日本では加工食品の摂

取状況に関する研究はほとんどなく、加工

食品の定義や分類方法が確立されていない

ために、加工食品の寄与割合も十分に明ら

かになっていない。 
また近年、加工食品のなかでも加工レベ

ルが最も高い超加工食品の摂取が健康状

態 [1-3]や食事の質 [4-7]と負の関連がある

ことが多くの研究で示唆されている。よって、

日本人集団において加工食品の摂取量を

明らかにすることは、公衆衛生上非常に重

要である。 
 そこで本研究では、日本人における加工

食品の摂取状況を明らかにすることを目的と

し、全国食事調査の実施とデータ集計、およ

び加工食品を定義するための先行研究のレ

ビューを行った。次に、食事記録データや食

事質問票をもとに食品を加工レベルに応じ

て分類するシステムを構築し、日本人におけ

る加工食品の摂取状況を記述した。また、国

民の加工食品の摂取状況は、最終的には
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国を代表するレベルの大規模な食事調査デ

ータに基づいて推定することが望ましいが、

食事調査の方法は国によってそれぞれ異な

ると考えられる。そこで、各国の食事調査法

の違いを明らかにするため、文献レビューを

行った。さらに、健康影響が大きいと考えら

れる超加工食品の摂取と関連する因子を明

らかにするために、超加工食品の摂取量と

①食事の質、②尿中リン・カリウム・ナトリウム

排泄量、③食品選択の価値観およびフード

リテラシー、④年齢、性別、喫煙状況等の個

人的特性との関連を検討した。さらに、加工

食品等を含めた様々な食品からの残留農薬

の摂取量を解析できるようにするために、残

留農薬等の基準値が設定されている 313 種

類の食品に、日本標準食品成分表の食品

番号をあてはめた。 
 
Ｂ．研究方法 
（研究 1）全国食事調査の実施とデータ集計 

平成 30 年度までの全国食事調査（食品

摂取頻度・摂取量調査）では 1 歳以上 79 歳

以下の日本人 4032 人の調査をすることとし、

2016～17 年に参加者の約 6 割の食事記録

調査を行い（第 1 ラウンド）、2017～18 年に

残りの参加者の調査を行った（第 2 ラウンド）。

さらに、幼小児の食事データを収集するた

め、2019 年 11 月から 2020 年 8 月にかけて

1～6 歳児を対象とした追加の食事調査を実

施した（小児の追加調査）。参加者はほぼ健

康と見なしうる 1 歳以上 6 歳以下の日本人

432 人とした。予定参加者数は、平成 28～

30 年度に実施した調査（東京大学倫理委員

会 No. 11397）における参加者数（約 400 人）

に推定脱落率（8％）を考慮して設定した。 
第 1・第 2 ラウンドと同様に、全国 32 都道

府県（北海道、岩手県、宮城県、山形県、茨

城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神

奈川県、新潟県、富山県、山梨県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、

熊本県、大分県、沖縄県）に在住する栄養

士（以下、調査担当栄養士と呼ぶ：159 人）

が実施可能性を考慮して選んだ者（同僚、

その近隣住民など）を対象とした。なお、調

査担当栄養士からは事前に文書による承諾

を得た。参加者に対しては調査担当栄養士

から本調査の目的を説明し、文書による調

査参加への同意を得た。 
 2019 年 10～11 月に、属性ならびに通常

の食事習慣を含む生活習慣ならびに健康

状態等に関する基本質問票、簡易型自記

式食事歴法質問票（BDHQ3y）による調査を

実施した。また、身長と体重を測定した。 
半秤量式食事記録は、2019 年 11 月（秋

季）、2020 年 2 月（冬季）、6 月（春季）、8 月

（夏季）に不連続の 2 日間ずつ、合計 8 日

間）にわたって実施した（以下、食事記録と

呼ぶ）。砂糖および甘味類・油・調味料・副

材料として用いる小麦粉（揚げ衣など）は、1
回の摂取量が少ない割に摂取頻度が高く、

秤量に伴う負担が大きい。これらの食品の秤

量を義務化すると、食事記録全体の丁寧さ

に悪影響を及ぼすと考えられるため、秤量

せずに名称だけを記録すればよいこととした。

参加者は記録が終了し次第、調査担当栄

養士に食事記録用紙を提出し、その後、調

査担当栄養士、または、調査事務局にて、

記録内容の確認を行い、記録内容に不明な

点などがあれば、調査担当栄養士を通じて、

参加者に記録内容に関する質問を口頭・電
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話・メールなどにより行い、参加者の可能な

範囲で、不明確な記録内容についてはより

具体的な回答をしていただくよう再調査を行

った。砂糖および甘味類・油・調味料・小麦

粉の摂取重量が記録されていない場合には、

調査事務局にて一般的なレシピや各種資料

をもとに摂取量を推定した。 
この方法で収集した小児の追加調査のデ

ータを第 1・第 2 ラウンドのデータと統合し、

摂取量の集計を行った。食事データ集計か

ら電子データ化までの概要を図 1 に示す。

集計の参加者は食事調査の第 1 ラウンド・第

2 ラウンド・小児の追加調査の各 8 日間の食

事記録調査のうち、少なくとも 1 日に参加し

た者とした。年齢区分ごと（1～6 歳、7～64
歳、65 歳以上、14～50 歳の妊娠可能年齢

の女性）と参加者全体（1 歳以上）における

全 2228 食品の摂取状況について、参加者

全体の摂取量（g/人・日）の分布（平均値と

標準偏差）、各食品の登場回数（人・日）、摂

取者内における摂取量（g/人・日）の分布

（平均値と標準偏差、および 0・50・95・97.5・

99・100 パーセンタイル値）、摂取者の平均

体重（kg/人・日）を集計し、表にまとめた。同

様の集計を 128 食品群に対しても実施した。

食品群摂取量の算出にあたっては、重量換

算係数を用いて各食品を生重量に変換して

から食品群の摂取量に合算した。 
 
（研究 2）加工食品の定義と分類に関する先

行研究のレビュー 

食事調査のデータから加工食品の摂取

量を算出するためには、何を加工食品とす

るか定義・分類する必要がある。そこで、諸

外国における加工食品の分類システムにつ

いて PubMed と Web of Science を用いた先

行 研 究 の 調 査 を 行 っ た 。 検 索 語 に は

processed food、classification、definition、お

よびそれらに関連する用語を組み合わせて

使用した。その結果、分類システムとして最

も広く用いられていることが明らかになった

NOVA の食品分類を和訳した。また、先行

研究で示された NOVA の食品分類では、加

工レベルごとに食品の例がまとめて羅列され

ていたため、各食品が加工レベルに応じて

どのように分類されているのかわかりにくか

った。そこで、NOVA で例示された各加工レ

ベルに属する食品を日本標準食品成分表

に記載されている食品群ごとに分けて分類

し整理した。 
また、近年、食品加工の程度が高い ultra-

processed foods（超加工食品）の摂取量と健

康影響について注目が高まっているため、

研究状況を把握することを目的とした先行研

究のレビューを行った。2021 年 3 月 2 日に

PubMed を用いて以下の検索語で検索を行

った：(ultra-process*[TIAB] or ultra 
process*[TIAB] or ultraprocess*[TIAB] ) 
AND (food[TIAB] OR foods[TIAB]) AND 
NOVA。検索フィルターを用いて、対象論文

の言語を英語と日本語に限定した。得られ

た論文について、タイトル、著者名、雑誌や

発行年などの書誌情報に加え、研究が実施

された国、研究デザイン、参加者（子供、大

人など）、調査名、食事アセスメント方法、解

析における ultra-processed foods の変数とし

ての取り扱い（総エネルギー摂取量に対す

るエネルギー寄与率や総食品摂取重量に

対する重量寄与率など）、加工食品との関連

をみた因子などについて表にまとめ、考察し

た。 
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（研究 3） 日本人の食事記録に基づく加工

食品の摂取状況の把握 

日本人の加工食品の摂取状況を把握す

るためには、食品を加工レベルに応じて分

類するシステムを構築する必要がある。その

ため、まずは過去に行われた比較的小規模

かつ詳細な食事記録調査のデータを用いて、

分類システムの構築を試みることとした。調

査の詳細はすでに論文で発表されているた

め [8, 9]、ここでは手短に説明する。調査は

2013 年 2～3 月にかけて 23 都道府県で実

施された。参加者は 20～69 歳の健康な女

性 196 人と男性 196 人である。参加者の中

に管理栄養士や医療従事者、医師や管理

栄養士による食事療法を受けたことがある人、

糖尿病による教育入院歴がある人、妊娠中・

授乳中の人は含まれなかった。参加者は非

連続の 4 日間（夜勤の日とその前後の日を

除く勤務日 3 日および非勤務日 1 日）に、摂

取したすべての食品と飲料を食事記録用紙

に記録した。各地域の調査担当管理栄養士

が食事記録のつけ方とデジタルスケール

（KD-812WH、タニタ）の使い方を説明した。

食事記録用紙は 4 つの食事場面（朝食・昼

食・夕食・間食）に分かれており、各場面で

以下の項目を記録するよう求めた：①料理

名、②食品名（飲み物や料理に含まれる食

材を含む）、③料理が手作りか、既製品か、

あるいはその他（新鮮な野菜や果物など生

の状態で食べる食品）か、④食べた食品の

おおよその量または測定重量、⑤食事をと

った場所。また、市販の商品については商

品名とメーカー名、外食についてはメニュー

名と店舗名を記録してもらった。包装食品に

ついては、パッケージをとっておくようお願い

した。 

食事記録用紙とパッケージは、記録後す

ぐに各施設の調査担当栄養士に提出された。

調査担当栄養士はできるだけ早く記録用紙

を確認し、必要に応じて参加者に問い合わ

せを行った。各施設の管理栄養士は、日本

食品標準成分表 [10]を用いて、統一された

手順で各食品に食品番号を付与した。包装

食品と惣菜に含まれる食材の摂取重量は、

おおよその分量、レストランやメーカーのホ

ームページ、料理本、原材料表示、栄養成

分表示などから、できるだけ正確に推定した。 
食事記録用紙の食品名の欄に記録され

たすべての食品を、調査担当栄養士が以下

の 3 つに分類した。（1）自家製食品：家庭で

調理された食品（例：炊いた飯、家庭で焼い

たパン）、（2）市販食品：惣菜に含まれる食

材や、製造業者によって加工された食品

（例：レトルトカレー、加工肉、チョコレート）、

（3）その他の食品：家庭で調理する前の未

加工の食材（新鮮な野菜、肉、魚、牛乳など）

や、家庭での調理時や食卓で加える調味料

（サンドイッチを作るときに使うマヨネーズな

ど）。これらの食品分類と食品番号、重量は、

研究事務局の 2 人の管理栄養士が再確認

した。 
体重（0.1 kg 単位）と身長（0.1 cm 単位）

は、軽装かつ裸足の状態で調査担当栄養

士または医療従事者が標準的な手順で測

定した。BMI（body mass index）は体重（kg）÷
身長（m）の二乗として算出した。また、性、

年齢、喫煙状況に関する情報を自記式質問

票により収集した。 
次に、食事記録用紙の料理名の欄に登

場する、サプリメントを除く延べ 25,989 個の

料理を、ノースカロライナ大学チャペルヒル

校（UNC）の研究者が開発した分類システム 
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[11]に基づき、食品の工業的加工のレベル

に応じて分類した。UNC の分類カテゴリー

は、加工食品の分類に最も広く用いられて

いる NOVA 分類(5)の分類カテゴリーと一致

しているものの、全粒粉と精製穀物の分類

は NOVA 分類よりも詳しく、各食品分類の定

義も一層充実している [11, 12]。UNC の分

類システムにおいては、食品は以下の 4 段

階の加工レベルに分けられる：（1）未加工／

最小限の加工、（2）基本的な加工、（3）中程

度の加工、（4）高度な加工。各分類カテゴリ

ーの定義と含まれる食品の例を表 1 に示す。 
UNC の分類システムは米国のスーパーマ

ーケットで販売されているバーコードが付与

されている包装食品を分類するために開発

されたが、生の人参などの生鮮野菜からコ

ールスローなどの野菜を使った冷蔵調理済

みミックス料理まで、食品カテゴリーごとに幅

広くかつ詳細な食品例を示しているため、非

包装食品の分類にも有用と考えられる。以

前の研究では、このシステムを用いて米国

で一般的に消費されている食品を未包装品

も含めて分類したところ、UNC システムは

NOVA システムよりも高い評価者間信頼性

を持つことが示された [12]。 
国際連合食糧農業機関では、食品を加

工レベルに応じて分類する際に、レシピを可

能な限り食材に分解することを推奨している 
[13]。これまでの研究では、家庭で作られた、

あるいは職人が手作りした食品や料理につ

いては、一つ一つの食材まで分解したうえで

各食材を分類し、工業的に製造された包装

食品については食材まで分解しないケース

が多い [14-18]。一方、惣菜やレストラン料

理をどのように扱うか、すなわち、そのまま単

一品目として分類すべきか、食材まで分解し

た上で分類すべきか、ということは、これまで

に十分に記述されていない [19]。また、職

人が作った食品と工業製品の区別も曖昧で

ある [20]。そこで、惣菜などの既製の料理を

異なる方法で分類したときに、結果がどの程

度異なるかを調べることとした。このための分

類の手順を以下に、フローチャートを図 2 に

示す。 
ステップ 1：加工されていない食品や自家

製の作られた料理は、各食材に対して分

類を行う（例：家庭で作る味噌汁の味噌、

水、ほうれん草、卵など）。 
ステップ 2：単一の食材から構成される既

製の料理（例：インスタントラーメン）につ

いては、食材に対して分類を行う。 
ステップ 3：複数の食材を使用し、パッケー

ジ食品の商品名、ブランド名、メーカー名、

ファーストフード店のチェーン名などがあ

る既成の料理は、料理に対して分類を行

う。（マクドナルドで買ったハンバーガー

は、その食品成分に分解せず、1 つの商

品として分類する） 
ステップ 4：その他、ブランドやメーカーを

特定する情報がない既製の料理（例：ブ

ランド名のわからない調理済みのハンバ

ーガー）については、以下の 2 つの方法

で分類する。[方法 A] 全品目を工業的

に製造された食品とみなす（すなわち、

料理を食材に分解せず、料理ごと分類す

る）、または [方法 B] 全品目を職人によ

って手作りされた食品とみなす（よって、

料理を食材まで分解し、食材ごとに分類

を適用する）。 
ステップ 1 と 2、およびステップ 4 の方法 B

では、日本食品標準成分表 [10]の食品番

号をもとに、各食品が市販食品か否かを考



54 
 

慮して分類を行った。例えば、食品コード

16042「ウーロン茶／浸出液」の場合、自家

製の食品は「未加工、最小限の加工」のカテ

ゴリーに、市販の食品は「基本的な加工」の

カテゴリーに分類した。既製品に「自家製」ま

たは「その他」の食品が含まれている場合

（例：市販の中華餃子に家庭で調味料を加

えて食べた場合）、「自家製」または「その他」

の食品を市販品から分離し、食品番号に基

づいて個別に分類した。ステップ 4 の方法 A
では、すべての料理が、UNC の分類体系に

おいて、冷凍食品や保存食品ではなく、調

理済み食品や加熱食品であると仮定して分

類した。 
参加者の特性を、性、10 歳ごとの年齢カ

テゴリー（20～29、30～39、40～49、50～59、

60 歳以上）、WHO による BMI カテゴリー

（18.5 未満、18.5 以上 25 未満、25 以上）、

喫煙歴（喫煙歴なし、過去に喫煙していた、

現在喫煙している）で分けて、各カテゴリー

の人数と割合を表に示した。参加者一人一

人の食品摂取量を 4 日間の平均として算出

し、参加者の特性ごとに、UNC 分類に従っ

て、（1）未加工／最小限の加工、（2）基本的

な加工、（3）中程度の加工、（4）高度に加工

された食品、の 4 つの加工レベルごとに摂取

量を示した。摂取量は、食品の総摂取重量

(g/日)と総エネルギー摂取量（kcal/日）に加

え、総摂取重量に対する各カテゴリーの食

品の重量寄与率(%)、総エネルギー摂取量

に対する各カテゴリーの食品のエネルギー

寄与率(%)として示した。参加者特性のカテ

ゴリーによって「高度な加工」に分類される食

品の重量寄与率とエネルギー寄与率が異な

るかどうかを検討するため、対応のない t 検

定または一元配置分散分析を行った。カテ

ゴリー間に有意差がみられた場合には

Tukey の多重比較検定を行った。P<0.05 の

場合に有意差ありとした。統計解析には

SAS 9.4 を用いた。 
 
（研究 4） 各国の食事調査法のレビュー 

各国の食事調査法の違いを明らかにする

ため、2018 年 [21]と 2019 年 [22]に発表さ

れた、世界各国の国を代表する規模の食事

調査に関する 2 つのレビュー論文から、各調

査に関する情報を抽出した。各レビュー論

文における食事調査の抽出方法は表 2 の通

りである。2018 年の文献 [21]には WHO ヨ

ーロッパ地域事務局に属する 34 カ国の食事

調査法のデータが記述されており、2019 年

の文献 [22]には国を代表する規模の食事

調査が行われ、かつ情報が英語で公開され

ている 11 か国の情報が記述されていた。こ

の二つの文献から、重複を除いた 41 か国に

おける食事調査法について情報を抽出し、

表にまとめた。抽出した情報は、各レビュー

論文に重複する調査項目、すなわち国名、

調査名、調査年、参加者数、調査参加者の

年齢層、食事調査法とした。一つの国に対

して複数の調査（異なる年に行われた同一

の調査など）の情報がある場合、調査年が

最新の情報のみを抽出した。ただし、異なる

調査で調査参加者の年齢が全く異なる場合

には、それぞれの調査を分けて表にまとめ

た。必要な情報に応じて食事調査に関する

文献 [23-25]を参照し、情報を補足した。 
 
（研究 5） 超加工食品の摂取量と食事の質

との関連の検討 

2013 年に日本の 20 地域（23 道府県）に住

む 20～69 歳の日本人成人 388 人から得ら
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れた食事記録のデータを使用した。参加者

は、4日間にわたって食べたり飲んだりしたも

のを全て計量して記録した。記録されたす

べての食品を、UNC の研究者らが開発した

食品分類の枠組み（表 1） [11]を用いて、加

工レベルが低い順に「未加工／最小限の加

工」「基本的な加工」「中程度の加工」「高度

な加工（超加工食品）」の 4 段階に分類した

（図 2）。食事の質は、Healthy Eating Index-
2015（アメリカ人のための食事ガイドラインの

順守の程度を測る指標）  [26]と Nutrient-
Rich Food Index 9.3（食事全体を栄養素密

度の観点から評価する指標） [27]の 2 つを

使って評価した。また、外食や惣菜など家庭

外で調理された料理を、①食材に分解せず

に料理ごと加工レベル別に分類する場合

（料理レベルでの分類）と、②料理に含まれ

る食材を個別に分類する場合（食品レベル

での分類）で、超加工食品の推定摂取量や、

食事の質との関連が異なるかどうかを調べ

た。 

（研究 6） 超加工食品の摂取量と尿中リン・

カリウム・ナトリウム排泄量との関連の検討 

研究 1 と同じ食事記録データを用いた。た

だし、参加者のうち正しい手順で 2 回の 24
時間蓄尿データが得られた 322 人のみを対

象とした。尿中リン・ナトリウム・カリウム排泄

量は 2 日間の 24 時間蓄尿の平均値として

算出した。尿中リン・ナトリウム・カリウム排泄

量と超加工食品の関連は重回帰分析で調

べた。食事記録から推定した各尿中排泄量

（mg/日）を従属変数とし、独立変数を超加

工食品の摂取重量（g/日）、エネルギー摂取

量（kcal/日）、食品の総摂取重量に対する重

量寄与割合（%グラム）、総エネルギー摂取

量に対するエネルギー寄与割合（％エネル

ギー）の 4 通りで検討した。調整変数は性

（男性・女性）、BMI（kg/m2）、年齢（歳）、身

体活動レベル（METｓ・時）、喫煙状況（非喫

煙者、過去喫煙者、現在喫煙者）、教育歴

（中学または高校、専門学校または短大、大

学または大学院）、総エネルギー摂取量

（kcal/日）とした。 

（研究 7） 超加工食品の摂取量と、食品選

択の価値観およびフードリテラシーとの関連

の検討 

2018年に日本の32都道府県に住む18～

80歳の日本人成人2232人を対象に実施し

た全国規模の質問紙調査のデータを用いた。

8つの食品選択の価値観（入手しやすさ、便

利さ、健康、伝統、感覚的魅力、オーガニッ

ク、快適さ、安全性） [28]に加え、栄養知識 
[29]、料理技術 [30]、食全般に関わる技能 
[30]、8つの食行動（空腹感、食物反応性、

感情的な過食、食物の楽しみ、満腹感反応

性、感情的な食欲不振、食べものの好き嫌

い、食事の遅さ） [31]によって特徴づけられ

るフードリテラシーを評価した。超加工食品

の 摂 取 量 は 、 簡 易 型 食 事 歴 法 質 問 票

（BDHQ）を使用して推定した。解析は男女

別 に 行 っ た 。 超 加 工 食 品 の 摂 取 量

（g/1000kcal）と年齢（歳）、BMI（kg/m2）、総

エネルギー摂取量（kJ/日）、食品選択の価

値観およびフードリテラシーの各スコアとの

関連を、重回帰分析により評価した。 
 
（研究 8） 超加工食品の摂取量と、年齢、性

別、喫煙状況等の個人的特性との関連の

検討 

2016～2018 年に日本の 32 都道府県に住

む 18～79 歳の日本人成人 2742 人から得ら

れた食事記録のデータを使用した。参加者
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は、8日間にわたって食べたり飲んだりしたも

のを全て計量して記録した。そして、記録さ

れたすべての食品を研究者が加工レベル

別に分類した。分類には、UNC の研究者ら

が開発した食品分類の枠組みを用いた（表

1） [11]。また、外食や惣菜などの家庭外で

調理された料理を、①料理に含まれる個々

の食材をそれぞれ加工レベル別に分類する

場合（超加工食品をより少なく見積もるシナ

リオ）と、②すべて超加工食品に分類する場

合（超加工食品をより多く見積もるシナリオ）

の2通りで食品分類を行なった。各推定シナ

リオにおいて超加工食品の摂取量を推定し、

個人的特性（年齢、性別、BMI、世帯収入、

教育歴、雇用形態、喫煙状況、身体活動量）

との間に関連があるかどうかを調べた。 
 
（研究 9） 残留農薬等の基準値が設定され

ている食品分類名への食品番号の付与 

残留農薬等の基準値が設定されている食

品リストに記載された 313 個の食品分類名の

それぞれに日本標準食品成分表（七訂）の

食品番号を付与した。まず各食品分類名に

ついて、該当する食品名が食品成分表にあ

るかどうかを検討した。しかし、食品リストと成

分表では食品の名称や分類の仕方が異な

るため、リストに記載されたすべての食品を

成分表の食品番号に一対一で紐づけること

が困難であった。そのため、ある食品分類名

に該当する食品が食品成分表に 1 つ以上あ

る場合には、それらの食品番号を以下のい

ずれかに分類した：（食品リストの食品分類

名に）①完全に当てはまる、②部分的にあて

はまる、③判断できない。たとえば食品リスト

の「あひるの筋肉（食品分類コード 004002）」

については、成分表の「かも・あひる・肉・皮

つき・生（食品番号 11203）」と「かも・あひる・

肉・皮なし・生（食品番号 11247）」を紐付け

た。「かも・あひる・肉・皮つき・生（食品番号

11203）」の一部分（皮を除いた部分）は「あ

ひるの筋肉」であるため「②部分的にあては

まる」とした。一方、「かも・あひる・肉・皮な

し・生（食品番号 11247）」はまさに「あひるの

筋肉」であるとみなし、「①完全に当てはまる」

とした。また、たとえば食品リストの「コーヒー

豆（食品分類コード 050000）」に抽出液を含

めるべきかどうか（部分的にあてはまると考え

てよいかも含めて）判断が困難であったため、

食品成分表に記載されている 6 つの食品、

すなわち豆乳・豆乳飲料・麦芽コーヒー（食

品番号 4054）、乳飲料・コーヒー（食品番号

13007）、ゼリー・コーヒー（食品番号 15088）、

コーヒー・浸出液（食品番号 16045）、コーヒ

ー・インスタントコーヒー（食品番号 16046）、

コーヒー・コーヒー飲料・乳成分入り・加糖

（食品番号 16047）を、③判断できない、とし

た。 
 
（各研究における倫理面への配慮） 

研究 2・4・9 については人を対象としたデ

ータを利用していないため倫理面での問題

がない。それ以外の研究は、ヘルシンキ宣

言のガイドラインに従って実施され、東京大

学医学部倫理委員会の承認を得ている。承

認番号は以下の通りである。研究 3・5・6：

10005 番、研究 7：12031 番、研究 1・8：11397
番。これらの研究では参加者全員から（研究

7 においては参加者が 20 歳未満の場合の

みさらに参加者の親から）、書面によるインフ

ォームド・コンセントを得た。 
 
Ｃ．研究結果 
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（研究 1） 計 8 日間の食事記録に 1 日以上

参加し、食事記録記入状況が電子データ化

された参加者の人数は 4692 人（1～6 歳 909
人（男児 453 人、女児 456 人）、7～64 歳 
3090 人（男性 1537 人、女性 1553 人（うち 14
～50 歳女性 960 人））、65 歳以上 693 人（男

性 346 人、女性 347 人））であった。1～6 歳

児 909 人において 1 人・日以上登場した食

品は 1,631 食品であった。7～64 歳の男女

3090 人において 1 人・日以上登場した食品

は 1965 食品であった。65 歳以上の男女 693
人において 1 人・日以上登場した食品は

1812 食品であった。集計表については量が

膨大であるため本報告書末尾の別表 1～10
に示す。 
 
（研究 2） 加工食品の主な分類システムとし

て 、 欧 州 で は European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition 
（EPIC）における分類 [32]、European Food 
Information Resource Network of Excellence 
（ EuroFIR ） に よ る 分 類  [33] 、 米 国 で は

International Food Information Council 
(IFIC) による分類 [34]などが使用されてい

ることがわかった。世界的にもっとも広く使わ

れている分類システムは 2010 年にブラジル

サンパウロ大学で提唱された NOVA [35]で
あり、これは食品を食品の特性、程度、目的

に 応 じ て ① unprocessed or minimally 
processed foods 、 ② processed culinary 
ingredients 、③ processed foods 、④ ultra-
processed foods の 4 つのグループに分類す

るものであった。この分類システムは国際連

合食糧農業機関やブラジルの食事ガイドラ

インでも用いられていた [13, 36]。この分類

を和訳した結果と、食品の例を食品群ごとに

整理した結果を表 3 下部に示す。例えば、

生 の 果 実 は unprocessed or minimally 
processed foods に分類されるが、缶詰の果

物は processed foods に分類されていた。 
Ultra-processed foods に関する先行研究

レビューの結果、165 編の論文が得られた。

レビューを通して明らかになったことは以下

のとおりである：①最初の論文は 2014 年に

出版され、その後論文数が年々増加してい

た、②論文のシェアはブラジルで最も大きく

（28%）、そのあとにオーストラリア（9%）、スペ

イン（8%）、フランス（7%）、カナダ（6%）、UK
（5%）が続いている、③24 時間畜尿を生体

指標として栄養素摂取量を調査した研究は

一つだけであった、④ultra-processed foods
の摂取量は重量（g）ではなく総エネルギー

摂取量に占めるエネルギー割合（%energy）

として表されることが多い、⑤ultra-processed 
foods と様々な健康関連指標（例：肥満、死

亡率、糖尿病、高血圧、冠動脈疾患、うつ）、

食事指標（例：食事の質、栄養素摂取量、添

加糖類摂取量)、社会統計学的因子などと

の関連が調べられていた。 
日本で NOVA を用いた論文は 2 編あっ

た。一つは埼玉県における食事調査データ

（1 日または 2 日の食事記録）を用いて、

ultra-processed foods のエネルギー寄与の三

分位と、総エネルギー摂取量と 23 の栄養素

の摂取量との関連を調べた横断研究であっ

た [37]。この研究では超加工食品からの摂

取エネルギーの多さが食事の質の低さ（不

適切な栄養素摂取）と関連するという結果が

示された。しかし、研究の限界点として、調

査が 1 つの県でしか行われていないため一

般化可能性が低いことや、食事記録の回答

率が低いこと（51％）などが挙げられた。また、
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いくつかの食品（バターなど）の分類が先述

の Monteiro らによる論文における NOVA の

食品分類と異なっていた。二つ目の論文は、

神奈川県で市町村国保健康診断を受けて

いる参加者の 1～3 日間の食事記録を使用

して、Ultra-processed foods のエネルギー寄

与の三分位数と総エネルギー摂取量、23 の

栄養素の摂取量、および肥満との関連を調

べた横断研究であった [38]。結果として、

ultra-processed foods からの摂取エネルギー

が多い群は body mass index が有意に高い

ということが明らかになった。一方で、一つ目

の研究と同様に調査が 1 つの県でしか行わ

れていないため一般化可能性が低いという

限界点があった。 
 
（研究 3） 参加者の特性を表 4 に示す。参

加者の平均年齢は 44.5（標準偏差 13.4）歳、

平均 BMI は 23.3（標準偏差 3.6）kg/m2 であ

った。 
 参加者全体の加工レベル別の食品摂取

量を表 5 に示す。 「高度な加工」に分類さ

れた食品の重量寄与率は、方法 A では 32%、

方法 B では 21％であり、方法 A のほうが高

かった。同様に、エネルギー寄与率も方法 A
（48％）のほうが方法 B（33％）よりも高かった。

この傾向は、表 6～9 に示す参加者特性別

の解析でも一貫してみられた。参加者特性

のカテゴリー別の傾向は方法 A と B で一貫

していたため、以下からは方法 A の結果に

ついて述べる。 
 男女別の加工レベル別の食品摂取量を表

6 に示す。「高度な加工」食品の重量寄与率

は男性で 36%、女性で 27%であり、男性の

ほうが有意に高かった。一方、エネルギー寄

与率は男性で 49%、女性で 47%であり、男

女で有意差がみられなかった。 
 年齢カテゴリー別の加工レベル別の食品

摂取量を表 7 に示す。「高度な加工」食品の

重量寄与率は 60 歳未満の各年齢カテゴリ

ーの平均値が 31～37％であったのに対し、

60 歳以上では 24%であり、他のどの年齢層

と比べても有意に低かった。同様にエネル

ギー寄与率も 60 歳未満の各年齢カテゴリー

の平均値が 47～56%であったのに対し、60
歳以上では 40%であり、他の年齢層と比べ

て有意に低かった。 
 BMI カテゴリー別の加工レベル別の食品

摂取量を表 8 に示す。「高度な加工」食品の

重量寄与率とエネルギー寄与率には、BMI
カテゴリーによる有意差はみられなかった。 
 喫煙歴別の加工レベル別の食品摂取量を

表 9 に示す。「高度な加工」食品の重量寄与

率は、喫煙歴のないグループで 28%、現在

喫煙しているグループで 38%であり、喫煙歴

のないグループのほうが有意に低かった。

同様に、「高度な加工」食品のエネルギー寄

与率は喫煙歴のないグループで 46%、現在

喫煙しているグループで 52%であり、喫煙歴

のないグループのほうが有意に低かった。 
 
（研究 4） 日本を含む 41 か国における 56 件

の全国レベルの食事調査の方法を表 10 に

示す。世帯を対象とした調査が行われてい

るのは日本・中国・オーストラリア・ブラジル・

ロシアの 5 か国のみであり、他の多くの国で

は個人を対象とした食事調査が行われてい

た。調査参加者の年齢層は幅広く、日本の

国民健康・栄養調査を含む 44 件の調査が 1
歳以上を調査対象とする一方で、11 件の調

査では 0 歳児も調査対象に含めていた。 
食事調査法に関しては、24 時間思い出し
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法を用いた調査が 33 件と最も多く、それに

続いて食事記録法が 25 件、食物摂取頻度

調査法が 20 件の調査で用いられ、このほか

に食事歴法や食物摂取傾向調査票も少数

ながら使用されていた。各調査法の合計が

全調査数の 56 を上回る理由は、複数の食

事調査法を併用している調査が 21 件存在

するためである。このうち 14 件は 2 つの方法

を併用しており、7 件は 3 つの方法を使用し

ていた。併用されることが最も多い組み合わ

せは、24 時間思い出し法と食物摂取頻度調

査法であった。日本では食事記録法のみを

用いていた。 
24 時間思い出し法と食事記録法の調査

日数は最短で 1 日であった。1 日のみの調

査を行っていたのはロシア、韓国（いずれも

24 時間思い出し法）に加え、日本、イスラエ

ル、オーストリア（いずれも食事記録法）の 5
か国のみであった。最長の調査日数は 24 時

間思い出し法では 3 日間（中国・フランス）、

食事記録法では 8 日間（ドイツ、ただし一部

の調査参加者のみ）であった。24 時間思い

出し法の79%、食事記録では全調査の 76％

で複数日にわたる調査を実施していた。 
 

（研究 5） 1 日の総エネルギー摂取量に対し

て超加工食品が占める割合は、家庭外で調

理された料理を料理レベルで分類した場合

は 48%、食品レベルで分類した場合は 33%
であり、料理レベルで分類した場合のほうが

超加工食品の割合を大きく見積もることが分

かった。また、食品または料理レベルの分類

方法にかかわらず、超加工食品からの総エ

ネルギー摂取量のうち、最も寄与割合が大

きい食品群は、穀類およびでんぷん質の食

品（パンや麺など）であった（図 3）。同様に、

食品の分類方法にかかわらず、超加工食品

からのエネルギー寄与割合が大きい集団ほ

ど 、 Healthy Eating Index-2015 お よ び

Nutrient-Rich Food Index 9.3 の合計得点が

低い、すなわち食事の質が低いことがわか

った（図 4）。 

（研究 6） 超加工食品の摂取重量、エネル

ギー摂取量、重量およびエネルギーの寄与

割合のいずれも、リン・カリウム・ナトリウムの

尿中排泄量との間に、有意な関連が見られ

なかった。 
 
（研究 7） 男性では、調理技術と満腹感反

応性のスコアがそれぞれ 1 標準偏差増加す

る と 、 超 加 工 食 品 の 摂 取 量 が そ れぞれ

22.1g/1000kcal（95％信頼区間：6.6–37.5）、

15.4g/1000kcal（95％信頼区間：6.0–24.7）増

加することがわかった。女性では、年齢と食

の安全性を重視する価値観および栄養知

識のスコアが 1 標準偏差増加すると、超加工

食品の摂取量が 16.4g/1000kcal（95％信頼

区間：−23.4-9.3）、9.9g/1000kcal（95％信頼

区間：−19.1–0.7）、11.1g/1000kcal（95％信

頼区間：−17.0–−5.3）だけ減少し、一方、満

腹反応性スコアが 1 標準偏差増加すると、

超 加 工 食 品 の 摂 取 量 が 13.1g/1000kcal
（95％CI：6.8–19.4）だけ増加することがわか

った。 
 
（研究 8）1 日の総エネルギー摂取量に対し

て超加工食品が占める割合の平均値は、超

加工食品をより多く見積もるシナリオでは

42%、超加工食品をより少なく見積もるシナ

リオでは 28%であった。また、シナリオにかか

わらず、超加工食品からの総エネルギー摂

取量に占める割合が最も大きい食品群は、
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穀類およびでんぷん質の食品（パンや麺な

ど）であった（図 5）。さらに、超加工食品の摂

取量と個人特性との関連に関しては、各シ

ナリオで共通する結果が見出された。すな

わち、総エネルギー摂取量のうち超加工食

品が占める割合は、60～79 歳の群に比べて

18～39 歳の群で統計的に有意に高く、過去

に喫煙していた群および一度も喫煙したこと

のない群と比べて喫煙者群で統計的に有意

に高いことが明らかになった（図 6）。 
 
（研究 9） 食品リストに記載された 313 個の

食品分類名のうち、食品成分表に該当する

食品番号がない食品は 49 個あった。1 つの

食品番号と紐付けられる食品分類名は 47
個あり、残りの 217 個は 2 つ以上の食品番

号と紐付けられた。付与された食品番号が

最も多い例として、食品分類コード 230000
の「魚介類」は 443 個の食品番号と結び付け

られた。 
 
Ｄ．考察 
研究 1 では、全国食事調査の結果をもとに、

食品と食品群摂取量の分布を明らかにした。

食事記録調査の結果に関しては、砂糖およ

び甘味類・油・調味料・小麦粉を摂取した場

合、参加者は原則として秤量をせずに名称

のみを記入し、調査事務局にて摂取量の推

定を行った。そのため、これらの食材に関し

ては秤量が行われた他の食材と比べて推定

精度が低い可能性がある。 
研究 2 の結果より、加工食品の分類方法

に関しては、NOVA 分類は栄養政策の決定

や疫学研究に広く用いられている一方で、

食品の定義や分類に一貫性がないという問

題点があることを認識した [20, 39, 40]。 

また、日本人の ultra-processed foods の摂

取状況に関する研究は 2 つしかなく、その調

査集団の人数と居住地域が限定的であるこ

とから、より代表性の高い集団における大規

模な食事調査の結果に基づいて日本人に

おける加工食品の摂取量を明らかにするこ

と、またそれらと健康関連指標との関連を検

討することは喫緊の課題であると考えられた。

また、NOVA の分類では日本でよく食べられ

るような食品の分類は例示されておらず、日

本における先行研究はいずれも同じ研究グ

ループによるものである。したがって、日本

人の食事に登場する食品を加工の程度に

応じてどのように分類するか、何を加工食品

として分類するかという点は今後の研究課題

であると考えられた。 
研究 3 では、本研究では食品を加工レベ

ルに応じて分類するためのシステムを構築し、

その方法について記述するとともに、日本人

集団における加工食品の重量・エネルギー

寄与率を調べた。加工食品の分類方法によ

る違いをみると「高度な加工」食品のエネル

ギー寄与率は方法 A で 48％、方法 B で

33％であり、方法 A において高かった。方法

A では商品情報がない既製の料理を分解

せずそのまま「高度な加工」に分類する一方、

方法 B では食品レベルまで分解して分類す

るため、この結果は当然といえる。どちらの

方法がよいかどうかは現時点では不明だが、

方法により「高度な加工」食品の摂取量の見

積もりに 15%の差が出る点は、加工食食品

の摂取量を推定したり、異なる調査間でデ

ータを比較したりする際に考慮する必要があ

る。 
本研究と同じ UNC の分類システムを使用

した先行研究（2012 年に米国で行われた世
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帯を対象とした食品購入状況調査(4)）では、

高度な加工食品のエネルギー寄与率は

61%であった。よって、方法によらず、日本

人における「高度な加工」食品のエネルギー

寄与率はかなり米国に比べて低いレベルで

あることが明らかになった。 
 性別間で比較すると、「高度な加工」食品

の重量寄与率は男性のほうが高い一方で、

エネルギー寄与率は女性のほうが高かった。

これは、女性のほうがエネルギー密度の高

い「高度な加工」食品をより多く摂取している

ためと考えられる。 
 また、60 歳以上の高齢なグループは、より

年齢の若いグループと比べて「高度な加工」

食品の重量・エネルギー寄与率が低かった。

さらに、喫煙歴のないグループは現在喫煙

しているグループに比べて「高度な加工」食

品の重量・エネルギー寄与率が低かった。

我々の知る限り、日本人集団において、こう

した参加者の特性による加工食品の摂取量

の違いはこれまで報告されていない。加工

食品による健康影響や、添加物や農薬の摂

取量は属性によって異なると考えられるため、

今後検討が必要であると考えられた。 
研究 4 では、文献 [21]は世帯を対象とし

た調査を除外していることもあるが、欧米の

ほとんどの国では個人を対象とする調査を

行っていた。食事調査法については詳細な

食事データを得られる方法である 24 時間思

い出し法と食事記録法が広く用いられてい

た。 
複数の食事調査法を組み合わせて使用

している調査が全体の 4 割程度存在した。こ

れらの調査ではそれぞれの調査法からの推

定摂取量を比較することで、精度向上につ

なげていた [22]。先行研究 [22]でも指摘さ

れているように、日本では食事記録法のみ

を使用し、一日のみの調査のため、食事の

日間変動や調査方法による推定摂取量の

差異が考慮されていない。日本の国民健

康・栄養調査が世帯対象で 1 日のみの調査

であることは、データを各国の食事調査との

直接的な比較を困難にするだけでなく、科

学的に不十分とみなされ国際学術誌に論文

を掲載するにあたってのハードルになる可

能性があり、今後の検討課題であると考えら

れた。 
ところで、本研究で 2016 年から 2019 年に

かけて実施した食品摂取頻度・摂取量調査

は、詳細な食事記録調査を 4692 人に対して

各季節 2 日間、合計 8 日間行った大規模な

全国食事調査である。この食品摂取頻度・

摂取量調査と、今回レビューに含めた食事

調査のなかで 24 時間思い出し法と食事記

録法を行っていた 47 の調査（国民健康・栄

養調査を含む）について、参加者数と調査

日数をプロットしたものが図 7 である。食品摂

取頻度・摂取量調査の参加者数・調査実施

期間は、各国の調査の中でも参加者数と調

査日数ともに上位にある。また、全国から参

加者を募っているために代表性が高く、全

国の管理栄養士の協力の下、標準的かつ

丁寧な手法で食事記録とデータ整理を行っ

たという方法的利点がある。これらのことから、

食品摂取頻度・摂取量調査から得られたデ

ータは、基礎データとして世界の食事調査

に比肩するものであり、食事中の化学物質

に関する政策決定にとどまらず、様々な目

的の健康・栄養行政に広く資するものである

と考えられる。 
研究 5 と研究 9 では、日本人成人におい

て 1 日の総摂取エネルギー量のうち超加工
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食品から摂取するエネルギーの割合は、少

なく見積もると 28%、多く見積もると 48%であ

ることが明らかになった。諸外国における超

加工食品からのエネルギー寄与割合は、食

生活の違いだけでなく超加工食品の分類方

法や食事調査方法の違いによりばらつきが

あるが、本研究で得られた値はイタリアより高

く（17%）  [41]、英国（53%）  [42]やカナダ

（54%） [43]、米国（59%）[21]より低い一方

で、日本の小規模な先行研究（38% [37]）や、

ブラジル（24%） [44]、 韓国（26%） [45]、
チリ（29%） [46]、メキシコ（30%） [47]、フラ

ンス（36%） [16]、オーストラリア（39%） [48]
などで行われた研究と同程度であった。 
 また、研究 1 において観察された、超加工

食品の摂取量と食事の質との負の関連は、

他の多くの国でも一貫して観察されている 
[4-7]。さらに超加工食品の摂取過多は、過

体重や肥満、心血管疾患や脳血管疾患、メ

タボリックシンドローム、うつ病、死亡率など

の健康上の不利益につながる可能性がある

ため [1-3]、注意を要する。 
 研究 7 および 8 では、超加工食品の摂取

に関わる個々人の内的・外的要因を明らか

にした。研究 7 では、食品選択の価値観や

食品リテラシーに関するいくつかの因子が

超加工食品の摂取と関連するとともに、関連

する因子は男女で異なることが示唆された。

これらの知見は、超加工食品の摂取に関す

る栄養政策を検討する際に重要であると考

えられる。また、研究 8 の結果より、超加工食

品の摂取量を減らすための介入戦略におい

て、若年層と現在喫煙している人々をターゲ

ットにすることが有効であるかもしれない。 
 研究 5 では、残留農薬等の基準値が設定

されている食品リストに記載された食品分類

名のうちおよそ 6 分の 1 が、食品成分表に

記載された食品番号のいずれに当てはまら

なかった。また、約 7 割の食品が 2 つ以上の

食品番号と紐付けられた。1 対 1 対応になら

ないのは、残留農薬等の基準値が設定され

ている食品リストと成分表で、食品の分類や

名称が大きく異なるためと考えられる。ある

食品番号を付与すべきか判断の難しい食品

分類名も多かったため、食事データから残

留農薬の摂取量を解析できるようにするため

には今後さらなる検討が必要であると考えら

れる。 
 
Ｅ．結論 

本研究では、全国食事調査の実施とデー

タ集計を行い、日本人の食事摂取状況を明

らかにした。また、日本における加工食品に

関する研究は少なく、加工食品の分類方法

の日本人の食事への適用方法については

検討の必要があることが示された。そこで、

食事記録や食事歴法質問票を用いて、食

品を加工レベルに応じて分類するシステム

を構築し、日本人における加工食品の摂取

量を記述にした。また、各国の食事調査法

の違いを調べたところ、個人に対する複数

日の食事調査が広く行われていることが明ら

かになった。よって、本課題で使用されてい

る 2016 年から 2019 年にかけて実施した食

品摂取頻度・摂取量調査は、世界各国の食

事調査に比肩する価値を有するものであり、

化学物質の推定のみならず各種栄養・行政

に大きく貢献しうると考えられる。 
さらに、一連の研究の結果は、超加工食

品は日本人の総エネルギー摂取量のうち 4
分の 1 から半分程度を占めており、日本人

の食生活に一定程度寄与していることを示
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した。超加工食品が健康状態を悪化させる

可能性があることを考えると、とくに若年者や

喫煙者といった超加工食品の摂取割合が比

較的大きい層を対象にした栄養教育が必要

であるかもしれない。また、年齢や喫煙状況

だけでなく、たとえば女性では栄養の知識な

どが超加工食品の摂取量と有意な関連がみ

られることから、栄養の知識をつけるなどの

個々人の食品選択の価値観やフードリテラ

シーに応じた対策も有用だと考えられる。ま

た、食事データから残留農薬の摂取量を解

析できるようにするためには、現行の各食品

分類名に食品成分表からどの食品番号を付

与すべきかについて今後さらなる検討が必

要であると考えられる。 
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図１. 食事記録調査のデータ収集から集計まで 
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表 1. ノースカロライナ大学チャペルヒル校の研究者が開発した分類システム  
カテゴリー サブカテゴリー 定義 食品の例 
未加工／最小限の加

工 
なし 自然界に存在する食品固有の特性を変化させな

い、全くまたは極めて僅かな加工を加えた単一の

材料からなる食品 

牛乳、コーヒー豆、果物、野菜、

卵、玄米、生クリーム、はちみつ、

ハーブ、スパイス、こしょう 
基本的な加工 加工された基本食材 物理的または化学的プロセスを用いて抽出または

精製され、食品固有の特性を変化させることによっ

て得られた単一の分離された食品成分 

甘味料を加えていない、濃縮還元

ではない果物ジュース、卵の白

身、全粒粉、全粒粉パスタ、油、無

塩バター、佐藤、メープルシロッ

プ、塩  
基本的な保存または予備

調理をするための加工 
保存または予備調理を目的として物理的または化

学的処理により加工されてはいるものの、単一の食

品として存続する最小限に加工された食品 

甘味料を加えていない、濃縮還元

の果物ジュース、粉ミルク、インス

タントコーヒー、甘味料が加えられ

ていない缶詰めの果物や野菜や

豆、味付けされていない缶詰の

肉、精製小麦粉からできたパスタ、

精製小麦粉、白米、サワークリー

ム、プレーンヨーグルト 
中程度の加工 風味づけのための中程度

の加工 
風味を向上させる目的で風味添加物を添加した最

小または中程度の加工を施した単一食品で、元の

植物・動物素材と直接認識することができるもの 

甘味料が加えられた／風味付けさ

れた果物や野菜のジュース・お

茶・豆乳・缶詰の果物、ジャム、ポ

テトチップス、ベーコン、ハム、甘
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いコーンフレーク、チーズ、甘いヨ

ーグルト、有塩バター  
中程度に加工された穀物

製品 
全粒粉に水、塩、イーストを加えて作られた穀物製

品 
全粒粉のパンやトルティーヤ、クラ

ッカー 
高度な加工 高度に加工された食材 工業的に製造された複数の食材の混合物で、元の

植物・動物素材が分からなくなる程度まで加工し、

添加物として摂取されるもの（調味料、ディップ、ソ

ース、トッピング、または混合料理の具材） 

トマトソース、サルサ、パン粉、マ

ーガリン、ショートニング、ホットケ

ーキシロップ、人工甘味料、ケチャ

ップ、ソース  
高度に加工された独立アイ

テム 
工業的に製造された複数の食材の混合物で、もは

や元の植物・動物源として認識できない程度に加

工され、通常、添加物として摂取されないもの 

炭酸飲料、酒、スポーツドリンク、

エナジードリンク、調味済みのポテ

トサラダ、ソーセージ、ホットドッ

グ、スパム、精製小麦粉で作られ

たパンやトルティーヤ、アイスクリ

ーム、飴、チョコレート 
参考文献 [11]の表 1 から作成。 
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  サプリメントを除く、食事記録に
登場するすべての料理 

 (延べ 25,989 個) 

自家製料理*  
(14,223 個) 

既成の料理 
(11,766 個) 

各食材 (46,782 個) を食品番
号に基づいて分類 

150 の料理については「自家
製」と「その他」†の食材 (198 個) 
を分離して、食品番号に基づい

て分類した 

単一の食材からなる料
理 

(5832 個)  
複数の食材からなる料理 

(5934 個) 

商品情報がある料理‡  
(1692 個)  

各食材 (5832 個) 
を食品番号に基づ

いて分類 

各料理 (1692 個) を
食材に分解せずそのま

ま分類した 

商品情報がない料理 
(4242 個) 

方法 A 
各料理 (4242 個) を食材に分解せずそのま
ま分類した 
方法 B 
各料理 (4,242 個) を食材 (25,398 個) に
分解して、食品番号に基づいて分類した. 
 

ステップ 1 

ステップ 2 

ステップ 3 ステップ 4 

図 2. 食品と料理の分類のフローチャー 
*新鮮な果物や野菜など、生の状態で食べる食品を含む。 
†「その他」の食品には、家庭で調理する前の未加工の食材（新鮮な野菜、肉、魚、牛乳など。但し水は除く）と、家庭で調理する際や家庭の食卓で使う調味料（サン
ドイッチを作る際に使うマヨネーズなど）を含む。 
‡包装食品の商品名、ブランド名、製造会社名、ファーストフード店のチェーン名などが記載された調理済み料理。 
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表 2. 食事調査方法のレビュー論文における食事調査の抽出方法 
参考文献番号  [21]  [22] 
調査方法 ・調査著者や関係者へのメールの問い合わせ 

・文献データベース（Web of Science、Medline、Google 
Scholar、Scopus）のシステマティックレビュー 

検索式：(survey* OR research* [TS]) AND (nutrition* 
OR diet* OR  food* [TS]) AND (list of countries) 

・ウェブ検索 

各国の調査実施期間のウェブページ・調査結果報告書・論

文などのウェブ検索 

調査対象期間 1990～2016 ～2019 
対象国 WHO ヨーロッパ地域事務局の 53 カ国のうち、34 か国にお

ける 109 の調査 
11 か国 

参加者 子供および大人 子供および大人 
調査の組み入れ基

準 
・個人レベルで実施される調査集団 
・国を代表する規模の調査 
・公表済みおよび未公表の報告書、学術雑誌、ウェブサイト

から報告された調査結果 
・2 歳以上の個人を含む調査 
・特定の食品群ではなく食事全体を対象とした調査 
（言語の縛りなし） 

・国を代表する規模の調査 
・英語で書かれた資料・文献 

調査の除外基準 ・集団（世帯）レベルで収集される調査 
・調査全国規模ではない、地域限定の調査 
・1990 年以前にデータを収集した調査 
・2 歳未満のみをサンプルとする調査 
・食品群の網羅性が不完全な調査 
・参加者数が少ない（200 人未満の）調査 

なし 
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表 3. NOVA における加工食品の定義と食品の例 
  

1) Unprocessed or 
minimally processed 
foods 

2) Processed culinary 
ingredients 

3) Processed foods 4) Ultra-processed foods 

  Definition Unprocessed: edible parts 
of plants (fruits, seeds, 
leaves, stems, roots, 
tubers) or of animals 
(muscle, offals, eggs, 
milk), and also fungi, 
algae and water, after 
separation from nature. 
Minimally processed: 
unprocessed foods altered 
by industrial processes 
such as removal of 
inedible or unwanted parts, 
drying, crushing, grinding, 
fractioning, roasting, 
boiling, pasteurisation, 
refrigeration, freezing, 
placing in containers, 
vacuum packaging, non- 
alcoholic fermentation, 
and other methods that do 
not add salt, sugar, oils or 
fats or other food 
substances to the original 
food. The main aim of 
these processes is to 
extend the life of 
unprocessed foods, 
enabling their storage for 
longer use, and, often, to 
make their preparation 
easier or more diverse. 
Infrequently, minimally 
processed foods contain 
additives that prolong 
product duration, protect 
original properties or 

Substances obtained 
directly from group 1 
foods or from nature by 
industrial processes such 
as pressing, centrifuging, 
refining, extracting or 
mining. Their use is in the 
preparation, seasoning and 
cooking of group 1 foods. 
These products may 
contain additives that 
prolong product duration, 
protect original properties 
or prevent proliferation of 
microorganisms. 

Products made by adding 
salt, oil, sugar or other 
group 2 ingredients to 
group 1 foods, using 
preservation methods such 
as canning and bottling, 
and, in the case of breads 
and cheeses, using non-
alcoholic fermentation. 
Processes and ingredients 
here aim to increase the 
durability of group 1 foods 
and make them more 
enjoyable by modifying or 
enhancing their sensory 
qualities. These products 
may contain additives that 
prolong product duration, 
protect original properties 
or prevent proliferation of 
microorganisms. 

Formulations of 
ingredients, mostly of 
exclusive industrial use, 
that result from a series of 
industrial processes (hence 
‘ultra- processed’), many 
requiring sophisticated 
equipment and technology. 
Processes enabling the 
manufacture of ultra-
processed foods include the 
fractioning of whole foods 
into substances, chemical 
modifications of these 
substances, assembly of 
unmodified and modified 
food substances using 
industrial techniques such 
as extrusion, moulding and 
pre-frying, frequent 
application of additives 
whose function is to make 
the final product palatable 
or hyper- palatable 
(‘cosmetic additives’), and 
sophisticated packaging, 
usually with synthetic 
materials. Ingredients often 
include sugar, oils and fats, 
and salt, generally in 
combination; substances 
that are sources of energy 
and nutrients but of no or 
rare culinary use such as 
high fructose corn syrup, 
hydrogenated or 
interesterified oils, and 
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prevent proliferation of 
microorganisms. 

protein isolates; cosmetic 
additives such as flavours, 
flavour enhancers, colours, 
emulsifiers, sweeteners, 
thickeners, and anti-
foaming, bulking, 
carbonating, foaming, 
gelling, and glazing agents; 
and additives that prolong 
product duration, protect 
original properties or 
prevent proliferation of 
microorganisms. Processes 
and ingredients used to 
manufacture ultra- 
processed foods are 
designed to create highly 
profitable products (low 
cost ingredients, long shelf-
life, emphatic branding), 
convenient (ready-to-
consume) hyper-palatable 
snacked products liable to 
displace all other NOVA 
food groups, notably group 
1 foods. 
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  日本語訳 Unprocessed foods： 
自然から分離した後の食
用部分の植物（果物、種
子、葉、茎、根、塊茎）また
は動物（筋肉、内臓、卵、
牛乳）、きのこ、藻類、水 
 
Minimally processed 
foods：Unprocessed foods
を工業プロセスによって加
工したもの。（加工：食べら
れない部分や不要な部分
の除去、乾燥、粉砕、研
磨、分別、焙煎、煮沸、低
温殺菌、冷蔵、冷凍、容
器への保管、真空包装、
非アルコール発酵。この
ほか、元の食品に塩、砂
糖、油、脂肪、その他の食
品を加えない方法も含む) 
これらのプロセスの主な目
的は、unprocessed foods
の寿命を延ばすこと、長
期間使用できるように貯蔵
すること、また、調理をより
簡単に、より多様にするこ
とである。 まれに、
minimally processed foods
には、製品の持ちを良くし
たり、元の特性を保護した
り、微生物の増殖を防止し
たりする添加剤が含まれ
る。 

グループ 1 の食品あるい
は自然から直接、または
圧搾、遠心分離、精製、
抽出、採掘などの工業プ
ロセスによって得られた物
質。  
それらの用途は、グルー
プ 1 の食品の調製、調
味、調理にある。  
これらの製品には、製品
の持ちを良くしたり、元の
特性を保護したり、微生物
の増殖を防止したりする
添加剤が含まれていること
がある。 

グループ 1 の食品に塩、
油、砂糖、またはその他の
グループ 2 の食材を加え
たうえで、缶詰や瓶詰めな
どの保存方法、パンやチ
ーズの場合は非アルコー
ル発酵を使用して製造さ
れた製品。  
ここでのプロセスと成分
は、グループ 1 の食品の
保存性を高め、官能的な
品質を変更または強化す
ることで、より楽しめるよう
にすることを目的とする。 
これらの製品には、製品
の持ちを良くしたり、元の
特性を保護したり、微生物
の増殖を防止したりする
添加剤が含まれていること
がある。 

一連の工業プロセスから
生じる、もっぱら工業用途
の成分の配合・形成であり
（したがって「超加工」とよ
ばれる）、その多くは高度
な機器と技術を必要とす
る。超加工食品の製造を
可能にするプロセスには、
Whole foods の物質への
分別、これらの物質の化学
修飾、押し出し、成形、予
備揚げなどの工業技術を
使用した未修飾および修
飾食品物質の組み立て、
製品を palatable、または
hyper-palatable（consmetic 
additives）にする機能を持
つ添加物の頻繁な使用、
洗練されたパッケージにす
る通常は合成材料を使用
して洗練されたパッケージ
にすることなどを含む。 
成分には、砂糖、油脂類、
塩が組み合わされて含ま
れることが多い。また、エネ
ルギー源および栄養素で
あるが、料理には全くまた
はめったに使用されない
以下のような物質も含む：
高フルクトースコーンシロッ
プ、硬化油またはエステル
交換油、タンパク質分離物
／フレーバー、フレーバー
エンハンサー、着色料、乳
化剤、甘味料、増粘剤、消
泡剤、増量剤、炭酸化剤、
発泡剤、ゲル化剤、光沢
剤などの化粧品添加物／
製品の保存期間を延長
し、元の特性を保護し、微
生物の増殖を防ぐ添加
剤。 
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超加工食品の製造におけ
るプロセスと使用される材
料は、収益性の高い製品
（低コストの材料、長い貯
蔵寿命、強調されたブラン
ディング）や、便利な（すぐ
に食べられる）非常に口当
たりの良いスナックで他の
すべての NOVA グループ
（特にグループ 1 の食品）
に取って代わる製品を作る
ために製造される。 
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  各加工レベルにおける
食品の例 

Fresh, squeezed, chilled, 
frozen, or dried fruits and 
leafy and root vegetables; 
grains such as brown, 
parboiled or white rice, 
corn cob or kernel, wheat 
berry or grain; legumes 
such as beans, lentils, and 
chickpeas; starchy roots 
and tubers such as 
potatoes, sweet potatoes 
and cassava; fungi such as 
fresh or dried mushrooms; 
meat, poultry, fish and 
seafood, whole or in the 
form of steaks, fillets and 
other cuts, fresh or chilled 
or frozen; eggs; fresh or 
pasteurized milk; fresh or 
pasteurised fruit or 
vegetable juices (with no 
added sugar, sweeteners or 
flavours); grits, flakes or 
flour made from corn, 
wheat, oats, or cassava; 
tree and ground nuts and 
other oily seeds (with no 
added salt or sugar); herbs 
and spices used in culinary 
preparations, such as 
thyme, oregano, mint, 
pepper, cloves and 
cinnamon, whole or 
powdered, fresh or dried; 
fresh or pasteurized plain 
yoghurt; tea, coffee, and 
drinking water. Also 
includes foods made up 
from two or more items in 
this group, such as dried 
mixed fruits, granola made 
from cereals, nuts and 

Vegetable oils crushed 
from seeds, nuts or fruits 
(notably olives); butter and 
lard obtained from milk 
and pork; sugar and 
molasses obtained from 
cane or beet; honey 
extracted from combs and 
syrup from maple trees; 
starches extracted from 
corn and other plants, and 
salt mined or from 
seawater, vegetable oils 
with added anti-oxidants, 
and table salt with added 
drying agents. Includes 
products consisting of two 
group 2 items, such as 
salted butter, and group 2 
items with added vitamins 
or minerals, such as 
iodised salt. 

Canned or bottled 
vegetables and legumes in 
brine; salted or sugared 
nuts and seeds; salted, 
dried, cured, or smoked 
meats and fish; canned fish 
(with or without added 
preservatives); fruits in 
syrup (with or without 
added anti-oxidants); 
freshly made unpackaged 
breads and cheeses. 

Carbonated soft drinks; 
sweet or savoury packaged 
snacks; chocolate, candies 
(confectionery); ice-cream; 
mass-produced packaged 
breads and buns; 
margarines and other 
spreads; cookies (biscuits), 
pastries, cakes, and cake 
mixes; breakfast ‘cereals’, 
‘cereal’ and ‘energy’ bars; 
‘energy’ drinks; milk 
drinks, ‘fruit’ yoghurts and 
‘fruit’ drinks; ‘cocoa’ 
drinks; ‘instant’ sauces; 
infant formulas, follow-on 
milks, other baby products; 
‘health’ and ‘slimming’ 
products such as meal 
replacement shakes and 
powders. Many ready to 
heat products including 
pre-prepared pies and pasta 
and pizza dishes; poultry 
and fish ‘nuggets’ and 
‘sticks’, sausages, burgers, 
hot dogs, and other 
reconstituted meat 
products, and powdered 
and packaged ‘instant’ 
soups, noodles and 
desserts. 
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dried fruits with no added 
sugar, honey or oil; pasta, 
couscous and polenta 
made with flours, flakes or 
grits and water; and foods 
with vitamins and minerals 
added generally to replace 
nutrients lost during 
processing, such as wheat 
or corn flour fortified with 
iron and folic acid. 

食品群ごとの分類         
1 Cereals Brown, parboiled or white 

rice; flakes or flour made 
from wheat or oats; Wheat 
fortified with iron and 
folic acid; Pasta made with 
flours, flakes or grits and 
water; Corn cob or kernel; 
wheat berry or grain; grits, 
flakes made from corn or 
cassava; granola made 
from cereals; couscous and 
polenta made with flours, 
flakes or grits and water; 
corn flour fortified with 
iron and folic acid 

Starches extracted from 
corn and other plants 

Freshly made unpackaged 
breads; udon (boiled or 
dried udon wheat 
noodles), steamed or 
dried wheat noodles 

Mass-produced packaged 
breads and buns; breakfast 
‘cereals’, ‘cereal’ and 
‘energy’ bars; ready to heat 
products including pre-
prepared pies and pasta and 
pizza dishes and packaged 
‘instant’ noodles 

2 Potatoes Starchy roots and tubers 
such as potatoes, sweet 
potatoes and cassava 

Starches extracted from 
corn and other plants 

Processed potato such as 
konnyaku (devil’s tongue 
jelly) 

  

3 Sugars   Sugar and molasses 
obtained from cane or 
beet; honey extracted from 
combs and syrup from 
maple trees; 
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4 Pulses (including nuts) Legumes such as beans, 
lentils, and chickpeas 

  Canned or bottled legumes 
in brine; processed 
soybeans such as tofu 
(bean curd), ganmogoki 
(fried tofu dumpling) 

  

5 Nuts and seeds Tree and ground nuts and 
other oily seeds (with no 
added salt or sugar); nuts 
and dried fruits with no 
added sugar, honey or oil 

  Salted or sugared nuts and 
seeds 

  

6 Vegetables Fresh, squeezed, chilled, 
frozen, or dried leafy and 
root vegetables; fresh or 
pasteurised fruit or 
vegetable juices (with no 
added sugar, sweeteners or 
flavours) 

  Canned or bottled 
vegetables in brine; 
preserved vegetables like 
takuan(pickles) 

  

7 Fruits Fresh, squeezed, chilled, 
frozen, or dried fruits; 
dried mixed fruits; fresh or 
pasteurised fruit juices 
(with no added sugar, 
sweeteners or flavours) 

  Fruits in syrup (with or 
without added anti-
oxidants); sliced fruits 
preserved in syrup like 
umeboshi (salted plum) 

‘Fruit’ drinks 

8 Mushroooms Fungi such as fresh or 
dried mushrooms;  

      

9 Algae     Salted seaweed such as 
ajitukenori (dried and 
salted seaweed) 

  

10 Fish and shellfish Fish and seafood, whole or 
in the form of steaks, 
fillets and other cuts, fresh 
or chilled or frozen 

  Salted, dried, cured, or 
smoked fish; canned fish 
(with or without added 
preservatives); chikuwa 
(cake of fish paste)*; 

  

11 Meats Meat, poultry, whole or in 
the form of steaks, fillets 
and other cuts, fresh or 
chilled or frozen 

  Salted, dried, cured, or 
smoked meats 

Ready to heat products 
including poultry and fish 
‘nuggets’ and ‘sticks’, 
sausages, burgers, hot 
dogs, and other 
reconstituted meat products 

12 Eggs Eggs       



80 
 

13 Dairy products Fresh or pasteurized milk; 
fresh or pasteurized plain 
yoghurt 

  Freshly made unpackaged 
cheese 

Ice-cream; milk drinks; 
‘fruit’ yoghurts 

14 Fats and oils   Vegetable oils crushed 
from seeds, nuts or fruits 
(notably olives); butter and 
lard obtained from milk 
and pork; vegetable oils 
with added anti-oxidants; 
salted butter 

  Margarines and other 
spreads;  

15 Confectioneries       Sweet or savoury packaged 
snacks; chocolate, candies 
(confectionery); cookies 
(biscuits), pastries, cakes, 
and cake mixes; powdered 
and packaged ‘instant’ 
desserts; many types of 
sweet and fatty or salty 
snack products (e.g. 
anpan (sweet red bean 
ban), osenbei (rice 
cracker)) 

16 Beverages Tea, coffee, and drinking 
water 

    Carbonated soft drinks; 
‘energy’ drinks; ‘cocoa’ 
drinks 

17 Seasonings and spices Herbs and spices used in 
culinary preparations, such 
as thyme, oregano, mint, 
pepper, cloves and 
cinnamon, whole or 
powdered, fresh or dried 

Salt mined or from 
seawater; table salt with 
added drying agents; 
iodised salt; vinegar; soy 
sause; miso (fermented 
soybean paste); mirin 
(sweet sake used as 
seasoning) 

  ‘Instant’ sauces; margarin, 
instant basic stock 
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参考文献 [35]を参照にした。食品の例の太字で表れているものは、参考文献 [37]に記載されている食品を追記したものである。 
 

18 Prepared foods       Ready to heat products 
including poultry and fish 
‘nuggets’ and ‘sticks’, 
sausages, burgers, hot 
dogs, and other 
reconstituted meat 
products, and powdered 
and packaged ‘instant’ 
soups and desserts. 
Pre-prepared dishes such 
as bento (e.g. one plate 
meal), grain dishes (e.g. 
onigiri (rice ball), sushi, 
soba noodles), meat, fish, 
egg, and soy bean dishes 
(e.g. yakitori (grilled 
chicken skewers), 
ajihurai (deep-fried horse 
mackerel), chawanmushi 
(steamed savory cup 
custard)), vegetable 
dishes 
(e.g.hourensounogomaae 
(spinach with sesame 
dressing), hijikinonimono 
(simmered hijiki 
seaweed), potato 
croquette), soup(e.g. 
instant miso soup, corn 
soup) 

19 Other       Infant formulas; follow-on 
milks, other baby products; 
‘health’ and ‘slimming’ 
products such as meal 
replacement shakes and 
powders 
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表 4. 4 日間の食事記録調査の参加者の特性 
特性 人数 ％ 
性別     
 男性 196 50.0 
 女性 196 50.0 

年齢(歳）     
  20—29 75  19.1  
  30—39 81  20.7  
  40—49 79  20.2  
  50—59 77  19.6  
  60 以上 80  20.4  
BMI (kg/m2)     
  18.5 未満 23  5.9  
  18.5 以上 25 未満 272  69.4  

  25 以上 97  24.7  
喫煙歴 (%)     
  喫煙歴なし 220  56.1  

  過去に喫煙していた 71  18.1  
  現在喫煙している 101  25.8  
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表 5. 日本人成人 392 人の 4 日間食事記録における加工レベル別の食品の摂取量と摂取割合 

  
重量  
(g/日) 

重量寄与率  
(% grams) 

エネルギー  
(kcal/日) 

エネルギー寄与率 
(% energy) 

  方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 
変数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 

未加工／最小限の加工 1202  574  1377  560  44  16  51  14  352  192  483  186  17  8  23  7  

基本的な加工 550  268  622  280  21  9  24  10  628  281  772  281  30  11  37  10  
中程度の加工 83  66  108  74  3  3  4  3  105  80  145  93  5  4  7  4  
高度な加工 833  448  561  365  32  15  21  12  1007  417  692  302  48  16  33  12  

SD, 標準偏差 
*既成品かつ商品情報がない料理を、食材に分解せず料理ごと各カテゴリーに分類した。 
†既成品かつ商品情報がない料理を、食材レベルまでに分解して食品番号に基づいて各カテゴリーに分類した。 
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表 6. 日本人成人 392 人の 4 日間食事記録における加工レベル別の食品の摂取量と摂取割合【男女別】 

      
重量 
(g/日) 

重量寄与率 
(% grams) 

エネルギー 
(kcal/日) 

エネルギー寄与率 
(% energy) 

      方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 
性 人数 変数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 

男性 192  未加工／最小限の加工 1149 603  1346 588  39  16  46  14  369  219  518  206  16  8  22  8  
    基本的な加工 622  297  707  308  22  10  25  10  713  319  884  303  31  12  38  11  
    中程度の加工 80  69  111  78  3  2  4  3  108  87  155  99  5  3  7  4  
    高度な加工 1002 499  689  427  36  16  24  13  1141 447  773  338  49  17  33  12  

女性 192  未加工／最小限の加工 1254 539  1408 531  49  14  56  12  335  160  447  156  18  8  24  7  
    基本的な加工 477  211  537  219  20  8  22  8  543  206  660  203  29  10  36  9  
    中程度の加工 87  64  104  69  4  3  4  3  103  73  135  86  6  4  7  4  
    高度な加工 665  310  434  228  27  12  18  9  872  335  611  235  47  14  33  11  

SD, 標準偏差 
*既成品かつ商品情報がない料理を、食材に分解せず料理ごと各カテゴリーに分類した。 
†既成品かつ商品情報がない料理を、食材レベルまでに分解して食品番号に基づいて各カテゴリーに分類した。 
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表 7. 日本人成人 392 人の 4 日間食事記録における加工レベル別の食品の摂取量と摂取割合【年齢カテゴリー別】 

      重量 
(g/日) 

重量寄与率 
(% grams) 

エネルギー 
(kcal/日) 

エネルギー寄与率 
(% energy) 

      方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 
年齢（歳） 人数 変数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 
  20—29 75 未加工／最小限の加工 901  461  1083  451  38  17  45  15  277  191  432  183  14  9  22  8  

    基本的な加工 510  233  603  262  22  9  26  11  517  326  702  338  26  13  35  11  
    中程度の加工 69  67  104  79  3  3  4  3  78  73  132  101  4  4  7  5  
    高度な加工 877  462  567  357  37  17  24  13  1106  512  712  335  56  19  36  14  

  30—39 81 未加工／最小限の加工 1076  561  1265  542  42  15  49  12  328  166  467  180  16  6  22  6  
    基本的な加工 558  262  632  278  22  9  25  9  640  262  789  280  31  10  38  10  
    中程度の加工 75  58  98  64  3  2  4  3  94  71  130  80  5  3  6  4  
    高度な加工 828  416  541  321  33  14  22  10  1025  401  701  266  49  14  34  11  

  40—49 79 未加工／最小限の加工 1176  526  1339  531  42  16  49  15  313  148  440  148  15  7  21  7  
    基本的な加工 595  319  655  322  22  10  24  10  657  250  777  242  31  10  37  9  
    中程度の加工 76  68  101  75  3  3  4  3  102  82  141  92  5  4  7  4  
    高度な加工 913  487  664  456  33  15  23  13  1024  378  737  321  48  14  35  11  

  50—59 77 未加工／最小限の加工 1314  560  1503  530  46  15  53  12  392  211  522  208  18  8  24  7  
    基本的な加工 543  227  616  245  19  8  22  8  627  248  764  235  29  10  35  8  
    中程度の加工 98  60  125  72  4  2  4  3  132  83  175  100  6  3  8  4  
    高度な加工 898  496  609  379  31  14  21  10  1051  431  741  308  47  15  33  10  

  60 以上 80 未加工／最小限の加工 1529  559  1683  557  54  14  59  12  445  195  551  183  22  9  27  8  
    基本的な加工 541  283  602  291  19  8  21  9  690  293  822  294  33  11  39  10  
    中程度の加工 98  74  110  76  3  3  4  3  121  83  147  86  6  4  7  4  
    高度な加工 658  322  429  247  24  12  16  9  837  301  573  249  40  12  27  10  

SD, 標準偏差 
*既成品かつ商品情報がない料理を、食材に分解せず料理ごと各カテゴリーに分類した。 
†既成品かつ商品情報がない料理を、食材レベルまでに分解して食品番号に基づいて各カテゴリーに分類した。 



86 
 

表 8. 日本人成人 392 人の 4 日間食事記録における加工レベル別の食品の摂取量と摂取割合【BMI カテゴリー別】 

      
重量 
(g/日) 

重量寄与率 
(% grams) 

エネルギー 
(kcal/日) 

エネルギー寄与率 
(% energy) 

BMI     方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 
（kg/m2) 人数 変数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 

  18.5 未満 23 未加工／最小限の加工 1275  521  1433  521  48  13  55  10  322  131  464  161  16  6  23  6  
    基本的な加工 514  248  575  244  20  7  22  7  600  214  718  193  30  10  36  9  
    中程度の加工 91  71  110  70  4  3  4  3  95  65  129  72  5  4  7  4  
    高度な加工 731  371  494  338  28  11  18  9  1009  477  715  363  49  14  34  11  

  18.5 以上 272 未加工／最小限の加工 1214  571  1388  558  45  16  52  14  350  184  478  177  17  8  23  7  
25 未満   基本的な加工 539  265  609  274  20  9  23  9  628  293  772  294  30  11  37  10  

    中程度の加工 80  59  105  67  3  2  4  3  101  75  142  89  5  3  7  4  
    高度な加工 826  446  557  361  31  16  21  12  995  407  682  285  48  16  33  12  

  25 以上 97 未加工／最小限の加工 1149  594  1334  579  42  17  49  15  364  224  501  214  17  9  23  8  
    基本的な加工 588  278  669  304  22  10  26  11  634  262  784  263  30  10  37  9  
    中程度の加工 91  83  115  90  3  3  4  3  120  96  157  107  5  4  7  5  
    高度な加工 878  469  590  383  33  14  22  11  1041  431  716  332  48  15  33  11  

SD, 標準偏差 
*既成品かつ商品情報がない料理を、食材に分解せず料理ごと各カテゴリーに分類した。 
†既成品かつ商品情報がない料理を、食材レベルまでに分解して食品番号に基づいて各カテゴリーに分類した。 
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表 9. 日本人成人 392 人の 4 日間食事記録における加工レベル別の食品の摂取量と摂取割合【喫煙カテゴリー別】 

      
重量 
(g/日) 

重量寄与率 
(% grams) 

エネルギー 
(kcal/日) 

エネルギー寄与率 
(% energy) 

      方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 方法 A* 方法 B† 
喫煙歴 人数 変数 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 

  喫煙歴なし 220 未加工／最小限の加工 1290  584  1449  575  49  15  55  13  366  192  484  186  19  9  25  8  
    基本的な加工 512  235  579  244  20  8  23  8  601  271  733  277  30  11  37  9  
    中程度の加工 91  68  110  73  4  3  4  3  107  79  142  89  5  4  7  4  
    高度な加工 696  357  451  272  28  13  18  10  899  349  615  249  46  15  31  11  

過去に喫煙

していた 
71 未加工／最小限の加工 1211  570  1433  534  41  15  49  12  364  194  534  178  16  7  23  7  
  基本的な加工 619  256  697  278  22  9  25  10  704  301  865  284  30  11  38  10  

    中程度の加工 87  72  119  80  3  2  4  2  117  83  166  96  5  3  7  4  
    高度な加工 998  471  666  369  34  14  23  11  1130  421  750  311  49  15  32  10  

   現在喫煙

している 
101 未加工／最小限の加工 1002  504  1181  501  37  16  44  14  311  186  445  186  14  7  20  7  

  基本的な加工 584  323  663  336  22  10  25  11  632  282  790  274  29  12  36  10  
    中程度の加工 65  55  94  69  3  3  4  3  93  80  137  98  4  4  6  4  
    高度な加工 1016  505  729  448  38  16  27  14  1156  478  820  346  52  16  37  12  

SD, 標準偏差 
*既成品かつ商品情報がない料理を、食材に分解せず料理ごと各カテゴリーに分類した。 
†既成品かつ商品情報がない料理を、食材レベルまでに分解して食品番号に基づいて各カテゴリーに分類した。 
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表 10. 41 か国における 56 件の全国レベルの食事調査の方法 
        参加者 食事調査法   

地域 国 調査名 調査年 参加者数 年齢層 
24 時間思い出

し法 食事記録法 
食物摂取頻度

調査法 食事歴法 その他 
参考

文献 
アジア 日本 国民健康・栄養調査 2017 3,076 世帯

（6,962 人） 
1 歳以上 - 〇（1 日） - - -  [22, 

25] 
  韓国 Korea National Health 

and Nutrition 
Examination Survey 

2016–18 約 1 万人 1 歳以

上 
〇（1 日） - 〇 - -  [22] 

  中国 China Health and 
Nutrition Survey 

2015 7,319 世帯 
20,914 人 

0 歳 以

上 
〇（連続 3 日

間） 
- 〇 - 〇（世帯食品消

費量調査、連

続 3 日間） 

 [22] 

オセア

ニア 
オーストラリ

ア 
Australian Health Survey 2011–13 9,500 世帯 

12,000 人 
2 歳以

上 
〇（非連続 2
日間）  

- - - -  [22] 

北米 アメリカ合衆

国 
National Health and 
Nutrition 
Examination Survey 

2015–16 約 5,000
人／年 

0 歳以

上 
〇（非連続 2
日間）  

- 〇 - -  [22] 

  カナダ Canadian Community 
Health Survey - Nutrition 

2015 約 24,000
人 

1 歳以

上 
〇（1 日または

非連続の 2 日

間） 

- - - -  [22] 

中南米 ブラジル Pesquisa Nacional de 
Saúde  

2013 62,986 世

帯 
18 歳以

上 
- - 〇 - -  [22] 

中東 イスラエル Mabat national health and 
nutrition survey of the 
Elderly (Zahav) 

2005–06 1,782 人 65～100
歳 

- 〇（1 日） - - -  [21] 

  Mabat first Israeli 
national health and 
nutrition survey 

1999–
2001 

3,240 人 25～64
歳 

- 〇（1 日） - - -  [21] 
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        参加者 食事調査法   

地域 国 調査名 調査年 参加者数 年齢層 
24 時間思い出

し法 食事記録法 
食物摂取頻度

調査法 食事歴法 その他 
参考

文献 
ヨーロッ

パ 
フィンランド FinDiet 2017 3,090 人 18～74

歳 
〇（非連続 2
日間）  

- 〇 - -  [22] 

  ドイツ Nationale Verzehrsstudie 
II 

2005–07 19,329 人 14～80
歳 

〇（非連続 2
日間）  

〇（連続 4 日

間× 2 回。一部

参加者のみ） 

- 〇 -  [21, 
22] 

  Der Kinder- und 
Jugendgesundheitssurvey 
(KiGGS) 

2003–06 17,641 人 0～17 歳 - - - - 〇（質問票、詳

細不明） 
 [21] 

  ロシア Russia Longitudinal 
Monitoring Survey
（RLMS） 

2011–12 4,000 世帯 不明 〇（1 日） - - - -  [22] 

  イギリス National Diet and 
Nutrition Survey Rolling 
Programme 

2018–19 約 1,000
人／年 

生後 18
ヶ月以上 

- 〇（連続 4 日

間） 
- - -  [22] 

  アンドラ Evaluation of the 
nutritional status of the 
Andorran population 

2004–05 900 人 12～75
歳 

〇（1 日。うち

35%のみ 2 日

間*） 

- 〇 - -  [21] 

  オーストリア Austrian nutrition report 2010–12 1,002 人 7～14
歳, 18～

80 歳 

〇（2 日間*。成

人対象） 
〇（連続 3 日

間。小児対象） 
- - -  [21] 

  Austrian study on 
nutritionalstatus (ASNS) 

2007 2,472 人 7～100
歳 

- 〇（1 日） - - -  [21] 

  ベルギー Belgium national food 
consumption survey 
(BNFCS) 

2014–15 3,146 人 3～64 歳 〇（2 日間*） - - - -  [21] 
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        参加者 食事調査法   

地域 国 調査名 調査年 参加者数 年齢層 
24 時間思い出

し法 食事記録法 
食物摂取頻度

調査法 食事歴法 その他 
参考

文献 
ヨーロッ

パ 
ブルガリア National survey on 

nutrition of infants and 
children under 5 and 
family child rearing 

2007 1,723 人 0～5 歳 〇（非連続 2
日間） 

- - - -  [21] 

  キプロス A study of the dietary 
intake of Cypriot children 
and adolescents aged 6–
18 years 

2009–10 1,414 人 6～18 歳 - 〇（連続 3 日

間） 
- - -  [21] 

  チェコ共和

国 
Individual food 
consumption study 
(SISP04) 

2003–04 2,590 人 4～90 歳 〇（2 日間*） - - - -  [21] 

ヨーロッ

パ 
デンマーク Danish national survey of 

diet and physical activity 
(DANSDA)  

2011–13 3,946 人 4～75 歳 - 〇（連続 7 日

間） 
- - -  [21] 

  エストニア National dietary survey 2014–15 4,906 人 4 ヶ月～

74 歳 
〇（2 日間*。10
歳以上対象） 

〇（2 日間*。10
歳未満対象） 

〇（2 歳以上対

象） 
- -  [21] 

  フランス ESTEBAN 2015–16 3,617 人 6～74 歳 〇（3 日間*）  - - - -  [21] 
  Enquête Nutri-Bébé 2013 1,184 人 15 日～

35 ヶ月 
- 〇（非連続 3

日間） 
- - -  [21] 

  ギリシャ HYDRIA – Greek 
national diet and health 
survey 

2013–14 4,011 人 18 歳以

上 
〇（2 日間*） - - - 〇（食品傾向質

問票） 
 [21] 
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        参加者 食事調査法   

地域 国 調査名 調査年 参加者数 年齢層 
24 時間思い出

し法 食事記録法 
食物摂取頻度

調査法 食事歴法 その他 
参考

文献 
ヨーロッ

パ  

Nutrient intakes of 
toddlers and pre-schoolers 
in Greece: The GENESIS 
study 

2003–04 2,374 人 1～5 歳 - 〇（3 日間*） - - -  [21] 

  ハンガリー Hungarian diet and 
nutritional status survey 

2014 857 人 18 歳以

上 
- 〇（非連続 3 日

間） 
- - -  [21] 

  アイスランド The diet of Icelanders – a 
national dietary survey 

2010–11 1,312 人 18～80
歳 

〇（2 日間*） - 〇 - -  [21] 

  アイルランド National pre-school 
nutrition survey 

2010–11 500 人 1～4 歳 - 〇（連続 4 日

間） 
- - -  [21] 

  National children’s food 
survey 

2003–04 594 人 5～12 歳 - 〇（連続 7 日

間） 
- - -  [21] 

  National teens’ food 
survey 

2005–06 441 人 13～17
歳 

- 〇（連続 7 日

間） 
- - -  [21] 

  National adult nutrition 
survey (NANS) 

2008–10 1,500 人 18～90
歳 

- 〇（連続 4 日

間） 
- - -  [21] 

  イタリア Italian national food 
consumption survey 
INRAN-SCAI 

2005–06 3,323 人 0～98 歳 - 〇（連続 3 日

間） 
- - -  [21] 

  カザフスタン Nutritional and health 
status survey of the 
population in Kazakhstan 

2008 3,526 人 15～59
歳 

〇（2 日間*） - - - -  [21] 

  ラトビア National diet survey 2012–14 3,418 人 0～74 歳 〇（非連続 2 日

間）  
〇† 〇 - -  [21] 
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        参加者 食事調査法   

地域 国 調査名 調査年 参加者数 年齢層 
24 時間思い出

し法 食事記録法 
食物摂取頻度

調査法 食事歴法 その他 
参考

文献 
ヨーロッ

パ 
リトアニア Study of actual nutrition 

and nutrition habits of 
Lithuanian adult 
population 

2013–14 2,513 人 19～75
歳 

〇†  - - - 〇（質問票、詳

細不明） 
 [21] 

  オランダ Dutch national food 
consumptionsurvey 

2012–16 4,340 人 1～79 歳 〇（2 日間*） 〇（1 日） 〇 - -  [21] 

  ノルウェー UNGKOST 3 2010–11 1,787 人 18～70
歳 

〇（2 日間*） - 〇 - -  [21] 

  Norwegian national diet 
survey NORKOST3 

2002 2,000 人 46～75
歳 

- - 〇 - -  [21] 

  UNGKOST-2000 2000 2,218 人 1 歳, 9
歳, 13 歳 

- 〇（4 日間*） - - -  [21] 

  ポーランド WOBASZ II study 2013–14 6,174 人 20 歳以

上 
〇†  - 〇 - -  [21] 

  ポルトガル National food and 
physical activity survey 
(IAN-AF) 

2015–16 4,221 人 3 ヶ月～

84 歳 
〇（非連続 2 日

間）  
〇（2 日間*。10
歳未満対象） 

- - 〇（食物摂取傾

向調査票） 
 [21] 

  ルーマニア National synthesis 2006 1,036 人 19～100
歳 

- - 〇 - -  [21] 

  スロバキア Nutrient intake in children 
and adolescents in 
Slovakia 

1991–99 7,893 人 11～18
歳 

〇†  - 〇 - -  [21] 

  Nutrient intake in the 
adult population of the 
Slovak Republic 

1991–94, 
1995–99 

4,018 人 19～80
歳 

〇†  - - - -  [21] 
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        参加者 食事調査法   

地域 国 調査名 調査年 参加者数 年齢層 
24 時間思い出

し法 食事記録法 
食物摂取頻度

調査法 食事歴法 その他 
参考

文献 
ヨーロッ

パ 
スロベニア Dietary intake of macro – 

and micronutrients in 
Slovenian adolescents 

2012 2,224 人 15～16
歳 

- - 〇 - -  [21] 

  Dietary habits of the adult 
population Slovenia in 
health protection 

2007–08 1,193 人 18～65
歳 

〇（非連続 2 日

間）  
- 〇 - -  [21] 

  スペイン ENALIA study 2012–14 1,780 人 6 ヶ月～

17 歳 
〇（2 日間*。11
歳以上） 

〇（2 日間*。11
歳未満） 

〇 - -  [21] 

  ENALIA 2 study 2014–15 1,090 人 18～74
歳 

〇（2 日間*） - 〇 - -  [21] 

  スウェーデン Riksmaten adolescents 2016–17 3,099 人 11～12
歳, 14
～15 歳, 
17～19
歳 

〇（2 日間*） - - - -  [21, 
24] 

  Riksmaten adults 2010–11 1,797 人 18～80
歳 

- 〇（連続 4 日

間） 
- - -  [21] 

  Riksmaten children 2003 2,495 人 4 歳, 8～

9 歳, 11
～12 歳 

- 〇（連続 4 日

間） 
- - -  [21] 

  スイス MENU-CH 2014–15 2,086 人 18～75
歳 

〇（非連続 2 日

間）  
- - - -  [21, 

23] 
  北マケドニア First Macedonian food 

consumption survey 
2015 504 人 16 歳以

上 
〇（2 日間*） - - - -  [21] 
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        参加者 食事調査法   

地域 国 調査名 調査年 参加者数 年齢層 
24 時間思い出

し法 食事記録法 
食物摂取頻度

調査法 食事歴法 その他 
参考

文献 
ヨーロッ

パ  
トルコ Turkey nutrition and 

health survey (TNHS) 
2010 14,248 人 0～100

歳 
〇†  - 〇 - -  [21] 

一つの国に対して複数の調査の情報がある場合、基本的に調査年が最新の情報のみを抽出した。ただし、異なる調査で参加者の年齢が全く異なる場合には、それぞれ

分けて表にまとめた。 
*連続かどうかの情報なし 
†調査日数不明 
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図 3 日本人成人 388 人における、超加工食品からの総エネルギー摂取量に対する各食品群の寄与割合。（a） 料

理レベルの分類では、家庭外で調理された料理（外食や惣菜など）は食材まで分解せずに料理そのものを加工レ

ベル別に分類した。（b） 食品レベルの分類では、料理を食材に分解して分類した。  
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図 4. 超加工食品のエネルギー寄与割合によって研究参加者を 3 群に分けたときの、各群の食事の質のスコア 
各群の括弧内の数値は超加工食品からのエネルギー寄与割合の中央値を示す。 
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図 5. 日本人成人 2742 人における、超加工食品からの総エネルギー摂取量に対する各食品群の寄与割合 
（a） 超加工食品をより少なく見積もるシナリオでは、家庭外で調理された料理（外食や惣菜など）に含まれる個々の

食材をそれぞれ加工レベル別に分類した。（b） 超加工食品をより少なく見積もるシナリオでは、家庭外で調理され

た料理をすべて超加工食品に分類した。 
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図 6. 総エネルギー摂取量に占める超加工食品の割合の平均値 
（a） 年齢層別の結果。60～79 歳に比べて、18～39 歳では、総エネルギー摂取量のうち超加工食品が占める割合

が統計的に有意に高かった。（b） 喫煙状況別の結果。過去に喫煙していた群および一度も喫煙したことのない群と

比べて、喫煙者群では、総エネルギー摂取量のうち超加工食品が占める割合が統計的に有意に高かった。これら

の結果は、個人特性を調整後も一貫して観察された。
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図 7. 各国における全国レベルの食事調査（24 時間思い出し法と食事記録法による）の調査日数と参加者数の分布 
2016～19 年度に行った食品摂取頻度・摂取量調査も含めてプロットした。 
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